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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
海底で水を分解して水素ガスを発生させ、水素ガスを含む流体の浮力により海底より鉱物
資源を揚収採集する海底資源揚収装置であって、
海底に位置する水素ガス発生装置を含む海底ステーションと、海中を昇降する深海クレー
ンと、海上母船と各装置を制御する制御装置を含み、
前記海底ステーションに含まれる海底ブルドーザにより海底に存在する鉱物資源を収集し
て前記海底ステーションに集積した後、
前記深海クレーンに積載し、前記海底ステーションの前記水素ガス発生装置より供給され
る前記深海クレーン内に搭載されている水素ガスを含む流体の浮力で海面を含む海面近辺
まで海中を浮上せしめ、
前記海上母船に前記深海クレーンより積載している鉱物資源を移送することを特徴とする
海底資源揚収装置であって、
前記深海クレーンが搭載している水素ガスを含む流体の浮力で海底より海面を含む海面近
辺まで海中を浮上する過程においては、搭載している水素ガスの体積を含む前記深海クレ
ーンの全体の比重が周囲海水と同等かつ、前記深海クレーンの内部圧力が周囲海水と同等
となるように制御し、
前記深海クレーンが海面を含む海面近辺から海底に降下する過程においては、前記深海ク
レーンの内部の構成部分がすべて固体と液体であって、前記深海クレーンの内部圧力が周
囲海水と同等にでき、前記深海クレーンの全体の比重が周囲海水と同等とすることができ
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ることを特徴とする海底資源揚収装置。
【請求項２】
請求項１において、前記水素ガス発生装置が電気分解装置であって、電気分解に使用する
電力を前記海上母船より前記海底ステーションに送電し、前記海底ステーションで水素ガ
スを発生させることを特徴とする前記海底資源揚収装置。
【請求項３】
請求項１において前記深海クレーンは、水素ガスを含む流体の浮力で海中を浮上する過程
で、浮上による水圧減少により水素ガスの体積膨張による浮力増加を打ち消すために、ト
ルエンを含む液体に有機ハイドライド反応で水素ガスを吸収させてＭＣＨ（メチルシクロ
ヘキサン）を含む液体により回収することを特徴とする前記深海クレーン。
【請求項４】
請求項１から３の前記海底資源採収装置において、前記深海クレーンを、海中昇降を行う
上部および中央部分（以下、「クレーンエンジン」と呼称する）と海底資源を積載収納す
る下部部分（以下、「貨物ユニット」と呼称する）に分離および接続可能な構造とし、海
面からの下降時には前記貨物ユニットを空荷で接続し海水を充填して降下し、
海底から海面への浮上時には、前記貨物ユニットを積荷積載の状態で海水を充填して接合
することを特徴とする深海クレーンに対して、
海底の前記海底ステーションに複数の前記貨物ユニットを受容する部分（以下、「貨物ユ
ニットポート」と呼称する）を設け、前記貨物ユニットが存在しない貨物ユニットポート
（以下、「空ポート」と呼称する）と、海底資源を集積し、前記貨物ユニットが存在する
貨物ユニットポート（以下、「集荷ポート」と呼称する）と対を構成し、
前記深海クレーンが空荷の前記貨物ユニットとともに降下し、前記空ポートに前記空荷の
貨物ユニットを分離接続し、
分離後、前記深海クレーンのクレーンエンジンが前記海底ステーション上を離床移動して
前記集荷ポートの前記貨物ユニットと接続し、水素ガスを前記深海クレーンの浮力タンク
に充填して、前記深海クレーンの比重を周囲海水と同等にしてから海面に向け浮上するこ
とを特徴とする前記海底資源揚収装置。
【請求項５】
請求項４において前記貨物ユニットを前記クレーンエンジンと接続した状態で、前記
貨物ユニットポートにドッキングすると、前記貨物ユニットと前記クレーンエンジンの接
続が外れ、前記貨物ユニットポートと前記貨物ユニットが接続し、
前記貨物ユニットポートと前記貨物ユニットが接続している状態で、前記貨物ユニットに
前記クレーンエンジンがドッキングすると、前記貨物ユニットポートと前記貨物ユニット
の接続が外れ、前記貨物ユニットと前記クレーンエンジンが接続される後者優先二者択一
のドッキング機能を具備することを特徴とする海底資源揚収装置。
【請求項６】
請求項１から３の前記海底資源揚収装置の前記深海クレーンは2個の半球および円柱を含
む軸対称回転体の形状を持ち、外壁および、軸に垂直な仕切り壁を炭素繊維樹脂を含む強
靭軽量構造材で構成し、海面からの沈降時に前記深海クレーンに液体のみを充填して前記
深海クレーンの比重が周囲の海水と同等となること特徴とする海底資源揚収装置。
【請求項７】
請求項１から３の前記海底資源採収装置の前記深海クレーンは、水素ガス、トルエン、Ｍ
ＣＨ，海水、純水を充填できる保持区画と、水素ガス吸収装置、保持区画と水素ガス吸収
装置を連接して流体の移動を行うポンプおよびバルブを含む配管機構（以下、総称して「
配管機構」と呼称する）、推進装置、および制御装置を含むクレーンエンジンと前記貨物
ユニットを含み、
前記保持区画は前記外壁および前記仕切り壁で前記クレーンエンジン上部に位置する浮力
タンクと液体タンクに仕切られ、前記液体タンクは複数の区画に境界面が移動可能な仕切
りにより区分され、海水中を含む外部より液体または気体の注入または排出を含め、複数
の区画の比重の異なる液体を流通させ容積を可変とすることにより深海クレーン全体の比
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重が所与の値となるよう浮力制御が可能なことを特徴とする海底資源揚収装置。
【請求項８】
請求項７の水素ガス吸収装置は有機ハイドライド反応装置であり、多管式固定床型触媒反
応器を含む水素ガス吸収反応器と気液分離器と熱交換ヒータを含み、浮力タンクと同一区
画に収容し、反応熱除去を外壁の吸入口から取り込み外壁の放出口から排出する海水で行
い、
浮力タンク内の水素ガスを前記液体タンクのトルエン区画から供給されるトルエンに吸収
させてＭＣＨを生成し、前記液体タンクのＭＣＨ区画に注入することを特徴とする深海ク
レーン。
【請求項９】
請求項７の前記深海クレーンの外壁に、
前記深海クレーンの長軸に沿って上部と下部に、
前記長軸と直交する面上の前記長軸に軸対称に平行な位置に、
および前記長軸と直交する面上の外壁表面円周方向を向く位置に、
正逆反転能力のある可変速電動プロペラによる水流ジェットの推進装置を設け、前記深海
クレーンの位置制御、速度制御および姿勢制御を行わせることを特徴とする深海クレーン
。
【請求項１０】
請求項１から３の前記海底資源揚収装置の前記深海クレーンの前記制御装置の浮力制御機
能は、有機ハイドライド反応、および海中への放出を含む方法による水素ガスのモル数減
少に対応して前記深海クレーンを海中で上昇せしめ、前記深海クレーンの内部圧力が周囲
海中水圧と同等で、前記深海クレーンの比重が周囲海水と同等となるよう前記推進装置で
深度および深度変化率を制御することを特徴とする前記深海クレーン。
【請求項１１】
請求項１０の前記深海クレーンの深度および深度変化率の制御は前記深海クレーンの浮力
タンク内部圧力と周囲海水圧差圧と、この差圧の変化率を測定して行うことを特徴とする
前記深海クレーン。
【請求項１２】
請求項１０における前記深海クレーンの前記制御装置の浮力制御機能は水素ガス吸収装置
の稼働停止を含め制御結果による浮力過剰が解消できない場合、過剰浮力を解消するため
の水素ガス逃し弁を動作させて浮力を正常化させることを特徴とする前記深海クレーン。
【請求項１３】
請求項１０における前記深海クレーンの前記制御装置の浮力制御機能は、海中深度によら
ず当該クレーンエンジンの内部圧力と海水圧力の差が当該クレーンエンジンに破壊応力を
与えない範囲内に制御することを特徴とする前記深海クレーン。
【請求項１４】
請求項１から３の前記海底資源採収装置の前記深海クレーンの前記制御装置の制御機能は
前記深海クレーンの海中での昇降を制御する浮力制御機能と、海底着床点と海上支援船と
の間の移動経路を誘導制御する位置速度制御機能と前記深海クレーンの長軸を鉛直にする
姿勢制御機能を含むことを特徴とする深海クレーン。
【請求項１５】
請求項１４において、前記深海クレーンの前記位置速度制御機能は、前記深海クレーンの
海底着床点と前記海上母船との間の移動経路を誘導制御する機能で、前記深海クレーンの
海面からの下降時には下降時における目標点である前記海底ステーションとの位置関係に
応じて慣性航法と音響航法と光学航法を切り替えることを特徴とし、
前記深海クレーンが前記海底ステーションから上昇する時には上昇時における目標点であ
る前記海上母船との位置関係に応じて慣性航法と音響航法と光学航法を切り替えることを
特徴とし、海中温度分布により音波が到達しないか直進性が目標方位を計測するのに十分
でない範囲では深度データと慣性航法データを用い、音響測定が目標方位を計測するのに
十分な範囲では深度データと音響測定データを用い、目標点の近傍で光の到達する範囲で
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は光学航法を行い、
前記深海クレーンが前記海上母船から下降する時には下降時における目標点である前記海
底ステーションとの位置関係に応じて慣性航法と音響航法と光学航法を切り替えることを
特徴とし、海中温度分布により音波が到達しないか直進性が目標方位を計測するのに十分
でない範囲では深度データと慣性航法データを用い、音響測定が目標方位を計測するのに
十分でない範囲では深度データと音響測定データを用い、目標点の近傍で光の到達する範
囲では光学航法を行うことを特徴とする深海クレーン。
【請求項１６】
請求項１５における前記深海クレーンの音響航法は前記海底ステーションと前記海上母船
に音響トランスポンダを設置し、前記深海クレーンに設置した音響発振機に呼応してエコ
ーを発生することにより往復時間より、
浮上時には前記深海クレーンと前記海上母船との距離が測定できるほか、前記深海クレー
ンに位置を離して設置した受振機間の位相差から前記海上母船の存在方向を探知すること
ができ、
下降時には前記深海クレーンと前記海底ステーションとの距離が測定できるほか、前記深
海クレーンに位置を離して設置した受振機間の位相差から前記海底ステーションの存在方
向を探知することができることを特徴とする深海クレーン。
【請求項１７】
請求項１５における前記深海クレーンの光学航法は前記海底ステーション上と前記海上母
船船底の同一平面上に水平距離を隔てた複数の発光体を設置し、深海クレーンに設置した
撮像装置で感知した発光点の形状と大きさおよび位置と複数の発光体の異なる発光周期よ
り、前記海底ステーション上または前記海上母船船底の発光体と前記深海クレーンとの位
置関係を計出することを特徴とする前記深海クレーン。
【請求項１８】
請求項１５における前記深海クレーンの経路誘導制御装置により
前記深海クレーンの下降時には前記海底ステーションとの相対位置関係および接近速度を
制御して、前記深海クレーンと前記海底ステーションとをドッキングし、
前記深海クレーンの上昇時には前記海上母船との相対位置関係および接近速度を制御して
、前記深海クレーンと前記司令船とドッキングすることを特徴とする前記深海クレーン。
【請求項１９】
請求項１から３の前記海底資源揚収装置の前記深海クレーンおよび前記海底ステーション
に搭載するトルエンとＭＣＨと海底で充填する水素ガスの量を変更することにより
上下限制限範囲内の任意の積荷積載量と、任意の深度に対応して上昇・下降制御が行える
浮力制御装置を持つことを特徴とする海底資源揚収装置。
【請求項２０】
請求項１から３の前記海底資源揚収装置の前記海底ステーションは、複数のクレーンエン
ジン、水素ガス発生装置、貨物ユニットポート、海底ブルドーザ輸送ポート、推進装置、
および制御装置を含む装置を架台構造物である海底ステーションプラットフォームで固定
統合し、遠隔操縦の海底ブルドーザを加えて構成されることを特徴とする前記海底ステー
ション。
【請求項２１】
請求項２０における前記海底ステーションのクレーンエンジンは請求項１から３における
前記深海クレーンの前記クレーンエンジンと、推進装置と一部の制御機能を除いて同一の
構成と機能であり、前記海底ステーションプラットフォームに固定されて、制御装置に制
御されることを特徴とする前記海底ステーション。
【請求項２２】
請求項２０における前記海底ステーションの前記水素ガス発生機構は固体高分子電解質膜
形水電解式を含む水素ガス発生装置であり、前記海上母船の電源より低損失高圧送電を可
能とするため積層構造を直列に接続し、かつ水素ガス発生量を確保するために並列に接続
する構造であることを特徴とする前記海底ステーション。
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【請求項２３】
請求項２０における前記海底ステーションは、前記水素ガス発生装置が発生し、前記海底
ステーションのクレーンエンジンに蓄積される水素ガスの浮力を用いて海底より離床し海
底着床位置を変更して再度着床ができ、また、着床せずに海面まで上昇できることを特徴
とする前記海底ステーション。
【請求項２４】
請求項２０における前記海底ステーションの浮力タンク内の水素ガス量を制御して前記海
底ステーションの姿勢が水平となるよう前記各クレーンエンジンの浮力を均衡させ、さら
に、前記海底ステーションの浮力タンク内の水素ガス圧力が周囲海水圧と同等になるよう
推進装置を制御して深度および深度変化率を制御する装置を有することを特徴とする前記
海底ステーション。
【請求項２５】
請求項２０における前記海底ステーションを海面より海底に降下させる運用において、前
記クレーンエンジンの前記浮力タンクの一部または全部に水素ガスを充填し、前記海底ス
テーションの比重を周囲海水と同等とし、前記推進装置および比重差を用いて降下させ、
海底に至る過程で水素ガスを追加発生させ浮力タンクに注入することにより、前記海底ス
テーションの比重を周囲海水と同等かつ前記海底ステーションの浮力タンク内の水素ガス
圧力が周囲海水圧と同等になるよう制御することを特徴とする前記海底ステーション。
【請求項２６】
請求項２０における前記海底ステーションを海面より海底に降下させる運用において、前
記各クレーンエンジンの浮力タンクに注入する水素ガス量を制御して前記海底ステーショ
ンの姿勢が水平となるよう前記各クレーンエンジンの浮力を均衡させ、さらに、前記海底
ステーションの浮力タンク内の水素ガス圧力が周囲海水圧と同等になるよう推進装置を制
御して深度および深度変化率を制御することを特徴とする海底ステーション。
【請求項２７】
請求項２０における前記海底ステーションの前記海底ブルドーザは電動のブルドーザ機能
を有し、前記海上母船から前記海底ステーションを介して遠隔操縦を行い、海底の鉱物資
源を収集し、前記貨物ユニットポートに固定された前記貨物ユニットに投入する能力を有
することを特徴とする海底ブルドーザ。
【請求項２８】
請求項２０における前記海底ステーションの海底ブルドーザ輸送ポートは前記海底ブルド
ーザを海底ステーションプラットフォームに積載して前記海底ステーションごと海底を離
床して移動できる機能を有することを特徴とする前記海底ステーション。
【請求項２９】
請求項２０における海底ステーションの前記制御装置は前記海底ステーションの複数の前
記クレーンエンジンによる浮力を協調制御して、海底着床点と前記海上支援船との間の移
動経路を誘導制御し、前記海底ステーションと目標着床点の位置関係に応じて請求項１５
の前記深海クレーンと同様の方法で　　慣性航法と音響航法を切り替えることを特徴とし
、音波伝搬が海中温度分布により音線が到達しないか直進性が悪い範囲では深度データと
慣性航法データを用い、音響測定が可能な範囲では深度データと音響測定データを用い、
航路制御行うことを特徴とする前記海底ステーション。
【請求項３０】
請求項２０における前記海底ステーションの前記制御装置は、事前に別手段で海底に配置
した音響マーカーの位置に着床することができることを特徴とする前記海底ステーション
。
【請求項３１】
請求項１における前記海上母船は、前記深海クレーンおよび前記海底ステーションさらに
海底ステーション経由で前記海底ブルドーザに電源を供給し、光ファイバーによる通信を
行い、
深海クレーン離着ポート、給電装置、総合監視制御装置、トルエンタンク、ＭＣＨ液体タ
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ンク、純水タンク、
前記深海クレーンからの海底鉱物資源回収装置、
前記深海クレーンおよび前記海底ステーションに対するトルエン注入装置、
前記深海クレーンおよび前記海底ステーションからのＭＣＨ回収装置、
前記深海クレーンおよび前記海底ステーションに対する純水注入装置
を有することを特徴とする海上母船。
【請求項３２】
請求項３１の前記総合監視制御装置は
前記海底ステーションの海底特定地点への着床を指揮管制し、海底特定地点から海底の他
の特定地点への移動を指揮管制し、さらに、前記海上母船への浮上を管制し、さらに、
前記海上母船の総合監視制御装置は
前記深海クレーンの前記海上母船から前記海底ステーションへの降下とドッキングを指揮
管制し、前記海底ステーションからの離床と前記海上母船への浮上とドッキングを指揮管
制し、さらに、
前記海上母船の総合監視制御装置は前記海底ステーションを介して
前記海底ステーションの前記海底ブルドーザ輸送ポートから前記海底ブルドーザを発進さ
せ海底で鉱物資源収集を行い、空荷の貨物ユニットへ積載を行うことを遠隔操作で操縦し
、指揮管制し、前記海底ステーションの移動時には前記海底ブルドーザ輸送ポートに搭載
収容し、さらに、
前記海上母船の総合監視制御装置は発電装置と前記海上母船からの電源供給を管制し、
さらに、
前記海上母船の総合監視制御装置は前記深海クレーンの前記貨物ユニットポートへのドッ
キングと離昇に対する管制を行い、さらに、
前記海上母船の総合監視制御装置は
前記深海クレーンおよび前記海底ステーションのトルエンタンクに対するトルエン注入の
管制と、
前記深海クレーンおよび前記海底ステーションのＭＣＨタンクからのＭＣＨの回収の管制
と、
前記深海クレーンおよび前記海底ステーションの純水タンクに対する純水注入の管制と、
前記深海クレーンからの揚収鉱物の前記海上母船への移送の管制
を実施することを特徴とする前記監視制御装置。
【請求項３３】
請求項３１の前記給電装置は、発電機、洋上太陽電池、および二次電池および給電盤を含
む給電能力を有することを特徴とする前記給電装置。
【請求項３４】
請求項３３の前記洋上太陽電池はフィルム状の太陽電池を柔軟な浮体に貼付した帯状の構
造を持つ複数の太陽電池ユニットで構成され、
各太陽電池ユニットは分散型インバータ装置と送電用ＡＣ母線により全帯状領域にわたっ
て区分的に均一な構造を有し、前記区分ごとに保守交換が可能な太陽電池ユニットであっ
て、
自律型の自走式展開撤収装置を前記帯状構造の先端に装備することによって、潮流に沿っ
て下流に展開・撤収できることを特徴とする太陽電池。
【請求項３５】
請求項３３の前記洋上太陽電池は複数の太陽電池ユニットから構成され、円筒状に巻取、
司令船に積載し、洋上に展開・撤収が可能であり、牽引索により潮流の下流方向に扇状に
展開・撤収が可能であることを特徴とする洋上太陽電池。
 
 
【請求項３６】
請求項４の前記海底資源揚収装置において、１台の前記海底ステーションに対して、複数
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の前記深海クレーンを割り当て、
前記深海クレーンが順次実行するところの、
第一段階としての揚収鉱石とMCHの前記海上母船への荷下ろし、トルエンおよび純水の前
記海上母船からの充填を含む降下準備、
第二段階としての海面から前記海底ステーションに向けた降下、
第三段階としての海底での空荷の前記深海クレーンの前記空ポートへのドッキングによる
前記貨物ユニットの前記深海クレーンからの切り離しと前記空ポートへの接続、および引
き続いて、前記深海クレーンの前記クレーンエンジン部分の再浮上と水平移動と再降下に
よる前記集荷ポートへのドッキングによる前記クレーンエンジンと前記集荷ポートへの接
続、および引き続いての前記海底ステーションから前記深海クレーンへの水素ガス充填に
よる浮力付与と純水の前記深海クレーンから前記海底ステーションへの荷下ろしを含む浮
上準備、
第四段階としての前記深海クレーンの海底から海面へ向けての浮上、
に対して
前記複数の前記深海クレーンを前記第一段階から前記第四段階の各々を重複しないで実行
するように時間をずらして割り当て、
さらに、前記第三段階での前記海底ステーションの前記貨物ユニットポートの対の前記空
ポートと前記集荷ポートを一回ごとに交代で運用することにより、前記海底資源揚収装置
の鉱物資源収集及び前記海底ステーションへの収集鉱物資源積込が、前記第一段階から第
四段階の各々と重複しないで実行することができることを特徴とする前記海底資源揚収装
置。
【請求項３７】
請求項１から３の前記海底資源揚収装置において、前記海底ステーションの着床深度に対
応して、前記深海クレーンの海底離床時に保有するトルエンの量と充填する水素ガスのモ
ル数を調節し、海底における浮上開始時の前記深海クレーンの比重が周囲海中と同等とな
り、海底より海面までの浮上過程で周囲海中と同等の圧力を維持するために水素ガスを吸
収するために十分のトルエン量に調節することを特徴とする前記海底資源揚収装置。
【請求項３８】
請求項１から２の前記海底資源揚収装置において、前記深海クレーンの揚収重量に対応し
て、前記深海クレーンの海底離床時に充填する水素ガスのモル数を調節し、海底における
浮上開始時の前記深海クレーンの比重が周囲海中と同等となり、海底より海面までの浮上
過程で周囲海中と同等の圧力を維持するために海水中に放出する水素ガス量を調節するこ
とを特徴とする前記海底資源揚収装置。
【請求項３９】
請求項３７の前記海底資源揚収装置において、前記貨物ユニットポートに重量計を設置し
、搭載鉱石の水中重量を計測し、離床時の前記深海クレーンの水中重量を計測して、前記
深海クレーンの海底離床時に保有するトルエンの量と充填する水素ガスのモル数を調節す
る前記海底資源揚収装置
【請求項４０】
請求項２３から２８の前記海底ステーションを含む請求項３６の前記海底資源揚収装置に
おいて、
第一段階としての前記海上母船からの前記海底ステーションの海底への降下と海底での前
記海底ブルドーザの展開
第二段階としての前記海上母船から前記深海クレーンへのトルエンと純水の充填
第三段階としての前記深海クレーンの海底に展開している前記海底ステーションへの降下
第四段階としての前記深海クレーンの海底に展開している前記海底ステーションへの純水
の積卸しとトルエンの一部の積卸しと、前記海底ステーションでの水素ガス発生と前記海
底ステーションからの水素ガスの充填と収集鉱石の積載、および必要に応じてMCHの充填
からなる浮上準備
第五段階としての前記深海クレーンの海底に展開している前記海底ステーションから前記
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海上母船へ向けての浮上
第六段階としての前記深海クレーンから前記海上母船への収集鉱物資源と必要に応じて水
素ガスを吸収したMCHの積卸し
第七段階としての前記海底ステーションの海底での前記海底ブルドーザの収容と前記海上
母船に向けての浮上
からなる運用において、
単数または複数の前記深海クレーンを前記第二段階から前記第六段階までを繰り返し
連続的に切れ目なく運用できる機能を有することを特徴とする前記海底資源揚収装置
【請求項４１】
請求項４０の前記海底資源揚収装置において、
前記第二段階と前記第七段階の間に
第A１段階としての前記海底ステーションの海底での前記海底ブルドーザの収容と周囲海
水と比重を同等とするための水素ガス発生による浮力増加
第A２段階としての前記海底ステーションの海底からの離床と位置変更
第A３段階としての前記海底ステーションの海底への着床と水素ガスのトルエンへの吸着
とMCH生成、および海中への放出を含む方法により周囲海水より比重を大きくすることに
よる海底固定
を行うことにより、前記海底ステーションの位置移動、深度変更を実施し、
連続的に切れ目なく運用できる機能を有することを特徴とする前記海底資源揚収装置
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、海底から物体を揚収する装置に関する。特に、海底の鉱物資源を採取し揚収
するシステムに関し、海底で水素ガスを発生させてその浮力を利用して海面まで揚収し、
水素ガスを浮力源として利用した後は、水素ガスをトルエンを含む有機物に吸収させて水
素ガス生成エネルギーを回収する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
海底より物体を回収する試みは従来から、サルベージ、浚渫、海底油田の掘削の分野で行
われているが、海底鉱物の採集については１０００ｍレベルの海底鉱物採集の試行が開始
された状況で、２０００ｍから５０００ｍレベルの海底資源回収は方法論すら確立されて
おらず、経済的目処も立たないため行われていない。本発明は深度１０００ｍを超え、５
０００ｍレベルまでの海底資源回収を経済的に行う装置に関するもので、従来、海洋開発
では利用されていない他分野である電気化学、有機化学、水素工学、制御工学、宇宙工学
、情報工学の最先端技術を組み合わせることにより、高圧環境下での機械的挑戦を行わず
に現存のハードウェア技術で実現すべく、新たに考案したものである。
【０００３】
　以下、従来技術を述べる。サルベージ技術、浚渫技術、海底石油掘削技術の延長発展と
して海底鉱物の採集は従来議論されている。サルベージ技術については、非特許文献１に
概観されているように、ワイヤーをかけて引き上げる「大廻し方式」、浮力を利用する「
バルーン方式」、直接つかみあげる「つかみ方式」がある。「大廻し方式」はワイヤーを
かける潜水作業を伴うため深海では行われない。「バルーン方式」は圧搾空気を入れた金
属製またはゴム製バルーンで海中を引き上げるが、深度変化に伴う気体膨張があるため水
平移動が主体である。深度も１００ｍ以浅である。「つかみ方式」は海底に直接アームを
伸ばしてつかみあげる方法で、１９７０年代に海底５０００ｍから米国CIAがソ連の沈没
原潜を核戦略情報収集のために採算を度外視して引き上げた例があるがこれが深海より引
き上げた唯一の記録であり、その後の例はない。公開情報によると、海底石油掘削技術の
延長とみられる。いずれの方式も水上の作業船が直接力学的に関与するため海面の静謐が
不可欠であり、深海から鉱物資源を採集するのには適さない。
【０００４】
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現状における海底からの鉱物採取は経済的に成り立たず、深海探索艇や無人ロボットのア
ームや、ボーリングによってサンプル採取するのがせいぜいである。例外的に、油田やガ
ス田などでは穴を開ければ内圧に押し出されて噴出するので、開口部にパイプなど回収設
備を設けることで比較的低コストで採掘できるため、海底石油掘削技術の延長として海底
熱水だまりより鉱物資源が溶けた熱水をポンプアップする方法が提案されている（特許文
献１）。この方法は、さらにシェールガス採掘等と同様に鉱床に特殊な溶剤を流し込み、
溶けた鉱物を水上へバキュームした後で溶剤から分離させて採取することもできる。
【０００５】
海底表層地層より鉱物資源を回収する方法としては、浚渫技術の延長として、深度１００
０ｍの海底熱水鉱床（チムニーなど）を掘削し、スラリー化して水中ポンプで海上に送り
出すための要素技術の試験開発が行われている。（特許文献２）（非特許文献５）　採鉱
に関しては掘削機能と浚渫機能を海底の高圧下で実現することになる。25kgの硫化鉱の採
集に成功しているが、ヘビーデュティー化が課題であるとの報告がある。またスラリー化
による輸送は耐摩耗性の実現が不可欠であり今後の課題であるとも報告している。（非特
許文献２）
【０００６】
海底鉱物の採掘採集は深度１０００ｍの海底熱水鉱床がようやく要素技術の試験開発が行
われ始めた段階である。コバルトリッチクラスト、マンガン団塊、レアアース堆積物は１
０００ｍ以深の深海表面に分布するが、資源調査の段階であり、資源回収については方法
論を含めて未着手である。（非特許文献３）
【０００７】
【特許文献１】WO２０１３１１８８７６A1「海底熱水鉱物資源の回収方法及び回収システ
ム」
【特許文献２】特開２０１１－１９６０４７「揚鉱システムおよび揚鉱方法」
【非特許文献１】「サルベージ」清水信夫　日本造船学会誌　平成14年５月
【非特許文献２】「海底鉱物資源開発に係る揚鉱管内における大粒径粒子のスラリー移送
評価」高野他　第14回　海上技術安全研究所研究発表会　平成２６年6月
【非特許文献３】「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」　経済産業省　平成25年12月
【非特許文献４】「最新の海底鉱物資源の開発動向」織田洋一　三井物産戦略研究所　20
13４月
【非特許文献５】「海底熱水鉱床掘削要素技術試験機の開発」三菱重工技報２０１３年No
.2
【非特許文献６】「有機ハイドライド法による高温ガス炉ISピロセス水素貯蔵・供給シス
テムの概念設計」日本原子力研究開発機構　2012　２月
【非特許文献７】Satellite Attitude Tracking By Quaterion-Based Backstepping, Ray
mond Kristiansen, Norweigian University of Science and Technology, Norway, 2005
【非特許文献８】クオタニオンを用いた小型電動ヘリコプタの姿勢制御　鈴木智　2008　
SICE
【非特許文献９】Ｍ－Ｖダイナミックスと姿勢制御論理の設計　森田康弘　宇宙科学研究
所報告　2003/3
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
１０００ｍ以深の海底鉱物資源開発は従来のサルベージ技術、浚渫技術、海底石油掘削技
術の延長では解決できない可能性があると考え、下記の視点から根源的に検討を加えた。
（１）       コバルトリッチクラスト、マンガン団塊、レアアース堆積物は海底面に堆
積しており(図５)、地上であれば採集自体はブルドーザで可能である。熱水鉱床の採掘試
行が先行しているのは、熱水鉱床が深度１０００ｍ内外と比較的浅いことが主因であり、
海底鉱物の採取は深度が障害となっているのが実情である。深度が障害とならない方法が
あれば、これら、コバルトリッチクラスト、マンガン団塊、レアアース堆積物の採取の方
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が容易である。
（２）       深度５０００ｍは距離で５ｋｍに過ぎないが、情報伝達速度で比較すると
、空中は秒速３０００００ｋｍの電磁波で直線的に情報を送受できるのに対し、水中では
音波に頼る結果、秒速１５００ｍと遅く、２０万倍の差がある。さらに水中では音波の直
進性は無く、情報伝達量も圧倒的に少ない。さらに圧力では、地上と宇宙空間では１気圧
の差であるが、海底５０００ｍでは５００気圧である。海底までの５ｋｍは予想以上に離
れた世界で、根源的に考える必要性を示唆している。
（３）       一方において、マッコウクジラは生体で特段の耐圧技術を使わず、エネル
ギーもほとんど使わずに、３０００ｍまで潜ってダイオウイカを捕食して海面に戻ってく
る（図３）。なぜなのかを根源的に考え応用した結果、本発明に至った。マッコウクジラ
が深海底と海面を容易に往復できる理由は、第一に、生体内で液体と固体の内外圧を等し
くして高圧環境での構造的問題を回避していること、第二に、海底や海上の物体と独立に
移動でき、構造的にも運動体としても自律的であるため、構造物としての制約が少ないこ
とにある。第三に、クジラは“脳油”の温度による比重変化を利用して浮力を調節してほ
とんどエネルギーを使わずに昇降しており、浮力を利用した昇降が海中のような液体内の
上下移動手段として最もエネルギー効率が良いことを示している。
【０００９】
以下の目次に従い、本発明を詳説する。
 
　　　　　目次
 
I　概念と実現性
１．   発明方針
２．   代案の検討
３．   基本概念
４．　実現性
II運用構想
III　構成システム
１．設計思想
２．深海クレーン
３．海底ステーション
４．水上船舶
              4.1　司令船
              4.2　運搬船
IV　揚収の原理
１．原理
1.1 水素化反応
1.2 水圧変化への対応
1.3 揚収制御系の構成と特性
V　深海クレーン
１.．制御系
1.1 目的と機能
1.2 動特性と制御系
（a）　位置・速度制御
（b）　姿勢制御
（c） 制御量の統合
（d）　制御系の構成
２．航法系
              （１）　構成
              （２）　慣性航法
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              （３）　音響航法
              （４）　光学航法
３　ドッキング制御
４ 運用モード制御
５．流体構成制御
ＶＩ．海底ステーション
１　制御系
（１） 目的と機能
（２） 動特性と制御系
（a）　位置・速度制御
（b）　姿勢制御
（c） 制御量の統合
（d）　制御系の構成
２　航法系
              （１）　構成
              （２）　慣性航法
              （３）　音響航法
３ 運用モード制御
４　流体構成制御
 
VIＩ　水素ガス発生装置
 
VIIＩ　電力発生装置
１．潮流と波浪条件
２．電源装置の要件
３．洋上太陽光発電装置
 
IX　監視制御システム
１．   システム構成
２．   総合監視制御システム
３．   深海クレーン制御システム
４．海底ステーション制御システム
 
X　運転方法
１．　連続運用の要件
１．１　略号と諸元の定義
１．２　構成物の物性
１．３　上昇・下降・移動過程での反応
２．　連続運用の構成
２．１　深海クレーン
２．２　海底ステーション
３．　連続運用の効率化
 
【００１０】
I　概念と実現性
 
１．発明方針
第一に、高圧環境の障害を、方式として根源的に回避することである。
第二に、深海からの高揚程の圧送、吸引を回避し、エネルギーの浪費を回避することであ
る。
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第三に、すべての海中機材が自律的に海上へ浮上できるようにし、深海へのアクセスの悪
さを解消し、保守の問題を生じないようにすることである。
第四に、深海の高圧環境を積極的に活用することである。
第五に、構造的な標準化を図って開発課題とリスクを削減することである。
これらの課題解決のため、従来、海洋開発では利用されていなかった電気化学、有機化学
、水素工学、制御工学、宇宙工学、情報工学の成果を組み合わせて新たな装置を発明した
。
 
【課題を解決するための手段】
【００１１】
第一は、高圧環境の障害を根源的に回避するために、構成機材の内外圧を等しくして耐圧
機材を無くし、耐圧要件を回避した。浮力源として用いる水素ガスの圧力を深度によらず
周囲の水圧とほぼ等圧にして、機構的に高応力箇所がないようにした。このことは強度的
な制約から解放されることになり、結果的に装置のスケールアップが容易となった。
第二に海底との昇降は水素ガスの浮力により行い、海底から高揚程の鉱物圧送を回避して
、エネルギーの浪費を回避した。浮力による方法は鉱物資源を海中でスラリー化してポン
プで海面に持ち上げる方法に対比して、高揚程ポンプが不要となる。圧力差の大きい可動
機構、高圧配管、摩擦機構、耐圧機構がなくなり、スラリー輸送による輸送パイプの摩耗
、シーリングの問題も生じない。さらに、本発明の方法では、海底より回収する物体をそ
のまま持ち上げるので、回収物体に対する寸法形状および物性の制約がない。海底資源に
ついては情報が少なく、海底では視程も悪く、情報収集手段が限られるので、海底でのス
ラリー化を行うなどの海底での鉱物加工を排除し、原石のまま揚収する利点は大きい。
【００１２】
第三に、保守の面から海底および海中のアクセスの悪さを解消するために、構成機材の水
中重量を軽量化し、定常運用の一環として全機材が浮力により自力で海面に浮上できるよ
うにした。海面まで定常的に自力で浮上できるでの全機材の保守点検が容易となる。この
ことは同時に海底設置機材の移動を容易化するので、海底に薄く広く広がっている鉱物の
収集に適した機動性が実現可能となった。
第四に高圧環境を積極的に活用することである。海底で電気分解による水素ガスを発生さ
せてその浮力を利用するが、高圧での水の電気分解は発生気泡が高圧で圧縮されるため、
気泡による通電性の低下という電気分解の阻害要因が減少してエネルギー効率が良くなる
。水の電気分解装置にはこの特性を積極的に利用しているものもある。さらに水素ガス回
収のためのトルエンの水素化（有機ハイドライド反応）は平衡反応であり、高圧低温（２
００℃程度）で平衡反応が水素ガス吸着側になり、吸着反応が促進される利点がある。
 
【００１３】
２．代案の検討
浮力を利用する本発明の方法と比較すべき第一の代案は、サルベージ技術を応用したワイ
ヤーによる引き揚げである。これらの方法は深海の鉱物資源収集法として提案されてはい
ないが、原因は下記と想定される。
海底で収集した鉱物を積載した籠を籠に固定したワイヤーで引き上げる方法を考えた場合
、ワイヤーは剛性が少なく水中重量が軽く、高強度のナイロンロープが最適であるが、２
５０トンの引き上げには試算によると、約１２０φのロープが必要となる。しかしながら
、海中でワイヤーを牽引しながら所定回収場所に存在する籠まで誘導し、海底設置の籠に
ワイヤーを把持させて海上船舶より引き揚げる方法に対し、適切な制御方法を本発明の発
明者は見出し得ない。また、長大なロープを牽引している空籠を海底の所定の回収場所ま
で誘導して設置したのち、海底で収集した鉱物を籠に積載し、海上船舶より引き揚げる方
法もありうるが、適切な制御方法を本発明の発明者は見出し得ない。（分布定数系となり
可観測性が保証されない）
【００１４】
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浮力を利用する方法と比較すべき第二の代案は、浚渫技術の延長として、１０００ｍクラ
スの海底の熱水鉱床の採掘で検討されているスラリー化と高揚程水中ポンプを高性能化し
て、更なる深海から揚収を行う方法である。 揚鉱管を深海まで下し、先端に高揚程水中
ポンプを設置する構造であるので、技術的に実現できたとしても、信頼性と保守性まで含
めての実現性は不明である。 また高揚程水中ポンプより下の部分では、採集鉱物をフレ
キシブルホースでスラリー輸送するが、ホース・管の減耗への保守対応に困難が伴う。
 
【００１５】
３．基本概念
本発明では海底で水を電気分解して水素ガスを発生させその浮力を利用する。この方式は
次の利点がある。
（１）大きな浮力が得られる。水素は分子量が２と小さく、5000mクラスの海底でも十分
な浮力が得られる。5000mクラスの海底は５００気圧となるので、５００気圧の水素ガス
は１リットル４５ｇであるのに対して、分子量２８．８である空気は、１リットル６４２
ｇとなる。１リットルで得られる浮力は、５０００ｍの海底では、空気が３３８ｇに対し
て水素ガスは９５５ｇである。
（２）上昇中に余剰となる水素ガスをトルエンに吸収させメチルシクロヘキサンにすれば
水素ガスステーション用燃料として回収できる。メチルシクロヘキサンは常温常圧で水素
を吸収した液体として輸送が簡単であり、自動車用水素ガスステーションへの水素輸送手
段として考えられている。浮上のため５０００ｍの海底で水素ガスを発生させると、５０
００ｍを持ち上げるための位置エネルギーに対して、10数倍のエネルギーを要することが
試算される。深海クレーンの内外圧を同一に保ちつつ、上昇中に浮力を所定値に保つため
には４９９／５００の水素ガスを浮上過程で消去する必要がある。海中に放出すれば水の
電気分解に投入したエネルギーのほとんど全部を海中に捨てることになるが、浮上過程で
トルエンを水素化することにより投入エネルギーを回収できる。
（３）海底への送電は高圧交流化してアルミ電線で送電すれば細線化でき、水中重量と抵
抗を軽減でき力学的影響を最小化できる。
（４）電気分解のためには大電力を要するが、海上支援船は大洋上の１点に停止している
ので、浮体の太陽電池を利用して発電し、海中で水素ガスを発生してトルエンに吸収させ
て回収すれば、無駄なくクリーンエネルギーを副産物として海上で生成できる。
（５）浮力を用いて浮上および沈降させる方法は、浮力により浮上・沈降させる物体と海
上船舶との力学的連結がなく、海中構造物に対する制約がなくなる。揚鉱管や引き揚げワ
イヤーのような海中および海底構造物と海上船舶との力学的連結があると、海上船舶の波
浪による上下動で応力がかかるため力学的に厳しくなり、荒天に弱い。このためサルベー
ジの実務では、引き揚げ荷重の４～６倍の荷重に耐えられるワイヤーを用い、海上が静か
な時に限って実施している。
 
【００１６】
４．実現性
 
４．１　軽量化
浮力を利用するのためには装置の比重を１．０近辺にする必要があり、装置全体の軽量化
が不可欠であり、比重が１．８程度の強靭な炭素繊維樹脂を構造材として用いる。とくに
、海中より採集鉱物を揚収する深海クレーンの実現においては、空荷で海底に降下すると
きに内部を液体で充満させ、気体が存在しない状態で比重を１．０近辺にできることが経
済性の面で重要なカギとなる。すなわち、比重が１．０近辺というのは、自重による自由
降下で海底への軟着床が可能であることを意味し、特段の軟着床のための装置を不要とす
る。また降下開始の海面で内部に気体が存在する状態で比重を１．０近辺にしていると（
すなわち、気体の浮力がないと比重を１．０近辺にできない重量過多の状態）、降下に伴
い気体圧力を水圧と等しくして水圧に耐え、浮力を維持するためには、気体を追加発生し
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て体積を維持する必要があり、気体発生装置を搭載する必要がある。気体圧力を保ったま
ま水圧上昇時に気体体積と浮力を維持しようとすると、耐圧殻に気体を保持する必要があ
り重量増となる（人間の乗る潜水艦にはこの制約があり、生体で深海と海面を往復するマ
ッコウクジラと異なる点である）。重量増になるとは、海底鉱物を積載して浮上する能力
が減少することであり、経済性への悪影響が大きい。
【００１７】
軽量化は実現化のための重要要件であり、実現性のカギとなるので以下に検討する。
（ａ）　浮上時
試算例として、海底から一回の揚収で２００トン程度の資源を５０００ｍの海底から回収
する典型的な深海クレーンの諸元例（単位mm）図１に示す。
浮力源として水素ガスタンクが２５０ｍ３必要であり、５００atg（気圧）（深度５００
０ｍ相当）で充満させるためのモル数は；
２５０ｘ１０３／２２．４　ｘ　５００　＝　５．５８　ｘ　１０６モルとなり、
１１．１６　ｘ　１０６ｇ　（１１．１６トン）の重量となるので、２３８．８トンの浮
力を得られる。
１分子のトルエンは３分子の水素ガスを吸着してメチルシクロヘキサンになる。
　　　　　　　　　Ｃ７Ｈ８　＋　３Ｈ２　→　C7H14:

【００１８】
浮力タンク００３の容量は３５７．１ｍ３で、液体タンク００４の容量は２４０．０ｍ３

である。
深海クレーンの外壁００８、仕切り板００２の重量は厚さ１０ｍｍの炭素繊維樹脂を用い
た場合、容積は、６．４　ｘ　１０６　ｃｍ３であり、代表的な比重１．８とすると水中
重量は、５．１トンとなる。外壁にかかる最大せん断応力は、２３８．８トンの浮力を得
て上昇中に　円柱部に上下方向にかかる。外壁円柱部断面積は肉厚１０ｍｍの場合１８８
５ｃｍ2であり炭素繊維樹脂の代表的せん断応力を１５０ｋｇｆ／ｍｍ2とすると２８，２
７５トンまで耐えられる。荷重に対して１００倍の強度があるので、外壁は自己形状保持
に支障のない範囲で薄くする。肉厚５ｍｍとすると水中重量は２．６トンとなる。
【００１９】
水素ガス吸収反応器００９はすでに実用化されている技術で（非特許文献５）に設計例が
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記載されている。（非特許文献５）の１／２の規模で実現すると下記となる。

とすることが出来るから、合計重量は２６ｔｏｎとなる。この反応器はＣ７Ｈ８の反応速
度が６．９ｔｏｎ／ｈであるので、１７０ｔｏｎのトルエンにより、１気圧分の水素ガス
をを除いてすべて吸収するには、非特許文献５の設計例では約２４．６時間必要である。
この時間が、深度５０００ｍの海底から海面まで到達するのに必要な時間である。所要時
間については触媒、反応制御の改善により短縮可能である。また、深度が１／ｍとなれば
所要水素ガス量も１／ｍとなる。
【００２０】
（ｂ）　下降時
下降時は液体タンクにトルエンを１９６．８ｍ３充填し、残りの４３．２ｍ３に電気分解
による水素ガス発生用の純水を充填する。浮力タンク００３に純水を充填し、貨物ユニッ
ト００７を空荷にして海水を充填すると、トルエンにより１９６．８ｘ（１－０．８６７
８）＝２６．０トンの浮力が得られるので、深海クレーンの機材重量が２６．０トンであ
れば全体の比重が１．０となり、若干の重量を付加して比重を１．０＋αとすることによ
り、緩やかに海底に向けて降下させることができ、海底に軟着床させることができる。（
図２（ｄ））
【００２１】
 
II　運用構想
 
本発明になるシステムは継続的かつ連続的に、海底の鉱物資源を揚収し採集するシステム
であるので、かかる運用を具体的に実現するものでなくてはならない。
この目的に沿う運用形態を図４に示した。
深海クレーン　００１－１～３は、水素ガスの浮力を用いて海底０２２より海底資源を揚
収するクレーンの役割を行うものであるが、深海クレーン００１に加えて海底資源を海底
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で収集して深海クレーン００１に積み込む機能と、浮上用の水素ガスを発生する機能が必
要である。この目的で、海底ステーション０１８を海底に設置する。
海底資源は図５（ａ）に示す広範な深度１０００ｍから６５００ｍの海底に存在する。マ
ンガン団塊は、海底に礫状に散在する（図５（ｂ））。またコバルトリッチクラストは海
底に薄く枕状溶岩として堆積している（図５（ｃ－１）、（ｃ－２））。
【００２２】
地上であればマンガン団塊やコバルトリッチクラストをブルドーザで収集できるが、海底
では、揚収手段である深海クレーン ００１に積み込む手段がないので、海底ステーショ
ン０１８を用いる。深海クレーン ００１の下部半球は貨物ユニット００７として深海ク
レーン ００１より分離可能とし、貨物ユニット００７を分離した深海クレーン００１を
クレーンエンジン００５と呼ぶ。貨物ユニット００７を図６の海底ステーション０１８の
貨物ユニットポート０２３に設置可能なように深海クレーン００１を構築する。
深海クレーン００１は図７（ａ）で示すように海底ステーション０１８の貨物ユニットポ
ート０２３ａに降着して、図７（ｂ）に示すようにドッキングし、空荷の貨物ユニット０
０７を切り離して浮上し移動し、海底ステーション０１８の反対側のもう一つの貨物ユニ
ットポート０２３ｂに再ドッキングする（図７（ｃ））。
再ドッキングした貨物ユニット００７には無人のリモコン電動ブルドーザである海底ブル
ドーザ０１９により収集された採集鉱物０１０が積み込まれているので、海底ステーショ
ン０１８より深海クレーン００１に水素ガスを充填して（図７（ｄ））、浮力を得たとこ
ろで、海底ステーション０１８より離床、浮上させる（図７（e））。このような方式を
採ることにより海底資源は深海環境下でのスラリー化およびポンプによる圧送を行わず、
現物に近い状態で揚収可能となり、多くの技術課題を回避できる。
海底ステーション０１８では、次の深海クレーン００１の到着に備えて水素ガスの蓄積と
貨物ユニットポートａ　０２３ａにある空荷の貨物ユニット００７への採集鉱物０１０の
積み込みを行う。
【００２３】
図４に示すように、海底ステーション０１８を離床した　深海クレーン００１－３は海上
母船０１６に向かって上昇し、深海クレーンポート１００に到着する。海上母船０１６は
深海クレーン００１－３より、採集鉱物０１０と水素ガスを吸着したメチルシクロヘキサ
ンを回収する。回収後は、深海クレーン００１－３の次のミッションのために、浮力タン
ク００３に純水０１４を充填し、液体タンクの区画にトルエン０１２と充填用の海水を注
入して海底に降下させる（図２（ｄ））。
運搬船０１７は、水素ガス吸収用のトルエンと水素ガス発生用の純水を出発港より運び、
海上母船０１６に提供し、採集鉱物０１０とメチルシクロヘキサン（MCH）を海上母船０
１６から回収して出港地にもどり、この往復を繰り返す。
【００２４】
海上母船０１６は、海底の鉱物資源を採取の中核となる基地船で、採集海底の海上に占位
し、鉱物資源を採取の指揮、機材の保守、電源の供給を行う。複数の深海クレーン００１
、海底ステーション０１８、海底ブルドーザ０１９、太陽電池を搭載して鉱物採集地点に
進出して、複数の海中昇降装置００１、海底ステーション０１８、海底ブルドーザ０１９
、太陽電池ストリップ４０１を海中および海面に展開する。海上母船０１６には、初期動
作のためのトルエン、純水も搭載する。海上母船０１６は採集鉱物の積載を行う停泊中の
運搬船０１７を含め、関連するすべての機材の運用を管制し、その目的のためのシステム
を装備する。
海上母船０１６は、海底の資源状態によって位置を変えることができる。深海クレーン０
０１および海底ステーション０１８はいずれも比重１．０にすることができるため、長距
離であれば一旦海面に浮上させて揚収した後、新地点で展開することができる。近距離で
あれば、海底ステーション０１８に海底ブルドーザ０１９を搭載して海底より数１０ｍ程
度浮上させて推進器で水平移動させることもできる。太陽電池ストリップ４０１について
も揚収・展開可能なマイクロインバータ付の薄膜型を採用するので移動は可能である。な
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お、具体的実現方法については以下に詳述する。
【発明の効果】
【００２５】
本発明によれば、海底から物質の揚収を浮力により行うため、海底深度による機械的影響
が少なく、１０００ｍ未満から５０００ｍ超まで広範に適用できる。また、構造的に強度
が制約される部分がないため、スケールアップが容易である。海底で発生する水素ガスの
浮力を利用し、水素ガスを発生するためのエネルギーは大部分MCHにより回収するのでエ
ネルギー効率も高い。
 
【発明を実施するための形態】
【００２６】
III 構成システム
　以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照しながら詳細に説明を行う。
なお、本発明は以下の説明に限定されることはなく、その要旨を逸脱しない範囲において
種々に変形を加えて実施することが可能である。
 
１．　設計思想
本発明になる深海クレーン００１および海底ステーション０１８はいずれも水素ガスによ
る浮力の制御を基本技術としている。
水素ガスおよびトルエン、MCH、純水、および海水の操作により浮力を制御する部分は両
者に共通であるため、深海クレーン００１をクレーンエンジン００５　＋　貨物ユニット
００７で構成し、海底ステーションを　クレーンエンジンＸ４セット（実施例の場合）　
＋　架台である海底ステーションプラットフォーム０２７　＋　水素ガス発生装置０２４
で構成することにより、クレーンエンジン００５を共通化して設計と製造コストを削減可
能とした。
機能の実現に当たっては、ハードウェアを極力同質化し、ソフトウェアにより実現する方
法を採用した。
実現性の検討でも既に述べたが、本発明は海底資源開発以外の分野で最近開発された新技
術成果を適用することによって、はじめて実現可能になった。具体的には航空機分野で実
用化されている大口径炭素樹脂構造体、水素燃料サイクルで実用化された有機ハイドライ
ド技術、燃料電池自動車で小型軽量化された水の電気分解装置(燃料電池と水の電気分解
装置は同一技術)、太陽光電池におけるフレキシブル有機光電池と分散型マイクロインバ
ータ、宇宙工学でのドッキング制御、無定位系に対するロバスト精密制御技術である。
 
【００２７】
２．深海クレーン
図８は;深海クレーン００１の外部構造図であり、図９は;深海クレーン００１の内部構造
図である。形状は球、円柱を含む回転曲面で構成され、強度が高く抵抗が少なく、制御性
が良いように構成される。海中深度によらず内外圧をほぼ等しくして運用するために耐圧
能力は必要ない。外壁００８および仕切り壁００２は軽量で強度のある炭素繊維樹脂で構
成する。深海クレーン００１は浮力タンク００３、液体タンク００４、機器室００６、貨
物ユニット００７の４区画より構成される。浮力タンク００３の中央部には水素ガス吸収
反応器００９を設ける。貨物ユニット００７は着脱が可能であり、ラチェット機構による
ドッキング機構１５０により、浮力タンク００３、液体タンク００４、機器室００６から
なるクレーンエンジン００５と着脱ができる。図８（ｂ）の深海クレーン００１において
、A方向より見た図が(a) 深海クレーン上面図であり、浮上時に海上母船０１６に誘導す
るための発音素子１３１、感音素子A～D　１３２～１３５、撮像装置１５０を設置する。
また、図８（ｂ）深海クレーン００１において、B方向より見た(ｃ) 深海クレーン下面図
に、降下時に海底ステーション０１８に誘導するために同様に発音素子１３１、感音素子
A～D　１３２～１３５、撮像装置１５０を設置する。
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【００２８】
図８（ｂ）深海クレーン００１は採集鉱物０１０を積載するために図８（ｄ）クレーンエ
ンジン００５と図８（ｅ）貨物ユニット００７に分離できる。図８（ｄ）クレーンエンジ
ン００５を単独で誘導制御するために、Ｃ方向より見た（ｆ）クレーンエンジン００５下
面図に示すように撮像装置１５０を設置する。図８（ｄ）クレーンエンジン００５のドッ
キング相手である（ｅ）貨物ユニット００７には、Ｄ方向より見た（ｇ）貨物ユニット０
０７上面図で示すように発光体集合を４個所設置する。これらの運用法、実施例は「３．
航法制御」の項で詳述する。
【００２９】
図８（ｂ）深海クレーン００１の上方および、下方に軸対称に電動プロペラ駆動のジェッ
ト水流推進装置０５５を配設する（実施例の場合は上下各８個、ＡＢ軸と平行方向に上下
各４個、ＡＢ軸に直角方向に上下各４個）。駆動モータ回転数により水流の強さと方向を
制御して水平および上下方向の移動と姿勢制御に用いる。図８（ｂ）深海クレーン001は
比重が１．０であり、移動速度も１ｍ/秒以下であるので宇宙探査機のような無定位系の
制御となる。これらの運用法、実施例は「１．浮力制御」「姿勢制御」の項で詳述する。
【００３０】
電源信号ケーブル０２０は図９（ｂ）深海クレーン断面図で機械室００６に貫入させる。
機械室００６には図１２に示す配管系統のポンプ、弁、および推進装置０５５、水素ガス
吸収反応器００９のヒータ、および深海クレーン制御システム４３０を含むそれらの制御
装置を設置し、それらの制御信号と電源を海上母船０１６より供給する。光ファイバと高
圧交流送電により軽量化を図る。なお、機械室００６は海水圧と同一にする必要があるた
め、モーター、ポンプ、弁は完全油浸ないし水浸である必要があり、電子回路もレジン封
入を含む方法で耐圧性を確保する。
【００３１】
図９（ａ）～（e）は採集鉱物０１０の運搬のための内部構造と運用を示したものである
。深海クレーン００１は図９（ｂ），（ｃ）に示すように貨物ユニット００７を分離する
ことができる。図９（ａ）の状態で海底ステーション０１８の貨物ユニットポート０２３
にドッキングすると、貨物ユニット００７とクレーンエンジン００５の連接が外れ、貨物
ユニット００７と貨物ユニットポート０２３が連接される（図９（ｂ）（ｃ））。クレー
ンエンジン００５は再上昇してもう一つの資源回収ユニット着脱ポートに移動する。移動
先の貨物ユニットポート０２３の貨物ユニット００７は、図９（ｄ）に示すように採集鉱
物０１０を積載しておくことができる。この状態でクレーンエンジン００５を再度ドッキ
ングすると貨物ユニット００７と貨物ユニットポート０２３の連接が外れ、貨物ユニット
００７とクレーンエンジン００５が連接されて図９（ｅ）の状態となる。これは本発明に
なる後者優先の択一型ドッキング装置であり、「Ｖ　３　ドッキング制御」に詳細な実施
例を記載する。図９（ｅ）の状態で浮力タンク００３に水素を充填し、浮上することがで
きる。
【００３２】
本発明になる深海クレーン００１および海底ステーション０１８はクレーンエンジン００
５内の水素ガス、トルエン、ＭＣＨ（メチルシクロヘキサン）、純水、海水の配分を操作
して上昇・下降を行う。図１０、図１１はそのための液体タンク００４の構成例を示した
ものである。
比重は、　水素ガス＜ＭＣＨ＜トルエン＜純水＜海水　の順であるので、図１０および図
１１の液体区画および気体液体区画には上方より比重の軽い順に全体の比重が１．０に近
くなるように隔膜０３０を隔てて充填し、深海クレーン００１の姿勢の安定と、異なった
液体・気体間の境界面の安定を図る。ＭＣＨまたはトルエンと、純水または海水は混ざり
合わないが、ＭＣＨとトルエン、純水と海水は容易に混合する。また、水素ガスはＭＣＨ
、純水、海水と化合しないがトルエンとは２００℃近辺で化合してＭＣＨとなる。
【００３３】
液体タンク００４内の隔膜０３０は、トルエンとＭＣＨの混合、純水と海水の混合を防ぐ
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ためには不可欠であり、水素ガスとトルエンも直接接しないようにすることが望ましい。
その他の液体、気体間では隔膜は不可欠ではないが残量が少ない状態で液体を輸送する場
合の混合を避けるためにも隔膜０３０を設けるのが良い。隔膜はトルエンに不溶なたとえ
ばフッ素樹脂フィルムが良く、図１０の２区画構成では液体タンク０３０の上部または下
部に区画を構成するフッ素樹脂フィルム接着し、半分を接着しないようにして閉空間を構
成し、さらに各閉空間に少なくとも１つの注入排出口０２９を設ける。図１１は注入排出
口０２９－１～４を設けた４区画形式であり、本発明のクレーンエンジン００５で採用す
る。
浮力タンク００３は、中央部に水素ガス吸収反応器００９を設けるため、隔膜０３０を設
けない。水素ガスと液体１種で使用し、隔膜０３０を必要としない運用を行う。
【００３４】
以下、浮力タンク００３と液体タンク００４の利用方法を説明する。
図２（ａ）は深海クレーン００１が採集鉱物０１０を貨物ユニット００７に搭載して、海
底ステーション０１８より海上母船０１６に向けて浮上を開始する時の状態を示す。浮力
タンク００３に水素ガス０１１を充填する。海底５０００ｍであれば５００ａｔｇ（気圧
）であるので外壁００８の内外は等圧となる。浮力タンク００３の水素ガス０１１の浮力
が貨物ユニット００７内の採集鉱物０１０にバランスして深海クレーン００１の全体の比
重が１．０より若干小さくなり、浮上を開始する。
図２（ｂ）は深海クレーン００１が海上母船０１６に向けて浮上中の状態を示したもので
ある。「ＩＶ　揚収の原理　１．１　水素化反応」で示すように、上昇に伴って浮力タン
ク００３外の水圧は低下する。浮力タンク００３の水素ガス０１１による浮力を一定に保
つために、「１．２　水圧変化への対応」で規定される制御則により、水素ガス０１１を
水素ガス吸収反応器００９によりトルエン０１２に吸収させ、ＭＣＨ（メチルシクロヘキ
サン）０１３を生成する。
【００３５】
図２（ｃ）は深海クレーン００１が海面の海上母船０１６に到着した時の状態である。浮
力タンク００３内の水素ガス０１１は１ａｔｇ分を除いてすべてトルエン０１２に吸収さ
れてＭＣＨとなる。図２（ｃ）は海底資源が揚収された状態であり、貨物ユニット００７
内の採集鉱物０１０は海上母船０１６回収される。また、ＭＣＨは水素ガス生成源として
海上母船０１６に回収され、採集鉱物０１０とともに目的地に輸送される。
【００３６】
採集鉱物０１０とＭＣＨを海上母船０１６に移した深海クレーン００１は図２（ｄ）の状
態にして海底に向け降下させる。貨物ユニット００７は空荷であり、貨物ユニット００７
は構造的に外部と自由に海水が出入りするので、内部は海水の比重となる。図２（ｄ）の
状態は深海クレーン００１の全体としての比重は１．０よりわずかに大きく設定され、す
べて液体で充填するので降下に伴い周囲の水圧が上昇しても比重は維持される。浮力タン
ク００３は海上母船０１６に搭載しているトルエンで充填される。全体の浮力を調整する
ために純水０１４を一部に充填する。トルエンと純水は混じり合わずトルエンのほうの比
重が小さいので純水が下になる。液体タンク００４には純水０１４と海水０１５を注入す
る。液体タンク００４は図１０および図１１に記載されているように可動な隔膜０３０で
仕切られているので純水０１４と海水０１５を混載できる。純水０１４は海底ステーショ
ン０１８で電気分解により水素ガス発生のために海底ステーション０１８に持ち込むもの
であり、海上母船０１６より注入される。　
【００３７】
水素ガス吸収反応器００９は（非特許文献５）に構成例が示される周知技術であり、図１
２に構成を示す。本発明における新規性は、気体水素をトルエンに吸収させて浮力制御に
用いることである。トルエンの水素化反応は２００℃近辺で行う。多管式固定床触媒反応
器０３５より排出されるＭＣＨと水素ガス混合物は２００℃程度であるので配管５　０４
４を経由して熱交換器０３６に導き、配管４　０４３を経由して多管式固定床触媒反応器
０３６に注入するトルエンと水素ガスを加熱する。配管２　０４１より熱交換器に注入さ
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れるトルエンは高圧環境では液相である。熱交換器０３６で熱交換されたＭＣＨと未反応
の水素ガスは配管６　０４５を経由して冷却器０３８に導かれ、海水で冷却された冷却管
０３９に触れることによりＭＣＨは液化して底部にドレイン０３５としてたまるので液体
タンク００４に移送する。未反応の水素ガスは配管３　０４２を経由して配管１　040を
介して注入される浮力タンク００３内の高圧水素ガスとともに熱交換器０３６に注入され
、多管式固定床触媒反応器０３５に注入される。
【００３８】
深海クレーン００１の機器室００６は浮力タンク００３、液体タンク００４、水素ガス吸
収反応器００９相互間および深海クレーン００１外の海底ステーション０１８または運搬
船０１７との液体および気体の移動を制御し行うための弁及びポンプおよび接続配管、と
電源および制御装置を格納する。図１３は配管系統を示した図であり、弁０～弁１３（V0
～V1３）およびポンプ０１～０６（P0～６）を制御して液体およびの気体の移動を行う。
図１３は浮上中の状態を示したものであるが、「Ｖ　５．流体構成制御」に運用に対応し
た弁０～弁１３（V0～V1３）およびポンプ０１～０６（P0～６）の操作と浮力タンク００
３、液体タンク００４の流体構成、海底ステーション０１８または海上母船０１６との気
体・液体の授受について詳述する。
 
【００３９】
３．海底ステーション
図６に海底ステーション０１８の外形を示す。海底ステーション０１８の役割は、海底ブ
ルドーザ０１９により海底鉱物を収集し、ランプウェイ０２５を経由して貨物ユニットポ
ート０２３に設置されている貨物ユニット００７に採集鉱物０１０を投入する。海底ステ
ーション０１８は海底ステーションプラットフォーム機構０２７と称される台座構造にク
レーンエンジン００５を図６の例の場合、４ユニット固定設置し、ランプウェイ０２５を
２個、貨物ユニットポート０２３を２個設置したものである。海底ステーションプラット
フォーム０２７には海底着床用の着床用脚０２６が複数個設置される。
 
【００４０】
海底ステーション０１８に設置されるクレーンエンジン００５は、深海クレーン００１か
ら貨物ユニット００７を除外したものである。同一の構造の貨物ユニット００７を海底ス
テーション０１８に使用するのは、第一に浮力タンク００３で水素ガス発生装置０２４が
発生した水素ガスを蓄積し、深海クレーン００１に対して上昇用に供給するためである。
第２に深海クレーン００１が上昇時に使用するトルエンを深海クレーン００１に供給する
ために液体タンク００４に蓄積し、供給する。第三にクレーンエンジン００５は貨物ユニ
ット００７に採集鉱物０１０を搭載して海面に浮上するだけの浮力があるので、この浮力
の範囲であれば海底ステーションプラットフォーム０２７に設置されている水素ガス発生
装置０２４、貨物ユニットポート０２３、ランプウェイ０２５　着床用脚０２６、さらに
海底ブルドーザ０１９を搭載して浮上・離床して海底での位置を変更し、さらに保守のた
め海面まで浮上させるためである。
【００４１】
図１４に海底ステーション０１８のさらに詳細な構造を示す。水素ガス発生装置０２４は
固体高分子電解質膜型水分解装置であり、積層構造を有する。固体高分子電解質膜型燃料
電池と固体高分子電解質膜型水分解装置は同一構造で可逆的に運転できることが知られて
おり、燃料電池としてすでに２０１５年時点で自動車用に１１４Ｋｗの出力のものが体積
３７リットル、重量５６ｋｇで量産実用化されている。電気分解所要電力は４．１～５．
３ｋｗｈ／Ｎｍ３（以下、５．０ｋｗｈ／Ｎｍ３として計算）であるので、４基の深海ク
レーン００１を海底ステーション０１８から１日に発進させるために要する水素ガスはす
でに述べた実現例では、５００ａｔｇにおいて１０００ｍ３である。これに必要な電力は
５００ｘ１０００ｘ５ｋｗｈとなり、自動車用１１４Ｋｗの燃料電池相当の水分解装置で
あれば、５００ｘ１０００ｘ５ｋｗｈ／１１４Ｋｗ=９１４ｘ２４ｈとなり、９１４台分
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で水素ガスを発生できる。重量は単純に９１４倍して５１トンとなる。この数値はクレー
ンエンジン００５が１ユニットあたり発生する浮力２００トンに比べて十分小さい数字で
ある。
 
【００４２】
図１４で貨物ユニットポート０２３ａは降着する深海クレーン００１をドッキングさせ空
荷の貨物ユニット００７ａを収納する穴状のポートである。貨物ユニットポート０２３は
海底ステーション０１８に図６の構成例では２基、左右に設置される。図７の貨物ユニッ
トポート０２３ａに降着した深海クレーン００１は貨物ユニットポート０２３ａに空荷の
貨物ユニット００７ａを切り離し、再浮上して貨物ユニットポート０２３ｂにあるすでに
海底資源を積載した貨物ユニット００７ｂをドッキングする。この方式は情報処理の“交
替バッファ”の考え方を応用したもので、特段の積荷機構を用いずに、海底資源の収集と
積載を海底ブルドーザのみで行える利点がある。貨物ユニット００７ｂには海底ブルドー
ザ０１９により採集鉱物０１０が搭載されているので、ドッキング後深海クレーン００１
の浮力タンク００３に海底ステーション０１８のクレーンエンジン００５より水素ガスを
注入して浮力を与え、海面に向けて離床させる。
【００４３】
図６において海底ブルドーザ０１９は海上母船０１６から遠隔操縦する電動ブルドーザで
あり、地上で動作する機材と同様レベルの３０～５０トンである。採集した鉱物は海底ブ
ルドーザ０１９がランプウェイ０２５を上がって貨物ユニットポート０２３に設置されて
いる空荷の貨物ユニット００７に投入する。海底ステーション０１８は海底での移動機能
があり、海底ステーション０１８のクレーンエンジン００５内の浮力タンク００３内の水
素ガスを増やして浮力を得て離床し、クレーンエンジン００５に設置されている図１４の
大型推進装置２００、中型推進装置２０１により水平方向推進力を得て移動する。この際
、海底ブルドーザ０１９は電源および操作監視信号を電源信号ケーブル０２０経由（図６
）で海底ステーション０１８より得ているので、海底ステーション０１８の海底ブルドー
ザ輸送ポート０２８に搭載収容して移動する。この際、図１４に示すようにランプウェイ
０２５は海中移動のため上方に跳ね上げる。
【００４４】
図７は海底ステーション０１８の運用を深海クレーン００１に対する着床、積荷搭載、離
床の運用の様子を水素ガス充填を含めて図示したものである。図７（ａ）は空荷の深海ク
レーン００１が到着して貨物ユニットポート０２３ａにドッキングする局面である。深海
クレーン００１は図２（ｄ）で示したようにすべて液体で充填され、全体として比重１．
０に近い値である。図７（ａ）の海底ステーション０１８のクレーンエンジン００５の浮
力タンクには水素ガス発生装置で生成された水素ガスが蓄積されている。図７（ｂ）は深
海クレーン００１が着床して海底ステーション０１８にドッキングした状態である。図７
（ｃ）は空荷の貨物ユニット００７aを貨物ユニットポート０２３ａに残して離床し、反
対側の貨物ユニットポート０２３ｂに移動しドッキングする運用を示す。貨物ユニットポ
ート０２３ｂにある貨物ユニット００７ｂには収集鉱物０１０が搭載されている。ドッキ
ングした状態では収集鉱物０１０の分だけ浮上には浮力が不足する。
【００４５】
図７（ｄ）は海底ステーション０１８のクレーンエンジン００５の浮力タンク００３内の
水素ガスを深海クレーン００１に移送して浮力を与えた状態を示す。この時の運用を図２
（ｄ）から図２（ａ）へ移行するプロセスとして述べる。図２（ｄ）の浮力タンク００３
に水素ガスを上方より純水を押し出しながら注入し、図２（d）の状態となる。。水素ガ
スは低温（０℃程度）であり純水には吸収されない。深海クレーン００１は浮力を獲得し
たので海面に向けて浮上する。（図７（ｅ））　図７（ｆ）は深海クレーン００１離床後
の状態で、クレーンエンジン００５の浮力タンク００３内に水素を蓄積する。貨物ユニッ
トポート０２３ａの貨物ユニット００７aに収集鉱物０１０を蓄積して図７（ａ）の状態
に戻る。
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【００４６】
図１５に海底ステーション０１８の海底での水平移動と海面への浮上の運用を示す。図１
５（ａ）は海底ステーション０１８の定常運転時を示す。この状態では海底ステーション
０１８が海底に着床静止している必要があり、比重が１．０より大きい必要がある。４基
のクレーンエンジン005を海底ステーション０１８に設置してあるので、すでに述べた例
では、クレーンエンジン005の浮力タンク００３に水素ガスを充填すると合計　２４０ｘ
４＝９６０トンの浮力をえることができる。既に述べた例では、海底ブルドーザ０１９が
３０～５０トン、電気分解装置が５１トンであるので、海底ステーションプラットフォー
ム０２７を含む海底ステーション０１８の水中重量を850トン以下に収めることは比較的
容易である。この条件が満たされれば、海底ステーション０１８を離床させることができ
、海面まで浮上させて保守点検を行うことができる。
【００４７】
図１５（ｂ）は海底ステーション０１８が離床する時の状態を示す。海底ブルドーザ０１
９を搭載し、水素ガス発生装置０２４を運転して、クレーンエンジン００５の浮力タンク
００３内の水素ガス量を海底ステーション０１８全体の比重が１．０になるまで増加させ
る。その後、図１４の大型推進装置２００、中型推進装置２０１を作動させて上方移動と
水平移動を行い、目的箇所で着床させる。図１５（ｂ）、（ｃ）は比重が１．０の状態で
図８の推進装置０５５の推力により行う。海底に着床した後、比重を１．０より大きくし
て海底に固定する。図１５（ｄ）では水素ガスをトルエン吸収させてＭＣＨとして体積を
減少させ、浮力を減少させ比重を１．０以上にする。図１５（ｂ）の状態が移動中から着
床までである。
【００４８】
図１５（ｂ）の状態は大型推進装置２００、中型推進装置２０１を駆動して上方に速度を
与えると、そのまま海面まで上昇することができる。上昇に伴い水圧が減少するので「Ｉ
Ｖ　揚収の原理」に詳述する制御によりトルエンの水素化の反応を行い、海底ステーショ
ン０１８の比重を１．０に保つ。海底ステーション０１８であってもクレーンエンジン０
０５の部分は深海クレーン００１と同一であるので深海クレーン００１と同様の運用を行
う。すなわち、図２（ａ）(b)（ｃ）において貨物ユニット００７、採集鉱物０１０の代
わりの荷重となるのが図５における海底ステーションプラットフォーム０２７、水素ガス
発生装置０２４、海底ブルドーザ０１９および海底ステーションプラットフォーム０２７
に付属する機材である。また、図２（ａ）(b)（ｃ）に示すように海面への浮上に伴って
トルエンに水素ガスを吸収させてMCHにする。
【００４９】
深海クレーン００１および海底ステーション０１８を海底から海面に離床させたり、海底
に降下させたり、あるいは海底ステーション０１８を海底より離床させて海底に沿って水
平移動させる運用はいずれも比重１．０で行われる。移動速度も秒速１ｍ以下であるので
、水平移動、姿勢制御および水圧の変動が無視できる範囲の微小な上下動については、制
御対象として伝達関数１／ｓであらわされる無定位系に近い。この制御を図１４の大型推
進装置２００、中型推進装置２０１で行う。
 
【００５０】
４．水上船舶
海底の鉱物資源を採取する海域の海上に採取の中核となる基地を水上船舶で設営する必要
がある。基地である海上母船０１６の持つべき機能は下記である。
（１）母港より、複数の深海クレーン００１、海底ステーション０１８、海底ブルドーザ
０１９、自航式太陽電池展開装置４０４を含む発電設備を搭載して鉱物採集地点に進出し
て、採集海底の海上に占位し、これら機材を海中および海面に展開し、また海中より自船
に誘導し揚収する能力を有する。
（２）無人水中ロボットにより海底ステーション０１８を設置する適地を探索し、海底ス
テーション０１８を誘導するための音響マーカーを投下設置する。
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（３）海底資源の存在する太平洋海域の海流の実測値は１．５ノット以下であるため、１
．５ノットまでの海流に対して自己位置を正確に保持し続ける。
（４）海底の資源状態によって位置を変え、長距離であれば展開した機材を揚収した後、
新地点で展開する。近距離であれば、海底機材を海底で水平移動させる。
（５）海中および海面に展開する機材を揚収して保守する。
（６）海中および海面に展開する機材に電源を供給する。
（７）深海クレーン００１、海底ステーション０１８にトルエンと純水を充填して海底に
向け沈降させ、海底より揚収した鉱物資源と水素を吸収したMCHを回収する。
（８）深海クレーン００１は頻繁に水上船舶の間で鉱物を運搬して往復するので、積荷の
積降が海象の影響を受けずに効率よく行える。
（９）運搬船よりトルエン、純水の補給を受け、深海クレーン００１、海底ステーション
０１８用に蓄積し、深海クレーン００１より回収したMCHと鉱物資源を一時保管したうえ
で運搬船に積み出す。
（１０）採集鉱物の積載を行う停泊中の運搬船を含め、鉱物資源を採取に関連するすべて
の機材の運用を管制し、その目的のためのシステムを装備する。
【００５１】
　4.1　海上母船
概念図を図１９に示す。海底から１回で２５０トン揚収するシステムを先に試算したが、
この場合、深海クレーンは図１の規模となる。海底５０００ｍであると、上昇に1日かか
るので、
１基の海底ステーション０１８に対して深海クレーン００１を４基用いて時間差で運用す
ると、
１日の収量は約１０００トン、トルエン所要量８００立方ｍ、MCH収量１０００立方ｍ、
純水所要量４００トンとなる。ある程度運搬船は規模の経済性が必要なので、１０日ごと
に集積して出荷すると、１，５～２万トンクラスの輸送船となる。海底ステーション０１
８は長さ３０ｍ、幅２０ｍ、高さ２５ｍ、ドライ重量約３００トンである。
海上母船が展開する海域は０～１．５ノットの海流があるので、定位置を維持するために
電気推進とするのが好ましい。水素ガス発生の水の電気分解に必要な電力は,発電機又は
洋上展開の太陽電池を想定しているが、電気推進であれば電力源として補完的に使用でき
る。
洋上展開の太陽電池は「VＩＩＩ　電力発生装置」で実施例を詳述するが、幅１０ｍ長さ
４ｋｍのリボン状のフレキシブルフィルム状有機物太陽電池をマイクロインバータで厚さ
５ｍｍの浮体シートにし、ロール状に巻き上げ直径４ｍ、長さ１０ｍの円筒１００本にし
て海上母船０１６に搭載する。
MCH、トルエンは石油と同様に常温、常圧で輸送できるので、海上母船０１６「との間で
ホースによる移送と、鉱物資源用のベルトコンベア等による移送ができれば通常の貨物船
でよい。この目的のため、海上母船０１６に 液体輸送ホースおよびクレーン208、展開型
ベルトコンベアおよびクレーン209 を設ける。トルエンタンク203　および純水タンク205
は、深海クレーン001および海底ステーション018に供給するため目的で一時保管用に設け
、MCHタンク　204は深海クレーン001から回収したＭＣＨを運搬船に移送するために一時
保管する。鉱石船倉　206は、深海クレーン001から
回収した採集鉱物010を運搬船に移送するために一時保管する。
　4.2　運搬船
MCH、トルエンは石油と同様に常温、常圧で輸送できるので、海上司令船との間でホース
による移送と、鉱物資源用のベルトコンベア等による移送がでるので通常の貨物船でよい
。この目的のため、海上母船０１６に 液体輸送ホースおよびクレーン　208、展開型ベル
トコンベアおよびクレーン209 を設ける。
 
【００５２】
IV　揚収の原理
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１．　原理
1.1  水素化反応
深海クレーン001が海底より採集した採集鉱物010を海面まで持ち上げるには、採集鉱物01
0の重量に打ち勝つ浮力を付与する必要がある。このため、海底の高圧環境で浮力タンク0
03に水素ガスを充填する。この浮力により海底を離床することができるが、上昇につれて
水素ガスが膨張する結果、浮力タンク003が密閉状態であれば破壊される。膨張を許せば
浮力がさらに増大して上昇が加速する。これを防止するためには余った水素ガスを海中に
放出すればよいが、水の電気分解に要したコストを捨ててしまうことになる。これを防止
するために、水素ガスを有機ハイドライド法によりトルエンに吸収させ回収し、水素ガス
の気体モル数を深度の減少（上昇）に伴い減少させることができる。このプロセスは制御
対象としては発散系である。制御装置による安定化が不可欠で、さらに意図せざる浮力不
足、浮力過剰が発生して制御が間に合わなかった場合に対する安全装置も不可欠である。
制御系としては上昇速度を遅くすれば安定性は増す。
【００５３】
以下に有機ハライド反応を浮力制御に用いる場合の制御特性を記す。
各種変数の定義を下記に行う。

【００５４】

【００５５】
トルエン容量VT　、ＭＣＨ容量VMを海中深度ｚの関数としてVT（z）、VM（z）と表現する
。　
水素ガスは当初（海底出発時）はすべて気体で保持され、この量をＭＨモルとする。水素
ガスは上昇に伴いトルエンに吸収される。
              　　Ｃ７Ｈ８　＋　３Ｈ２　→　C7H14:
深度zにおける水素ガス（気体）をｍＨ（z）モルとすると、ＭＨ－ｍＨ（z）モルがトル
エンに吸着されて、　(ＭＨ－ｍＨ（z）)／３　モルのＭＣＨが生成される。
深度zにおける水圧をＰ（z）とすると、Ｐ（z）＝z／１０　［ａｔｇ］（ａｔｇ：気圧）
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である。
水素ガスの体積ＶＨ（z）は；
ＶＨ（z）＝（ｍＨ（z）　ｘ　ｍ　ｘ１０－３）／Ｐ（z）　　［ｍ３］
海底における水素ガスの重量WHH（ｚB）は、
WHH（ｚB）＝　ｍＨ（ｚB）　x　2　ｘ１０－３　［ｋｇ］
となる。
【００５６】

上記式の１～３行は定数項、４行目は深度が浅くなると深度に反比例して浮力が増大する
ことを示し、第５行目は、トルエンとＭＣＨの比重の相違による液相での浮力の変化を示
す。
【００５７】

【００５８】
 
１．２　水圧変化への対応
海底より深海クレーン001が上昇すると、水中圧力は低下する。水素ガス吸収反応による
水素ガス減少を水中圧力の低下と同期させることにより深海クレーン001に圧力応力をか
けずに海面まで上昇させることができる。
図１３は図２（ｂ）に示す上昇中の深海クレーン００１のに対応する配管系統図である。
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図２０（ａ）は深度と浮力タンク中の水素ガスのモル数の関係を示した図である。
浮力タンク００３内の水素ガスを「IV １．１水素化反応」によりトルエンに吸収させて
減少することにより気圧を低下させ、水圧とほぼ等しい状態と、比重１．０近辺を維持し
ながら浮上するのが本発明になる浮力制御であるが、
反応器の運転温度が約200℃の場合、ほぼ１００％トルエンに吸収されるため、水素ガス
の体積が一定の場合、ボイル・シャールの法則により、浮力タンク内の圧力PHは水素ガス
モル数（Mol）に比例するので、水素ガスモル数（Mol）は、図２０（ａ）に示すように反
応器運転時間（ｔ　：横軸）とともに海底PBから海面の１気圧まで直線的に減少する。
【００５９】
水圧PWは、ＰW（z）＝z／１０　　により水深ｚに比例するが、浮力タンク内の圧力PH＝
水圧PWの場合以外は浮力タンクの外壁に圧力がかかり、一定限界を超えると破壊される。
したがって、浮力タンク内の圧力PH＝水圧PWの近傍を維持しながら海底から海面まで浮上
させる必要がある。
比重が１．０（正確には周囲の海水比重と同じ）であれば浮力が重力と均衡しており、推
進装置が停止していれば、上下の推力の発生がなく(F=0)海中に静止する。浮力タンクの
圧力（PH）と海水圧(PW)が等しければ、浮力タンクの外壁に圧力がかからない。この状態
を平衡状態と呼ぶ。反応器が停止状態で水素化反応が行われていなければ、平衡状態は継
続する。
平衡状態の近傍では、F＞０で沈下、F<0で浮上、F=0で静止となる。
１．V2,V8、V7を閉鎖して浮力タンクの水素ガス体積を一定に保った場合、
（１）平衡状態で、Fがわずかに＋となると沈下し、海水圧(PW)が増加する。浮力は変わ
らないので沈下は継続し、浮力タンクの圧力（PH）と海水圧(PW)の差が増大し、浮力タン
クが破壊される。
（２）平衡状態で、Fがわずかに－となると浮上し、海水圧(PW)が減少する。浮力は変わ
らないので浮上は継続し、浮力タンクの圧力（PH）と海水圧(PW)の差が増大し、浮力タン
クが破壊される。
２．V2,V8、V7を解放して浮力タンクの水素ガス圧力（PH）を海水圧(PW)と等しく保った
場合、
（１）平衡状態で、Fがわずかに＋となると、海水圧(PW)が増加し、その結果、水素ガス
体積Vは減少するので、Fは増大し浮力タンクは破壊されないが沈下は加速する。
（２）平衡状態で、Fがわずかに－となると、海水圧(PW)が減少し、その結果、水素ガス
体積Vは増大するので、Fは減少し浮力タンクは破壊されないが浮上は加速する。
上記１．（１）（２）および２．（１）（２）は平衡点の周りで不安定系であることを示
すので、制御系を用いて系を安定化し、さらに安全系により緊急事態での機材の損失を防
止する。
 
【００６０】
１．３　揚収制御の構成と特性
制御系を構成する場合に重要なことは、制御に必要な状態変数を必要な精度で計測可能で
あることである。平衡点近傍は制御系として不安定であるので、制御に必要な状態変数と
その時間変化を計測する必要がある。浮上速度は水素化反応器の能力により制約される。
水素吸収反応器として現時点で利用できる設計では、前記設計例の5000mの海底から海面
まで揚収する場合、平均速度は５．５ｃｍ／秒となる。反応能力を２倍にしても１１ｃｍ
／秒である。
時間変化を含めて有意な測定として、速度変化１％を検出するためには、深度に対しては
、最深の５０００ｍに対して０．０５５ｃｍの精度要求となり、１／１０００００００の
精度が必要となる。水圧についても深度と線形関係があるので、同一の精度要求となる。
この精度要求は実現不可能であり、深度または水圧の絶対値を用いた制御系は構成できな
い。（無理に使用するとノイズにより制御系が発散する。）
【００６１】
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このため、実用的な、有意な測定値として、浮力タンクの圧力（PH）と海水圧(PW)の差で
あるPDを用いる。すなわち、
              PD =　 PH　-　 PW
                   d PD/dt = d(PH　-　 PW)/ dt
PDであればフルスケールで±１（ａｔｇ）あれば十分であるので１／１００００の精度で
よく、実現性がある。PDを用いた制御系の安定性を示したのが、図２０（ｂ）である。
ここで、PDLIMを浮力タンクの破壊限界圧力と定義する。
              PD < - PDLIM
              PD > PDLIM
は図２０（ｂ）で図示するように破壊領域となり、これを避ける。
【００６２】
図２０（ｂ）において、　PD ＞0　 d PD/dt ＞０ （ハッチ領域（１））とは、　浮力タ
ンク圧が海水より高く、この傾向が増大していることを示す。浮力タンクの内外圧差を減
少させようとして水素ガス容積を膨張させて増加させると浮力が増大して浮上速度が増大
し、さらに浮力タンクの内外圧差が増大して発散制御となる。（比重は１．０を維持のと
き）
図２０（ｂ）において、　PD ＜0　 d PD/dt ＜０ （ハッチ領域（２））とは、　浮力タ
ンク圧が海水より低く、この傾向が減少していることを示す。浮力タンクの内外圧差を減
少させようとして水素ガス容積を圧縮させて減少させると浮力が減少して沈降速度が増大
し、さらに浮力タンクの内外圧差が増大して発散制御となる。（比重は１．０を維持のと
き）
【００６３】
図２０（ｂ）において、　PD ＜0　 dPD/dt ＞０ （領域（３））とは、　浮力タンク圧
が海水より低く、この傾向が減少していることを示す。浮力タンクの内外圧差は時間とと
もに減少し浮力タンクの内外圧差は０になり、安定領域である。（比重は１．０を維持の
とき）
図２０（ｂ）において、　PD ＞0　 d PD/dt ＜０ （領域（４））とは、　浮力タンク圧
が海水より高く、この傾向が減少していることを示す。浮力タンクの内外圧差は時間とと
もに減少し浮力タンクの内外圧差は０になり、安定領域である。（比重は１．０を維持の
とき）
【００６４】
浮力制御においては、浮力タンク003の破壊（圧壊）を避けるためにPDを制御する
浮力タンクの圧力はMCH生成に伴い減少するので、浮力タンクの内外圧差PDを０にする制
御をおこなえば自動的に海面まで浮上する。推進装置により浮上／降下速度を制御して浮
力タンクの内外圧差PDを減少させる制御を行う。
制御系の特徴は下記である。
（１）浮上速度は水素吸収反応器の性能制約から５．５ｃｍ～１０ｃｍ／秒と微速である
。
（２）深海クレーン001は微速であり、形状的に抵抗が小さく質量が大きい。比重が１．
０であるので制御系として無定位系として扱ってよい。このため推進装置による浮上方向
／降下方向の加速は永久運動として近似できる。（実際は時定数の長い減衰運動）
水素吸収反応による浮力タンクの圧力低下を打ち消すように推進器による浮上方向／降下
方向の加速をおこない、浮力タンクの圧力に等しい水圧の深度と深度変化率を実現する。
ただし、深海クレーン001は浮上の過程でトルエンが水素ガスを吸収してMCHに変化する。
深海クレーン001全体の比重は変わらないが、MCHはトルエンに比べて比重が低いため増容
する。この分浮力タンク003中の水素ガス体積を減少させて浮力を一定にする制御を浮上
中の微調整として行い、浮力タンクの水素ガス体積を減容するために、ポンプ・弁制御に
より浮力タンクに海水の注水を行う。
【００６５】
以上記述した制御アルゴリズムをブロックダイアグラムで示したのが図２１である。
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測定プロセス変数は実用的に測定できる下記のPDおよび　d PD/dt　のみで構成している
。
PD(t) =　 PH(t)　-　 PW(t)

                   d PD(t)/dt = d(PH(t)　-　 PW(t))/ dt
上記２変数は時間に関する連続系表記であるが、制御アルゴリズムではサンプル値として
離散値制御系を構成する。
図２１において浮力制御系は、水素吸収反応制御系258、推進機制御系257、および緊急制
御系267と、これらを統括する制御マスタ254より構成される。
水素吸収反応制御系224は、水素ガス有機ハイドライト反応として公然実施されている反
応を定常的に継続させるための制御であり、図１２の水素ガス吸収反応器の反応制御を行
う。浮力タンク003内の水素ガスは配管1 040を通して熱交換器037に投入される。熱交換
器037には配管2 041を通して液体タンク004 よりトルエンが投入され、さらに配管3 042
を通して冷却器038で回収された未反応の水素ガスが投入される。これらは多管式固定床
型触媒反応器036から排出される高温のMCHと水素の混合ガスと熱交換して加熱後、配管4 
043を経由して多管式固定床型触媒反応器036に投入され水素ガス有機ハイドライト反応に
よりトルエンに水素ガスを吸着させる。水素ガス有機ハイドライト反応は平衡反応であり
、４００℃以下、１０気圧以上でMCHに変化することが知れていて、高圧のほうが反応が
進むので深海底からの浮上過程は良い環境である。
多管式固定床型触媒反応器036の各反応管の内部には、Ｐｔ／Ａｌ２Ｏ３　(Φ３ｍｍペレ
ット)が充てんされていて、配管4 043より注入されたトルエンと水素ガスはMCHと水素ガ
スの混合体となり配管5 044より排出され、熱交換器037に導かれ、多管式固定床型触媒反
応器036に投入されるトルエンと水素ガスの混合体と熱交換する。熱交換されたMCHとトル
エンの混合体は冷却器038にに導かれ冷却管039にスプレーされた結果、冷却管039で冷や
されMCHドレイン029として冷却器038の底にたまり配管7 047を経て液体タンク004のMCH区
画（図１３区画２）に導かれる。水素ガス吸収反応器260では図１２に於いてトルエン流
量、反応器温度を制御して安定的な反応を維持する。
【００６６】
多管式固定床型触媒反応器036の反応は継続的に行われ、図２０(a) 深度／モル数関係図
に示されるように水素ガスのモル数は時間とともに減少する。減少するモル数に対応して
一定体積を維持して水圧と等しい浮力タンク003内圧力を保つには深海クレーン001を浮上
させて、浮力タンク003内圧力と等しい水圧の水深にすることである。水素ガスの有機ハ
イドライド反応に見合う水深変化は５～１０ｃｍ/秒の微速であるため、推進器制御系253
により、深海クレーン001の周囲に設置された推進装置055により推進力を得てPD(t) =０
となるよう　d PD(t)/dtを制御する。推進装置055は、図２４（ａ）に示すように深海ク
レーン001の上部および下部に図２４（ｂ）に示すよう同心円状に配置される。各推進装
置055は円筒状のノズル内にモーター057駆動のスクリュー056が設置され回転方向と回転
速度によりジェット水流を発生して推力を得る。推進器特性259はモーター制御でよく知
られた一次遅れ特性であり、運動特性261は深海クレーン001の重量と抵抗の少ない形状、
および海水抵抗がきわめて小さい微速であり、比重が１であることから、伝達特性が1/s
である無定位系に近い制御となる。このような制御は宇宙空間での姿勢制御でよく知られ
ている。運動特性261により、深海クレーン001の深度がかわり、水圧特性263により、水
圧PWが決まる。水素ガス吸収反応器260により減少したモル数に対応した浮力タンク圧力P

Hとの差がなくなるように推進器個別制御量計算論理253で推進器を制御する。推進器制御
系254は図２３（ａ）に示すようによく知られたPID制御系または、パラメタ変動のある無
定位系であることを考慮したロバスト制御系を用いる。
有機ハイドライド反応の進行によりトルエンがMCHに変化すると、MCHの比重がトルエンよ
り軽いため、深海クレーン001の密閉重量は不変でも水素ガス体積はわずかではあるが減
少する。しかし深海クレーン001の密閉重量は不変であるので比重は不変であり、浮力タ
ンク圧力PHと海水圧PＷの差を解消する制御を行えば海面に到達する。
【００６７】
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図２１の統括制御254は揚収制御系の全体を統括する機能を有し、図２０（ｂ）の発散領
域、破壊領域に深海クレーン001が入らないよう制御を行う。図２２は制御マスタ220の機
能を示し、処理ブロック500で浮力タンク003の内外圧力差が破壊領域に入ると緊急制御26
7を実施する。緊急制御267は図２３（ｂ）（ｃ）（ｄ）に示すように浮力タンク003が圧
力過多の場合は水素ガス放出制御（処理ブロック506）を行い、圧力過小の場合はバラス
ト放出制御（処理ブロック507）および水素ガス吸収反応抑制制御（処理ブロック528）を
行う。統括制御254の機能は図２０（ｂ）に対応したもので、PDおよびその変化に対応し
て図２２の処理を行う。処理ブロック500では図２０（ｂ）の破壊領域にいる場合の対応
であり、破壊の危険があるため処理ブロック502の緊急制御で圧力過多の場合は処理ブロ
ック503で水素ガス放出制御を行い圧力過多を解消する。圧力過小の場合とは浮力が不足
して上昇が有機ハイドライド反応に追いついていないことを意味するので、バラストない
し積み荷を一部投棄し、水素ガス吸収反応抑制制御（処理ブロック528）を行い、浮力を
回復させる。処理ブロック501の処理は、図（ｂ）の（１）（２）（３）（４）の各領域
に対応した制御である。
【００６８】
処理ブロック503は領域（３）（４）に対応した制御であり、圧力偏差があっても制限範
囲内で偏差が減少方向である。この場合は通常のＰＩＤ制御ないしロバスト制御による推
進力制御（処理ブロック503）を実行する。
領域（１）発散浮上は、浮上を抑制しないと発散するが、処理ブロック504で降下推進力
が働きかつ圧力過多が減少過程にある場合は正常復帰過程であるので推進力制御503を継
続する。
圧力過多が増加過程にある場合は異常過程であるので水素ガス放出を行う。（処理ブロッ
ク506）
領域（２）の発散沈降は、沈降を抑制しないと発散するが、処理ブロック505で上昇推進
力が働きかつ圧力過少が減少過程にある場合は正常復帰過程であるので推進力制御503を
継続する。圧力過少が増加過程にある場合は異常過程であるのでバラストないし積み荷一
部投下と水素ガス吸収反応抑制制御を行う。（処理ブロック507,508）
【００６９】
図２は浮上過程の深海クレーン001の状態を示した図で、（ａ）上昇開始では浮力タンク0
03に水素ガスを海底水圧と同一圧力で充填し、液体タンク004にトルエンを充填する。採
集鉱物010は貨物ユニット007に搭載する。液体タンク004の下部の余剰部分には隔膜030を
隔てて海水を充填する。この状態で比重１．０に調整する。（ｂ）上昇中では、浮力タン
ク003の水素ガスがトルエンに吸収されてＭＣＨとなる。ＭＣＨはトルエンより軽いので
隔膜030を隔てて液体タンク004の上部に充填する。水素ガス吸収によりトルエンがＭＣＨ
となると増容するので浮力タンクの下部にも余剰ＭＣＨを入れてもよい。浮力タンクには
高圧水素ガスがあるがＭＣＨは反応しない。（ｃ）上昇終了は海面到達時の状態である。
浮力タンク003の水素ガスは1気圧になり、残りはＭＣＨに吸収された。
 
【００７０】
V深海クレーン
１　制御系
（１） 目的と機能
制御する対象は深海クレーン００１と海底ステーション０１８であるが、海底ステーショ
ン018については、深海クレーン００１の複合系として扱え、制御としても海面への浮上
時に海上司令船０１８近辺に位置制御する必要と、海底着床時に機材が破損しない降着速
度を実現する必要はあるが、深海クレーン００１ほどの精度を要しないので、以下、深海
クレーン００１について詳述し、海底ステーション018については深海クレーン００１の
延長として「VI　海底ステーション」の章で説明する。深海クレーン００１は海面の海上
司令船０１６と海底ステーション０１８の間を往復するための制御として下記３モードが
存在する。
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（ａ）位置速度制御
ａ．１　深度制御
「IV　揚収の原理」の項で述べた、揚収時の水素ガス吸収反応に伴う圧力要件を満足させ
るために鉛直方向（ｚ軸）の速度および深度を最優先で制御する。
降下時は、水素吸収反応は停止しているためZ軸（鉛直）の速度要件はない。降下は海面
出発時に深海クレーン００１内に気体を含ませず、比重を１.0に設定すれば推進装置００
５５で初期降下速度を与えれば、海水抵抗を打ち消す推進を行うだけで、一定速度で海底
に近接する。海底近接後は、ランデブー制御により海底ステーションにドッキングする。
【００７１】
ａ．２　移動制御
一方、海底ステーション018の設置位置は海上司令船０１６の直下ではないため、浮上お
よび降下時に水平方向の位置を変更する必要があり、Ｚ軸方向の深度制御に加え、航法系
の指令に基づき水平（ＸＹ軸）方向速度成分を制御する。
XY軸の位置制御は海面で司令船の位置に到達（終端位置制御）できればよく途中の制約は
ない。XY軸の速度制御は海流に対抗する以外の制約はない。
（b）姿勢制御
深海クレーン００１は水素ガス吸収反応器００９を中央部に設置し、かつ軸方向に層状に
比重の異なる流体を充填しているため、浮上時には、軸方向が鉛直方向（Ｚ軸）と一定値
以上ずれると水素ガス有機ハライド反応の安定した運転ができなくなるので、Ｚ軸方向が
鉛直方向と一定値（たとえば５°）以上偏差が出ないように姿勢制御を行う。降下時は、
水素ガス有機ハライド反応を行わないため、姿勢に対する制約は小さい。
Ｚ軸周りの回転については接続ケーブルが絡み合うことを防ぐため１回転以上行わないよ
うに制限する。
【００７２】
（c）　ランデブー制御
　海底降着時には海底ステーション018の指定箇所にドッキングする必要があり、
位置において１ｃｍ以下、速度において数ｃｍ/秒の精度で、終端位置誤差ゼロ、終端姿
勢誤差ゼロの精密制御を行う必要がある。ランデブー制御は空荷での海底降下着床時に行
われ、水素ガス有機ハライド反応が行われていないため、鉛直方向の速度および深度に関
する制約はない。
浮上時に海上司令船０１８に帰着する際も指定箇所（海上母船０１６のムーンプール３０
７）にドッキングする必要があり、終端位置誤差ゼロ、終端姿勢誤差ゼロ、終端速度ゼロ
の精密制御を行う。海面到着時は、深海クレーン００１の内圧、周囲海水圧が大気圧に近
く、水素ガス有機ハライド反応が行われていないため鉛直方向の速度および深度に関する
制御制約がない。
ランデブー制御では鉛直方向の速度および深度に関する制御制約を外して、位置及び速度
の精密制御が行える。
 
【００７３】
(２) 動特性と推進装置
　トルエンの水素化反応速度により、海面までの浮上速度は10cm／秒を超えず、水平方向
速度は最大2ノットの潮流に対抗できるように約１００ｃｍ／秒としている。
推進機構としては図２４　深海クレーンの推進装置０５５に示すように、水中潜航装置で
実績のある可変速度スクリュー駆動の水流発生装置を用いる。深海クレーン００１は流体
抵抗を小さくし、かつ軽量化と強度維持、加工の容易化を目的として、形状はＺ軸に回転
対称であり、上下対称である。従って流体抵抗の中心は図２４で軸方向の中点Ｃである。
重心は液体構成および、機器配置により中点ＣよりＬgだけ低い重心Ｇとなる。
推進装置０５５は図２４（ａ）（ｂ）に示すように深海クレーン００１の上部外周と下部
外周に等間隔で配置され、モーター０５７の可変速制御により推力ベクトルを発生するこ
とができる。
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図２５～２７は深海クレーン００１の動特性を説明するための図である。
図２５（ａ）は、深海クレーン００１の動特性を記述するための記号体系を示したもので
あり、浮力の中心C  051は深海クレーン００１の中心軸Ｚ 048の中点に存在する。推進装
置055は中心軸Ｚ 048の中点よりＬｔの距離にある上部推進面059および下部推進面060に
配置されている。
深海クレーン００１の制御は位置,速度制御と姿勢制御を共通の推進装置055で行う。深海
クレーン００１の動特性表現は図２６（ａ）基準座標系と（ｂ）姿勢座標系で行う。基準
座標系は基準座標Ｚ軸068を鉛直線とし、基準座標Ｘ軸066を東西方向、基準座標Ｙ軸067
を南北方向とし位置速度制御に用いる。図２６（ｂ）は深海クレーン中心軸069を姿勢座
標Ｚ軸(Zb) 072とし、深海クレーン００１に固有の座標として姿勢座標Ｘｂ軸070と姿勢
座標Ｙｂ軸071を定義し、姿勢制御に用いる。
【００７５】
制御系は下記手順で構成する。
ａ.　位置速度制御系と姿勢制御系を分離する。
位置および速度は基準座標系上での重心の移動で表現し、位置速度制御は重心Ｇ　053の
位置速度を制御し、姿勢の変化を伴わない。姿勢制御は、図２６（ｂ）の姿勢座標070～0
72に対して、ピッチ角073、ヨー角074、ロール角075を重心G 053を座標系の原点として制
御する。姿勢制御は重心G 053の移動を伴わない。
【００７６】
位置速度制御系と姿勢制御系の分離は、
深海クレーン００１の各種の運用フェーズで異なった制御目標を実現するため、
位置速度制御系と姿勢制御系の制御パラメタを個別に変更することにより対応するためで
ある。
ｂ．姿勢制御はランデブー制御時に高精度な制御を求められるため、特異点が発生しない
クオタニオンを用い、制御安定性のよいロバスト制御としてバックステッピング法を適用
する。（非特許文献７，８）
ｃ．位置速度制御と姿勢制御に共通の推進装置055に対して両系からの推力指令を合算す
る。
位置速度制御の目標値は浮上のための圧力制御と目標地点到達のための航法制御系から与
えられる。
姿勢制御の目標値は浮上中は水素ハイドライド反応安定化のために中心軸Ｚ　048の鉛直
方向維持であり、ドッキング制御時にはドッキング対象に対する姿勢一致化である。位置
速度制御および姿勢制御は共通の推進装置055を用いて行うため、各制御を独立して実施
するために各推進装置055の推力が満たすべき条件を求めたうえで、各推進装置055の推力
要求値を加算する。
【００７７】
（a）位置速度制御
図２５（ｂ）は位置速度制御において深海クレーン００１に働く力を示す。位置速度制御
の目標は重心G  053に対して合成移動推力T  064のみを発生させて、一切の回転トルクを
発生させないことである。各推進装置055は図２４（ａ）において中心軸Ｚ 048 と直交す
る平面である上部推進面059、および下部推進面060の外周部に設置されており、各推進装
置055はそれぞれ、上部推進面059および下部推進面060に対して上部推進面移動推力 TU  
062および下部推進面移動推力TL  063を発生させる。このためには（数００１）の関係が
あればよい。以下、太字イタリックスはベクトルおよび行列を示す。
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【数００１】

【００７８】
上部推進面059、および下部推進面060に対して各推進装置055が与える推力は水抵抗力065
を打ち消すものでなくてはならない。水抵抗力065は深海クレーン００１の形状の中心で
ある浮力の中心C 051に作用するから回転トルクを発生させない。実際の推力をT，水抵抗
力065を打ち消すための推進力をT’，とすると、図２５（ｂ）において（数００２）が成
り立つ。

【数００２】

上部推進面059、および下部推進面060に対して重心Gに対する回転を生じさせない条件よ
り（数００３）が得られる。
【００７９】
【数００３】

ここで、T’L およびT’U　は水抵抗Rを考慮した上部推進面０５９、および下部推進面０
６０に対する所要推進力である。
【００８０】
次に、図２８で推進力TL,TUが上部推進面０５９および下部推進面０６０に対する回転ト
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よび下部推進面合成推力TUはそれぞれ各推進面外周で深海クレーン００１の接線方向に推
進力を持つ推進装置０５５による推力TU0~TU7  080～087,および推力TL0~TL7  088～095
の合力として得られる。
図２８（ｂ）の座標系は機体座標系であり、ロール角は自由に変更できるので一般性を失
わずに推力TU0~TU3  080～083  および　TL0~TL3 088～091  の発生点をXb軸上、Yb軸上
とした。
【数００４】

【００８１】
推進面に回転トルクを発生させない条件は図２８（ｂ）（ｃ）より（数００５）である。

【数００５】

【数００６】

（数００３）の結果より、重心G 053に対して回転トルクを発生させないための推力（数
００７）が求まる。
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【００８２】
深海クレーン００１、および海底ステーション018は比重１．０近辺に保たれており、移
動速度が０．１～１ｍ／秒できわめて低速であり、低抵抗の対称形状であるが、ｘ軸、ｙ
軸、ｚ軸方向の移動に関しては、速度に比例する水抵抗を受ける。Rは水抵抗係数で運動
方程式は（数００８）で表現できる。
【数００８】

ここで、Mは深海クレーン００１の質量、Rは抵抗係数、X（ｔ）は重心G 053の基準座標系
（図２６（ａ））での位置を示す。T（ｔ）は深海クレーン００１に対する航法制御系お
よび浮上制御系から求められる基準座標系における推力である。
（数００８）の動特性は無定位制御系で不安定系あり、制御対象としては、
貨物ユニット 007内の荷重のばらつき、深海クレーン００１内部液体境界面の振動、水素
ハイドライド反応の進行による重心の変化、海流の存在、速度の１次関数とした水流抵抗
の誤差、等の非線形性、不確定事象があるので、
（数００９）　の誤差関数に対して、ローバスト性の強いＨ∞制御系として構成する。
Ｈ∞制御系の構成例は３次元空間の無定位系に関するより高度な例として（非特許文献９
）があり、当業者においては公然実施の技術である。
【数００９】

(数００９)におけるWT(t), XT(t)における右下添え字は目標値を示し、右上添え字は転置
行列を示す。
【００８３】
（b）姿勢制御
図２６（ａ）（ｂ）重心Ｇ 053 を原点とする基準座標系と姿勢座標系により姿勢制御を
行う。
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【数０１０】

【００８４】

【数０１１】

【数０１２】

【００８５】
目標姿勢を表すクオタニオンをqd 　目標姿勢と現在姿勢の間のクオタニオン誤差をqeと
すると現在の姿勢qbr との間に（数０１３）の関係があり、これを解くと（数０１４）が
得られる。

【数０１３】

【数０１４】

x　の微分を求めると（数０１５）となる。
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【００８６】
【数０１５】

ここで、（数０１６）とおけば、
【数０１６】

【００８７】
（数０１５）は（数０１７）と表すことができる。

【数０１７】

（数０１７）に対するリアプノフ関数の候補を（数０１８）とする。
【数０１８】

【００８８】
ここで、（数０１９）なるxに関する安定化フィードバック則を与えると、（数０２０）
が成り立ち
【数０１９】

【数０２０】

【数０２１】

【００８９】

【数０２２】
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【数０２３】

【数０２４】

【数０２５】

【００９０】
（c） 制御量の統合
（１）位置速度制御において基準座標系における重心Ｇ 053に対する推力要求値と、（2
）姿勢制御において、姿勢座標系における重心Ｇ 053に対する回転トルク要求値が求まっ
たので、各推進装置 055に対する推力要求値に分配、統合する。位置速度制御において基
準座標系における重心Ｇ 053に対する推力要求値として

さらに(数００８)で　TL4= TL5 , TU4= TU5 としてよいから、（数００８）より（数０２
６）が得られ、位置速度制御によるすべての推進装置への指令値が決まる。
【数０２６】

【００９１】

と図２６の座標系に従い成分を定義する。図２６（ｂ）において、
Xb軸周りトルクをTA0L, TA2L, TA0U, TA2U ,　
Yb軸周りトルクをTA1L, TA3L, TA1U, TA3U ,で独立に生成できる。
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これをtALi , tAUi 　i= 0,7であらわす。
Zb軸周りトルクをTA0L, TA2L, TA0U, TA2U ,TA1L, TA3L, TA1U, TA3U ,に重畳して生成す
る。
この成分をsALi , sAUi 　　i= 0,7であらわすと、  
TALi = tALi  + sALi ,  TAUi = tAUi  + sAUi 　i = 0, 7 と表現できる。
【００９２】

【００９３】
【数０２７】

各推進装置に対して、(数０２６)と（数０２７）を加算すると各推進装置への指令値が決
まる。
【００９４】
（d） 制御系の構成　
図２９は(数０２７)までの制御論理をブロックダイアグラムで示したものである。図２１
で揚収制御 218によるZ軸方向制御をｘｙ軸および姿勢制御に拡張して、位置速度制御系 
265 および姿勢制御系 266としたのが図２９である。位置速度制御系 265は(数０２６)に
よる制御量を計出し、姿勢制御系 266は（数０２７）による制御量を計出し、個別推進機
制御系 253で個別推進器への指令信号を計出する。
深海クレーン001の制御は個別推進器の推力を制御して行う点で、下記運用フェーズにす
べて共通であるため、運用フェーズごとの個別要求は統括制御 255が位置速度制御系265
、姿勢制御系266で、(数００９)の対角行列Aの状態変数に対応した対角成分、（数０２０
）のフィードバック係数
を変更することにより実現できる。
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【００９５】
３．航法制御
（１）　構成
航法制御系は深海クレーン００１の全体制御系(図３２)において運行制御系(図２９)の上
位に位置し、運行制御系の統括制御255に航法指令264を与える。
本発明の浮力を利用した昇降では出発点と到着点（海面の支援船または海底の基地）の間
に昇鉱管のような力学的な連接のある構造物を作る必要がなく機構的な制約はない。この
反面、深海クレーンを自律的に出発点と到着点の間で経路を誘導することと、到着点での
目標へのドッキング機能が不可欠となる。海底では海水はほとんど停止しているので位置
・速度に対する擾乱は小さいが、海面では波浪による支援船との相対運動を考慮する必要
が出てくる。海面の波浪を避け、この影響を最小化するには、海底調査船のように海上母
船０１６の船体中央部に海中に向けたムーンプール３０７と呼ばれる離着ポートを設ける
。
【００９６】
図３０は深海クレーン００１を海底ステーション０１８と海上母船０１6間で往復誘導す
る方法を示している。深海クレーン００１を海上母船０１6より海底ステーション０１８
に降下させる場合は、下降経路101を予め設定する。水中での経路誘導では、直進性のあ
る電波が使えず、光も透過性が保証されないので直近以外では使用できない。このため水
中の経路誘導では光ファイバ通信を行う。
利用可能な位置センサには、（１）慣性位置センサ、（２）深度計、（３）音響センサ、
（４）光学センサ　があるが、特質に長短があるので組み合わせて使用する。
慣性航法区間103の間は、慣性センサと深度計を用いて位置・速度・姿勢を求め降下経路1
01との偏差を最小にするように誘導する。降下経路１０１は初期の慣性航法区間103で目
標の海底ステーション０１８の直上に近い範囲に占位するよう設定する。引き続く音響航
法区間で目標の海底ステーション０１８の直上からのずれを少なくして、海中温度分布に
よる音線の屈曲の影響を排除する。海底ステーション０１８の直近では光学航法区間105
とし、正確な位置・速度・姿勢制御により貨物ユニットポート０２３にドッキングする。
【００９７】
図３２の航法制御系110は図３３航法制御系の動作フローチャートに従い動作する。
処理ブロック520では、深海クレーン００１が海底ステーション０１８または海上母船016
を離れる前か離れた後かを判断して離れる前であれば、降下開始までは処理ブロック524
により海上母船016にある海底資源揚収装置総合監視制御システム４８４のＧＰＳ測位デ
ータを初期化データとして取得する。浮上開始前であれば、海底ステーション０１８が保
持している位置データを初期化データとして取得する。浮上または下降開始後は慣性航法
系のドリフト蓄積で時間経過とともに精度が劣化することへの対策である。処理ブロック
521では慣性センサ、デジタルコンパス、深度計を含む航法データを取得する。処理ブロ
ック522で、航法モード（慣性航法、音響航法、光学航法、ドッキング航法）により分岐
する。浮上または下降開始時の初期設定は慣性航法である。
【００９８】
（２）　慣性航法
水中ではGPSが使えないため慣性航法では基準座標に対して初期化後、時間とともにドリ
フトにより位置の誤差が蓄積する。このため海中では終端誘導には使用できない。位置・
速度を一定誤差内で得られる利点はある。このため、浮上および降下のいずれにおいても
ドリフトが蓄積しない初期の段階で使用し（慣性航法区間 103）、水平面内で深海クレー
ン００１を可能な限り目標に近づけ、次段階の音響航法で目標への近接が直上ないし直下
に近くなるようにする。
音波の伝搬経路が鉛直により近くすることにより音波伝搬の屈折の影響を排除する。経路
の初期段階の慣性センサのドリフト誤差が少ない時期に降下または上昇しつつ、目標の直
上または直下に誘導し、音響誘導に切り替えることにより海水温度分布による音波伝搬の
屈折を最小化する。
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【００９９】
慣性航法１０８の処理は図３４　慣性航法系の動作の処理フローに従う。ＧＰＳは使用で
きないので
図３３処理ブロック524または526で得た初期位置に慣性航法系で得た移動距離を加算して
現在位置を計出する（処理ブロック530）。処理ブロック53１で深度系データと電子コン
パスより求めた移動方位より慣性航法センサのドリフトを推定する。処理ブロック532で
ドリフト推定値で補正した最尤緯度経度深度、速度、姿勢を求め、さらに目標経路との偏
差を求める。
音響測距範囲122は、音波伝搬経路の屈折を考慮して、直進性の高い、最終目標点（貨物
ユニットポート023、深海クレーンポート100）の直上または直下に円錐状に設定し、処理
ブロック533で慣性航法系で音響測距範囲122の範囲に深海クレーン００１が入ったことを
確認すると、処理ブロック534で音響航法系108に発音命令を出す。
処理ブロック535で目標地点に設置されたトランスポンダからのエコーを受信し確認し、
さらに処理ブロック536で信号レベルが閾値を超え、距離が閾値以下であることを確認し
て、処理ブロック536で音響航法モードへ切替を行う。
【０１００】
（３）　音響航法
慣性航法に引き続く音響航法区間 104で浮上と降下で使用する。これは、海水の温度分布
により音波の直進性が保証されないため位置標定には誤差が生じるが誤差特性に対応して
中短距離で利用するのが適しているためと、海中では光が直近以外には到達しないことに
よる。
海水の温度分布は深度方向に存在するが、一般に水平方向は均一である。トランスポンダ
を用いて目標との測位をする場合、水平方向の方位は比較的に正確に把握できるが、鉛直
方向との角度が増えると俯角方向の誤差が増える。図３１に音波伝搬経路の例を示したが
、直上ないし直下より２０°以上離れると目標への到達が確実でなくなる。
【０１０１】
音響航法１０6の原理と実現方法を図３５に示す。深海クレーン００１の進行方向曲面 14
0に感音素子A　132、感音素子B　133、感音素子C　134、感音素子D　135を設置する。こ
れらの中央に発音素子131を設置し、音響航法区間 104に入った時点で周期的に発音する
。貨物ユニットポート０２３に設置されたトランスポンダかエコーを返すと、図35（ｂ）
に示すように各感音素子に対するエコー信号の到着に時間的ずれが生じる。すなわち図35
（ｂ）においてトランスポンダ136よりのエコーは感音素子C　134に音波伝達面１　137で
到達し、感音素子A　132には音波伝達面２　138で到達し、時間的ずれ生じる。この状況
を３次元的に示したのが図35（d）であり、XY面上の原点Oを囲む４点の感音素子A～Ｄ　1
32～135へのエコー信号の到達時間のずれから演算により、トランスポンダ方位ベクトル1
39が求められることを示している。なお発音時刻とエコーの到着時刻の差より、トランス
ポンダ136までの距離も求められる。音源を点音源とすると計算は簡単ではないが、感音
素子間の距離に比べて音源が十分遠くて面音源と近似できる場合は、図３７の説明に記載
するように比較的単純に音源の方位と距離を求められる。音響測距はアクティブソーナー
と同様の原理を用いているが、（１）目標の像を作る必要がないこと、（２）目標にトラ
ンスポンダを設置できること。（３）目標の直下または直上に誘導することが目的である
こと　（４）精密な目標の標定は光学航法にゆだねる　の理由により、簡略化と低出力化
が可能となる。
【０１０２】
図３６に音響航法で用いる装置の構成と動作を示す。
図３６(ｂ)音響航法装置の圧電振動子は感音素子Ａ～Ｄ 132～135, 発音素子 131として
広くアクティブソーナーで用いられている圧電セラミックスであり、図３６（ａ）の送振
信号パターンの一定周波数電圧を圧電振動子に印加して音波を発振させる。図３６（ｂ）
（ｃ）では送振と受振を別の圧電素子で行っているが共通にしてもよい。図３６(ｂ)音響
航法装置は深海クレーン001に設置し、図３６(ｃ)トランスポンダは海上母船016、海底支
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援装置 018側に設置する。音響航法の動作は（ｃ）処理シーケンスに記載の通りで、航法
制御系からの送振指令により音響航法装置が（２）信号送振を行う。往路伝搬時間後、ト
ランスポンダが（３）受振検知し、ただちに（４）エコー送振する。復路伝搬時間後、（
５）～（８）Ch0～３エコー受振が音響航法装置１４１で行われる。受振信号は送振後た
だちに（９）待受により　Ch0～3データが記録される。待ち受け記録データと送振信号と
の相関を（１０）（１１）で行い、受振素子別の伝搬遅延時間を求める。（（ｅ１）～（
ｅ３）処理フロー１～３）
【０１０３】
図３７は音響航法装置を用いた音響航法系の動作を記した処理フローである。図３６処理
ブロック546で得たA,B,C,D各受振素子の往復音波伝搬遅れを取得（処理ブロック550）し
、処理ブロック551で各素子の平均遅延時間と海中音速より目標との距離を求める。
音源を面音源で近似した場合、図３８（ａ）～（ｃ）の図を用いて詳細に説明する。
【０１０４】
図３８（ａ）にてトランスポンダ方位ベクトル 139は音波の侵入方向を示し、ＸＹ面とな
す角をφとし、ＸＹ面への投影がＸ軸となす角をθとする。ＡＢが音波の到来方向で、図
３８（ｂ）はＺ軸上方より見た図である。図３８（ｂ）を音波到来方向ＡＢとＺ軸を含む
面で切断したのが図３８（ｃ）であり、感音素子Ａ～Ｄ 132～135に対して
音波伝搬経路と遅延時間の関係を示している。感音素子Ａ～Ｄ 132～135の受振時刻（秒
）をそれぞれｔa，ｔb，ｔc，ｔd，とし、海中音速をｓ　ｍ／秒とすれば、

【数０２８】

となり、処理ブロック551が求まる。（数０２８）は感音素子に対する伝搬遅延時間差が
ないとcosφ=0となってsinθが求まらない。cosφ=0とはトランスポンダが直下ないし直
上にあることで、制御目的が達成されている状態である。
【０１０５】
処理ブロック552で慣性センサより得られた姿勢データでトランスポンダ方位を補正し、
処理ブロック553にて既知のトランスポンダ位置より深海クレーン001の位置を求める。ト
ランスポンダとの距離が数十ｍで鉛直方向のずれが光学測定範囲（視野角２０～３０°以
内）であれば処理ブロック555に進み目標の発光を検知したか判定し、検知したうえで合
理的な範囲（誤検知でない）であれば処理ブロック556で光学航法モードへ切替る。
 
【０１０６】
（４）　光学航法
特に海底では巻き上がる泥により光の到達距離が短くなるが、１０～数ｍ以下の近距離で
は正確な測位が可能であるのでＬＥＤの発光素子を用いて最終段階での制御に利用する。
光学航法１０7のにおける光学航法の原理を図３９（ａ）（ｂ）（ｃ）(d)を用いて説明す
る。深海クレーン００１が貨物ユニットポート０２３の上方で貨物ユニットポート　023
　の周辺に設置された発光素子Ａ～Ｄ　15１～154の発光を撮像装置150が感知すると、音
響航法区間104から光学航法区間105に移行する。
発光素子Ａ～Ｄ　151～154は異なる周期で点滅させ、周期の差異によりの発光素子を特定
する。撮像装置150を深海クレーン００１の中心軸の先端に設置し、発光素子Ａ～Ｄ　151
～154を正面にとらえるようにする。深海クレーン００１の中心軸が
発光素子ＡＢ側にずれている場合は図３９（ｃ）の（d１）の画像となり、
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発光素子ＢＣ側にずれている場合は図３９（ｃ）の（d２）の画像となり、
発光素子ＣＤ側にずれている場合は図３９（ｃ）の（d３）の画像となり、
発光素子DＡ側にずれている場合は図３９（ｃ）の（d４）の画像となり、
中心軸にずれがないときは図３９（ｃ）の（d０）の画像となる。
【０１０７】
図３９（ｂ）は光学航法の原理を示す。深海クレーン　001の先端に設置される撮像装置 
150は通常の電子カメラであり、１000x1000～4000x4000pixelで視野角24～35°程度のも
のでよい。図３９（ｂ）のFaFbFcFdが撮像面 156であり、発光素子Ａ～Ｄ 151～154の像
が図４０（ｃ）のように結像する。
光学航法では図４０において；
（１）撮像面 156上の発光素子Ａ～Ｄ 151～154の像の画素位置
発光素子Ａ(Ha,Va)、発光素子Ｂ(Hb,Vb)、発光素子Ｃ(Hc,Vc)、発光素子Ｄ(Hd,Vd)
（２）発光素子Ａ～Ｄ 151～154の識別情報
（３）撮像装置 150の焦点距離Lf 155
（４）撮像装置 150の縦横画角（αＶ，αＨ）と縦横画素数(Vmax，Hmax)
（５）発光素子Ａ～Ｄ 151～154の中心点緯度経度（LatT,LonT）、深度（DpT）
（６）発光素子Ａ，Ｃ 151，153を結ぶ線ACが水平面となす角β
（７）発光素子Ｂ，Ｄ 152，154を結ぶ線BDが水平面となす角γ
（８）直線BDが南北（Y軸）となす角δ
から下記データ（Ａ）（Ｂ）を以下に記す方法で求めることができる。
上記（１）（２）は撮像装置 150の計測データであり、（３）（４）は撮像装置 150の固
有データであり、（５）（６）（７）（８）は海底ステーション 018または海上母船016
での実計測データであり、すべて既知である。
（Ａ）深海クレーン　001の位置（緯度経度（LatT,LonT）、深度（DpT））
（Ｂ）深海クレーン　001の姿勢（ピッチpb、ヨーyb、ロ―ルrb）
【０１０８】
クオテリオンを用いて上記（A）（B）を求める。
深海クレーン　001の位置における基準座標系（XYZ　X軸：東西　Y軸：南北　Z軸：鉛直
）Pを定義し、深海クレーン　001の姿勢を表す座標系（XbYbZb　）Pｂを定義する。
図３９（ｂ）における貨物ユニットポート　023は基準座標P　　に対してクオテリオンQT
回転させて目標方位ベクトル157の視界座標 Pｔ　となったものとする。
【数０２９】

この座標系における貨物ユニットポート　023が撮像面 156に投影されて図３９（ｃ）の
像が得られる。貨物ユニットポート　023は基準座標P　のZ軸に直交する平面（海底）上
にあり、基準座標P　のZ軸よりずれた位置にあるため、目標方位ベクトル157と貨物ユニ
ットポート023のなす面は垂直とならない。図３９（ｂ）のPAC　およぼPBDを詳しく書い
たのが図４０（ａ）（ｂ）である。
【０１０９】
Ａは発光素子A 151の存在する点であり、ＢＣＤも以下同様である。ＭはＡＣとＢＤの交
点である。Ａ、Ｂ，Ｃ，Ｄの撮像面156における結像座標を図４０（ｃ）に示した。HV座
標は左上が(0,0)で右下が(Hmax,Vmax)である。発光素子Ａ，Ｃを結ぶ線ACと発光素子Ｂ，
Ｄを結ぶ線BDの交点Mの座標は下記で与えられる。

【数０３０】

図４０（ａ）（ｂ）において視点Ｐより、線分ＡＭ，ＭＣを見込む角度をα，β、線分Ｂ
Ｍ，ＭＤを見込む角度をγ，δとすると（数０３1）で与えられる。ここで、Ｒは視点Ｐ
からＡＣとＢＤの交点Ｍまでの距離、ｒ は発光素子とＭまでの距離、ω、φは、視線ベ
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クトルＰＭに対する直交面に対して線分ＡＣ、ＢＤがなす角とすると（数０３１）で与え
られる。
【０１１０】
【数０３１】

【０１１１】
一方、α，β、γ，δは、（数０３２）のように撮像面 156上の発光素子の像の座標から
求められるので、（数０３２）のＲ，ω、φは値が確定する。
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【数０３２】

なお、ρは、視線ベクトルＰＭ周りの基準座標に対する回転を示す。
（数０３１）では貨物ユニットポート　023を水平と仮定しているが、一般にはある姿勢
角を持って傾いている。図３９（ａ）に示すように X* 軸が水平に対してα、Ｙ* 軸が水
平に対してβ傾いている場合には、ｒの替りに ｒcosε，ｒcosτを用いればよい。
【０１１２】
図４０（ｃ）より、深海クレーン　001の姿勢を表す座標系（XbYbZb　）でPｂ　と目標方
位ベクトル157の視界座標 Pｔ　の(数０３４)の関係を求めることができる。Pitch,Yaw,R
ollの定義は図２６に従う。
【数０３３】

 (数０３３)の回転のクオテリオンをQt とすれば(数０３５)となる。

【数０３４】

【０１１３】
(数０３５)と(数０３０)より(数０３６)が得られ、基準座標Pに対する深海クレーン００
１の姿勢が明らかとなる。
【数０３５】

 (数０３１)(数０３２)より図４１処理ブロック56１が求まり、（数０３５）より、処理
ブロック562が求まる。
発光素子Ａ～Ｄ 151～154の中心点緯度経度（LatT,LonT）、深度（DpT）は既知であるの
で(数０３０)より導いた（数０３６）より処理ブロック563の深海クレーンの位置Pが求ま
る。
【数０３６】
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【０１１４】
光学航法　107 の結果、図３３処理ブロック５２３で運行制御系への指令値計出が行われ
、図２９の運行制御系により、深海クレーン００１は貨物ユニットポート　023に近接す
る。処理ブロック564は図４３ドッキング用LEDの到達範囲を想定しており、例えば数m～
１０ｍに近接したときの処理ブロック566でドッキングモードへ切り替える。処理ブロッ
ク５６５は撮像装置150から発光素子を見込むオフナディア角＜20°などの制約を満足し
ないときドッキングモードへの切替えを行わない。
【０１１５】
図４２ 発光素子の識別方式は図４１処理ブロック560の詳細を記したものである。４個の
発光素子の点滅パターンを周期的に変化させ、撮像装置で点滅周期より短い周期で非同期
に撮像して個々のＬＥＤを識別する方法を示している。装置は図４２（ｃ）　発光マーカ
ーおよび図４２（ｄ）撮像センサで示す構成であり、図４２（ａ）　処理周期で示すよう
に周期ＴＬで発光パターンＰ０，Ｐ１，Ｐ２を繰り返す。発光パターンは（ｂ）　発光パ
ターンのPattern sequence Codeに示すように複数用意されているが、光学航法ではいず
れか1つを採用すればよい。複数用意しているのはドッキング制御の時は複数の発光体セ
ットと撮像装置を用いるためである。図４２（ｄ）撮像センサ　のＣＰＵ内で（ｅ）　処
理フローに従い演算する。
【０１１６】
処理ブロック570で４ＬＥＤが点灯する周期まで処理ブロック57１から576の認識処理をス
キップし、処理ブロック577で画像記録のみを行う。４ＬＥＤがオンとは、ＬＥＤパター
ン周期の開始を意味する。処理ブロック５７２～５７６の処理は撮像装置がＬＥＤの発行
周期より短い周期で非同期に動作するため４ＬＥＤ点灯の画像の間に２ＬＥＤ点灯の画像
が重複して入る可能性があり、この重複を排除して、処理ブロック575で一致する発光パ
ターンのPattern sequence Codeを求める。各ＬＥＤの識別が行えたので処理ブロック576
でLEDの識別番号を付けて撮像面での画素座標を送信出力する。
【０１１７】
（４）　ドッキング航法
光学航法で、目標より１～２ｍに近接した後、ＬＥＤ発光素子の詳細パターンを認識して
精密な姿勢と位置制御を行いドッキングを実現する。深海クレーン００１はに貨物ユニッ
トポート　023に近接する最終段階で、精密位置制御を行い、空荷の貨物ユニット007を切
り離して、貨物ユニットポート023に設置し、１０～２０ｍ再浮上し、水平移動の後、海
底ステーション018の反対側に位置する積荷を積載した貨物ユニット007とドッキングする
制御を行う。この操作をドッキング航法という。二者択一型のドッキング装置とディジタ
ルカメラによる画像処理による位置制御と姿勢制御に特徴がある。ドッキング装置の構造
を図４３，４４，４５を用いて説明する。
【０１１８】
図４３（ａ）はドッキング運用における、クレーンエンジン005、貨物ユニット 007海底
ステーション 018の貨物ユニットポート023の関係を図示したものである。いま、降下の
最終段階で、貨物ユニットポート　023に空荷の貨物ユニット 007を設置する場合を例に
説明する。
貨物ユニット 007とクレーンエンジン 005は着脱可能であり、貨物ユニット 007の円周部
に装着されている把持体（この例では４個）とクレーンエンジン 005下部および貨物ユニ
ットポート023に設置されている把持子（この例では４個）により貨物ユニット007がクレ
ーンエンジン 005に接続されるか、貨物ユニットポート　023に接続されるか後者優先択
一的に選択される構造となっている。
【０１１９】
貨物ユニット 007の下縁部には図４３（ｂ）Cに示すように撮像素子Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄが等
間隔に配置されている。 この撮像素子と対応する貨物ユニットポート023の周辺部に図４
３（ｂ）Dに示すように４組のLEDよりなる発光体が設置されている。このLEDと撮像装置
の関係は図３９光学航法の原理(1)におけるLEDと撮像装置の関係と同じで、撮像装置が発
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光LEDの中央にくるように深海クレーン００１の位置と姿勢を制御する。貨物ユニット 00
7の円周部には図４３（ｂ）A a,B b,C c, D dの位置に図４３（ｃ）ｂ，ｃに示す把持体
が設置されている。把持体と把持子の動作は図４４に示す通りである。図４４（ｆ）～（
ｊ）は空荷の貨物ユニット007をクレーンエンジン 005が切り離して、貨物ユニットポー
ト023に切り離し設置し、再度離昇するまでの動作を示した。
【０１２０】
図44（ｆ）は貨物ユニット007とクレーンエンジン005をクレーンエンジン005側把持子171
と貨物ユニット007の把持体170が連接された状態で貨物ユニットポート023にドッキング
する直前を示す。クレーンエンジン005側把持子171　には中心部をキー機構 174が陥入し
ており回転機構175の嵌合部　177を上方より圧迫し、把持体　170が上方に開かないよう
にしている。(g)で貨物ユニットポート023側把持子　171が把持体　170の下側に貫入する
と（ｇ）－＞（ｈ）でクレーンエンジン005側把持子　171のキー機構 174を引き抜き、　
貨物ユニットポート023側把持子　171のキー機構 174を把持体　170の下側嵌合部　177に
押し上げる。回転機構　175を介して把持体　170の下側が閉じ、上側が開く。貨物ユニッ
ト007は貨物ユニットポート023側把持子171に連接された状態となり、クレーンエンジン0
05と貨物ユニット007が切離された状態となる。（ｉ）はクレーンエンジン005が離昇する
状態を示す。
【０１２１】
把持機構は一例を示したが、
（１）後者優先択一　
（２）　ロバストで重量に耐えられること
であれば例にこだわる必要はない。
貨物ユニット007を切離したクレーンエンジン005を１５～２０ｍ離昇させ、１０～２０ｍ
水平移動させて反対側の貨物ユニットポート023にドッキングさせる。離昇および水平移
動は海水比重の状態で水素ガス吸収反応を伴わない状態で行うので、深度および深度変化
率への拘束条件はなく、光学航法107と運行制御系（図２９）を使用して行うことができ
る。このドッキングではクレーンエンジン005と海底資源を積載した貨物ユニットポート
　023上の貨物ユニット007をドッキングさせる。図４３で貨物ユニット 007が貨物ユニッ
トポート　023に連接されている状態でクレーンエンジン 005を降下させ、図４３（ａ）
ＡとＢをドッキングさせる。クレーンエンジン005下面のＡには図４３（ｂ）Ａに示すよ
うに撮像装置A,B,C,Dが設置され、対向する貨物ユニット007上面Ｂには図４３（ｂ）Ｂに
示す発光ＬＥＤを配置して、貨物ユニット007切離しのドッキングと同様のドッキング制
御を行う。
【０１２２】
図４４（ａ）～（ｅ）では、貨物ユニットポート023に接続されている積荷積載の貨物ユ
ニット007をクレーンエンジン 005と接続して、貨物ユニットポート023から切離して、再
度離昇するまでの動作を示す。（ａ）では、貨物ユニット007の把持体　170と貨物ユニッ
トポート023側把持子171が連接している。（ｂ）～（ｄ）でクレーンエンジン005側把持
子171を把持体170にドッキングさせ、（ｃ）（ｄ）で貨物ユニットポート023側把持子171
のキー機構 174を引き抜き、　貨物ユニットポート023側把持子　171のキー機構 174を把
持体　170の上側嵌合部　177に押し下げる。回転機構　175を介して把持体　170の上側が
閉じ、下側が開く。　クレーンエンジン005側把持子171と貨物ユニット007の把持体　170
が連接する。　図４５は把持体と把持子の構造を３角法図面で示したものである。　把持
アーム 178 は６本の棒状の回転機構175を介して支持機構　176に保持され、荷重を負担
する。 
【０１２３】
ドッキング航法系の動作を図４６のフローチャートで説明する。処理ブロック580で資源
回収ユニット切離しドッキング（処理ブロック581）か資源回収ユニット再結合ドッキン
グ（処理ブロック580）に分岐する。処理ブロック581と処理ブロック580はパラメタ以外
の相違はなく光学航法系 図４１の処理ブロック５６０～５６３の処理と同様の処理を行
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って、ＬＥＤ発光体と撮像素子の相対位置関係を求める。光学航法系 図４１との相違は
ＬＥＤ発光体と撮像素子の組み合わせが複数（実施例では４セット）あることである。組
み合わせが４セットあるため、各セットの相対位置から、クレーンエンジン 005または深
海クレーン　001の位置誤差、姿勢誤差を求める必要があり、処理ブロック582でXY面移動
ベクトル、Z軸移動ベクトル、X軸トルク、Y軸トルク、Z軸トルクに統合する。（図４７）
【０１２４】
４ 運用モード制御
図３２に深海クレーンの制御系全体構成を示したが、制御には深海クレーン００１の移動
時に行う航法制御系110と運行制御系（図２９）のほかに移動を伴わないが、次の移動に
備えて液体構成を変える運用モード制御　112 がある。
運用モード制御　112 は深海クレーンの制御系全体を統括する最上位に位置しており、処
理ブロック590で光通信インタフェース453を介して海上母船016の深海クレーン監視制御
システム446からの制御指令を受けとる。
深海クレーン001の運用モードには図４８（ｂ）運用モード一覧に示す１０種類がある。
運用モードには、移動を伴う航路制御と静止状態で液体構成を変更する流体構成制御があ
り、運用モードごとにいずれを実施するか、またその完了条件は何かが図４８（ｂ）運用
モード一覧で規定されている。
【０１２５】
処理ブロック591で図４８（ｂ）の完了条件をチェックし、完了条件が成立していない場
合は現在実行中の運用モードを継続実施する。完了条件が成立した場合には遷移先運用モ
ードを選択する。実際は図７０（ｂ）運用モード一覧の運用モードNoを歩進させる。運用
モードを遷移させるためには遷移先運用モードに対応して図４９～図５８の配管状態、液
体構成を実現する必要がある。処理ブロック593でバルブ、ポンプ操作シーケンスを選択
する。処理ブロック594で遷移先の運用モードに対応して流体制御（処理ブロック595）ま
たは、航路制御（処理ブロック596）のいずれかを選択する。　
【０１２６】
５．流体構成制御
深海クレーン００１の構成要素であるクレーンエンジン005内部の流体構成を入れ替えて
、各運用モードに対応した内部状態を実現するように配管状態を制御して液体構成を変更
させる制御である。図４８（ｃ）処理フロー２は図４９から図５８までの運用モードの移
行の制御を行う。処理ブロック]601は（ｂ）運用モード一覧に示す完了条件の成立をチェ
ックし、処理ブロック602では運用モードに対応して下記（１）～（１０）の制御を行う
。
【０１２７】
（１） 浮上　（運用モード１　図４９）
（ａ）深海クレーン001
前記の、「V　深海クレーン　１　制御系、　２．航法系、３　ドッキング制御」までに
記載した運用を、深海クレーン００１が海底ステーション018、海上母船016と配管接続が
ない状態で独立に行う。深海クレーン001の液体タンク004区画３よりトルエンをＶ１４経
由でＰ３で送出し、浮力タンク003の水素ガスとともに水素ガス吸収反応器009へ導き、Ｍ
ＣＨを生成する。生成したＭＣＨは液体タンク004の区画２にV12経由でP2で送り込む。液
体タンク004の容積変化（容積増）に対しては、液体タンク004の区画５の海水をV7経由で
P5により注排水してこれを打ち消す。
（ｂ）海底ステーション018
深海クレーン001と切り離された状態で水素ガス発生と蓄積をを行う。
海底ステーション018の海中昇降ユニットは水素ガス発生器により発生した水素をバルブN
o.0(V0)を経由してポンプNo.0(P0)により、浮力タンク003に蓄積する。電気分解用の純水
は液体タンク004区画４よりV6,V13を経由してP4により送出する。送出した純水と同容積
の海水をV7経由でP5により液体タンク004区画５に海中より注水する。水素ガス増容に対
応してV2,V8を経由してP1により浮力タンク003区画１内の海水を海中に排水する。浮力タ
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ンク003の圧力は海水圧力にほぼ等しい。
（ｃ）海上司令船
他系と配管接続はなく、独立運用。
【０１２８】
（2） 浮上終了 水素ガスパージ （運用モード2　図５０）
（ａ）深海クレーン001
深海クレーン００１が浮上し海上母船016にドッキングした状態である。浮力タンク003内
に残存している１気圧の水素ガスをV0，V10経由でP0により大気でパージする。
（ｂ）海底ステーション018
深海クレーン001と切り離された状態で水素ガス発生と蓄積をを行う。（１）と同じ。
（ｃ）海上司令船
他系と配管接続はなく、独立運用。
（3） 浮上終了　MCH　Unload （運用モード3　図５１）
（ａ）深海クレーン001
浮上中に生成したMCHを液体タンク004区画２より、V3経由でP2により送出する。海上母船
016では、Vs2経由でPs2によりMCHタンク204に回収する。液体タンク004はV7経由でP5によ
り海水を区画５に注水する。
（ｂ）海底ステーション018
深海クレーン001と切り離された状態で水素ガス発生と蓄積をを行う。（１）と同じ。
（ｃ）海上司令船
深海クレーン００１と連接しMCH移送。
【０１２９】
（4） 下降準備（トルエン充填） （運用モード4　図５２）
（ａ）深海クレーン001
海上母船016のトルエンタンク203よりVs１を経由してPs1によりトルエンを深海クレーン0
01の液体タンク004区画３にV13,V1,P3経由で注入する。
（ｂ）海底ステーション018
深海クレーン001と切り離された状態で水素ガス発生と蓄積をを行う。（１）と同じ。
（ｃ）海上司令船
深海クレーン００１と連接しトルエンを移送。
（5） 下降準備（純水充填） （運用モード5　図５３）
（ａ）深海クレーン001
海上母船016の純水タンク205よりVs3を経由してPs3により電気分解用の純水を深海クレー
ン001の浮力タンク003にV14,V1,P0経由で注入する。
（ｂ）海底ステーション018
深海クレーン001と切り離された状態で水素ガス発生と蓄積をを行う。（１）と同じ。
（ｃ）海上司令船
深海クレーン００１と連接し純水を移送
【０１３０】
（6） 下降 （運用モード6　図５４）
（ａ）深海クレーン001
深海クレーン００１をすべて液体で充填し、海水と同じ比重に設定し、外部との弁を閉鎖
して沈下させる。
（ｂ）海底ステーション018
深海クレーン001と切り離された状態で水素ガス発生と蓄積をを行う。（１）と同じ。
（ｃ）海上司令船
他系と配管接続はなく、独立運用。
（7） 資源回収ユニット交換・移動 （運用モード7　図５５）
（ａ）深海クレーン001
深海クレーン００１をすべて液体で充填し、海水と同じ比重に設定して推進器により移動
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する。
（ｂ）海底ステーション018
深海クレーン001と切り離された状態で水素ガス発生と蓄積をを行う。（１）と同じ。
（ｃ）海上司令船
他系と配管接続はなく、独立運用。
【０１３１】
（8） 下降後処理(水素ガス充填、純水移送）（運用モード8　図５６、
完了状態　図５７）
（ａ）深海クレーン001
海底ステーション018の浮力タンク003に蓄積された水素ガスを海底ステーション018のV0,
P0経由で深海クレーン００１のV0,P0経由経由で深海クレーン００１の浮力タンク003に送
出する。水素ガスは上方にたまるので、純水をV2経由でP1により海底ステーション018の
液体タンク004区画３に送出する。
（ｂ）海底ステーション018
深海クレーン００１と連接し純水を移送
（ｃ）海上司令船
他系と配管接続はなく、独立運用。
【０１３２】
（9）　浮上準備(海水注水　浮力調整完）（運用モード９　図５８）
（ａ）深海クレーン001
水素化反応を起動して海水と比重を同一とし、スムースに離床できるよう浮力タンク003
内の水素ガス容量と海水をV0,P0とV2,P1を制御して調節する。
（ｂ）海底ステーション018
深海クレーン００１と連接し水素ガスを移送
（ｃ）海上司令船
他系と配管接続はなく、独立運用。
 
【０１３３】
V海底ステーション
１　制御系
（１） 目的と機能
海底ステーション018は図６の実施例ではクレーンエンジン005の４ユニットを海底ステー
ションプラットフォーム027で結合したものであり、深海クレーン001の貨物ユニット007
の替りに海底ステーションプラットフォーム027、水素ガス発生装置024、海底ブルドーザ
　019を荷重として浮上、水平移動、降下するものととらえることができる。移動原理は
深海クレーン001と同じで、深海クレーン００１の複合系としてとらえて制御系を構成す
る。
【０１３４】
深海クレーン001との相違点を分析し、パラメタの変更で深海クレーン００１と同様の方
式で対応できることを以下に述べる。
（１）構造・重量
海底ステーション018    図５９
深海クレーン001          図２４
に示すように、海底ステーション018は、深海クレーン001に比べて
ａ．約４倍の重量がある。
ｂ．Ｚ軸方向の水抵抗が大きい。
ｃ．Ｚ軸（鉛直方向）周りの回転対称性がなく、ＸＹ軸（水平方向）方向はスパンが広い
。
ｄ．海底ステーションプラットフォーム027の端部に設置したＺ軸方向の大型推進装置２
００でＸＹ軸周りのトルクを得やすい。
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軸方向の対称性がない。
（２）座標系
海底ステーション018    図６０
深海クレーン001          図２６
とすることで、深海クレーン001と統一的に扱えるようにする。
【０１３５】
（２）推進装置と制御ベクトル
（１）構造・重量 の項で述べた相違点に対応して、大型推進装置200、中型推進装置201
を図５９に示すように配置することにより、移動推力および回転トルクは深海クレーン00
1と同様に図６１（ａ）（ｂ）（ｃ）のようになり、
動特性を深海クレーン001と統一的に扱えるようにする。
海底ステーション018    図６１
深海クレーン001          図２５　図２７
にすなわち、
ａ．深海クレーン001と同様に、上部推進面059、下部推進面060の概念を適用し、推進装
置をＺ軸に直交する2平面（上部平面、下部平面）に集中する。上部推進面059を重心より
高い位置、下部推進面060を重心より低い位置に設定し、ｚ軸に対して深海クレーン001と
同様の位置関係で配置する。
【０１３６】
ｂ．下部推進面060の推進装置は、海底ステーションプラットフォーム027の周辺部の重心
より低い位置に設置し、重量が下部に集中するため推進装置を大型とする。
ｃ．上部推進面059と下部推進面060は重心Ｇ053から等距離には存在しないので、Ｌｔの
替りにLt1、Lt2とする。
深海クレーン001の（数００１）と(数００３)を(数０３７)と（数０３８）に置き換え、
図６２（ｂ）の推進装置に対応した推力ベクトルを

と置き換えることにより、深海クレーン001の(数００１)から（数０３７）はそのまま）
海底ステーション018に適用可能となる。
【０１３７】
【数０３７】



(51) JP 6630876 B2 2020.1.15

10

20

30

40

50

【数０３８】

【０１３８】
（a）位置・速度制御
ａ．１　深度制御
浮上時は構成要素としてクレーンエンジン００５を用いているので深海クレーン001と同
様の制御を行う。
降下時は、海上での降下開始時点で、クレーンエンジン005の浮力タンク003に1気圧の水
素ガスが存在する状態で海底ステーション018の比重を海水と同じ比重を維持しているの
で、海底ステーション018の全タンクに液体を充填すると海水より比重が大きくなり、海
底への軟着陸が不可能となる。海底ステーション018の比重が海面で海水と同じ比重（実
際は若干大きくなるように設定する）となるように浮力タンク003に1気圧の水素ガスを充
填し、推進装置0055で初期降下速度を与えれば、海水抵抗を打ち消す推進を行うだけで、
一定速度で海底に近接する。 降下とともに海水圧が増加し、放置すると水素ガスの体積
が減少して比重が増大して沈下速度が増大することを防止するために、水素ガス発生装置
024で水素ガスを発生させて体積を維持し、浮力を維持しつつ海底ステーション018を降下
させる。
【０１３９】
ａ．２　移動制御
深海クレーン００１と同様の制御を行う。
（b）姿勢制御
深海クレーン００１と同様の制御を行う。
（ｃ） ランデブー
終端制御は海底の指定地点近辺への軟着床と、浮上時の海上司令船０１８のクレーン近辺
への浮上であるため実施要求はない
【０１４０】
制御系の構築手順は深海クレーン００１と下記の同一手順で構成する。
（a）位置速度制御
（b）姿勢制御
（c） 制御量の統合
（d） 制御系の構成　
制御系のブロックダイアグラムについては
海底ステーション018    図６６
深海クレーン001          図２９
に対比する。
海底ステーション018は下記のａ．ｂ．において. 深海クレーン001にない制御を行う必要
があるため、図６６を用いて説明する。
ａ．４台（本実施例の場合）の海中昇降ユニットを海底ステーションプラットフォーム０
２７で統合しているため、
深海クレーン001の場合と異なり
推進器により深度および深度変化を制御して浮力タンク圧と海水圧の偏差を０近辺にする
操作をそのままには適用できない。
ｂ．降下時に水素ガスを発生しつつ浮力を維持しながら降下する必要がある。
【０１４１】
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ａ．項への対応として、図６６においてクレーンエンジン０～３　００５０～００５３は
個別に水素吸収反応器を有する一方、深度は共通であるため、水圧を PW すると各海中昇
降ユニットの圧力はPH0, PH1, PH2, PH3 となり、圧力センサが検出する差圧は

であり、0に近づける必要があるが、浮力タンクに注排水を行って実現すると、水素ガス
体積が不均衡になり、浮力が不均衡になる結果、海底ステーションプラットフォーム０２
７の水平が保てなくなる。海底ステーションプラットフォーム０２７のＺ軸方向推力の推
進装置でバランスをとることも可能であるが、Ｚ軸方向推力は浮上時に圧力の精密制御に
使用するため、Ｚ軸方向推力の推進装置でバランスをとることは最小限にして、水素吸収
反応制御系２５８によりトルエン流量　Ft と反応器温度　T を制御して反応量を変化さ
せて浮力バランスをとるものとする。どの海中昇降ユニットに対して反応量を増減させる
かの制御は統括制御255が各海中昇降ユニットに対する差圧に対して分散が０に近づくよ
うに実施する。効果的には、水素ガス圧を上げるべき海中昇降ユニットに対してはトルエ
ン流量Ftを増加し、水素ガス圧を下げるべき海中昇降ユニットに対してはトルエン流量Ft
を減少させる。
【０１４２】
ｂ．項への対応としては、水素ガス発生装置024を用い、図７７の配管接続で、図６６海
底ステーションの制御系のブロックダイアグラムにおける水素ガス発生ユニット制御系26
8と、個別のクレーンエンジン005対応の弁・ポンプ（Ｖ０，Ｐ０）制御系により各クレー
ンエンジン005の浮力タンク003内の水素ガスモル数を増加させる。増加した水素ガスによ
る浮力が一定となるように図59の大型推進装置200、中型推進装置201により深度を制御す
る。
この操作は浮上時に、「IV　揚収の原理」1.1  水素化反応でのべた時間とともに水素吸
収反応制御系258により水素吸収反応器260を制御して水素ガスのモル数を減少させ、減少
した水素ガスによる浮力が一定となるように海底ステーション018の深度を制御して浮上
することであり、降下時には水素ガス発生装置 024を運転して、時間とともに水素ガスモ
ル数を増やし、個別のクレーンエンジン005対応の弁・ポンプ（Ｖ０，Ｐ０）制御系によ
り各クレーンエンジン005の浮力タンク003内の水素ガスモル数を増加させ、増加した水素
ガスによる浮力が一定となるように図59の大型推進装置200により海底ステーション018の
深度を増加させるという浮上時の逆方向の操作である。
降下時の浮力制御の特性については
海底ステーション018    図６７
深海クレーン001          図２０
に対比する。図２０では時間とともに水素ガスのモル数が減少し海面で１気圧相当になる
のに対して、図６７では、海面で１気圧相当のモル数である状態から出発して、海底では
海底水圧に対応したモル数になるように水素ガスモル数を増加させる運用を示している。
 
【０１４３】
３．航法制御
（１）　構成
航法制御の全容については
海底ステーション018    図６３
深海クレーン001          図３０
に対比する。海底ステーション018では、精密な終端制御が不要であるため光学航法、ラ
ンデブー航法を採用していない分簡略化されている。
海底ステーション018特有の運用として、海底資源を求めて海底での位置を離床して水平
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移動する運用があるが、深海クレーン001の海底での資源回収ユニット交換・移動の運用
の一部と同じである。
制御系の全体構成については、
海底ステーション018    図６４
深海クレーン001          図３２
に対比する。航法制御系の内容が深海クレーン001に比べて簡略化されている（下記）ほ
かは、同一である。
航法制御系の動作については、
海底ステーション018    図６５
深海クレーン001          図３３
に対比する。深海クレーン001に比べて、光学航法とドッキング航法がない分簡略化され
ている。また、離床時は、海底ステーション018が自己位置を保持したまま離床するので
、位置の初期設定は簡略化される。
【０１４４】
（２）　慣性航法
慣性航法系の動作については、
海底ステーション018    図６９
深海クレーン001          図３４
に対比する。図６９（ａ）において、外形の相違に対応してピッチ、ヨー、ロールを深海
クレーン001と同様に割り当てている。処理は共通である。
 
（３）　音響航法
音響測距の原理と実現方法については、
海底ステーション018    図６８
深海クレーン001          図３５
に対比する。図６８（ａ）（ｂ）において、外形の相違に対応して感音素子Ａ～Ｄ　１３
２～１３５および発音素子１３１を４台のクレーンエンジンの００５の頂部と、海底ステ
ーションプラットフォーム０２７の下面に配置した。これに伴う音波の伝搬は図６８（ｃ
）（ｄ）に記すように深海クレーン001と同様に扱えるため、深海クレーン001と同一の音
響航法を利用できる。
（４）　光学航法
海底ステーション018には適用しない。
（５）　ドッキング航法
海底ステーション018には適用しない。
 
【０１４５】
４ 運用モード制御
深海クレーン００１との対比は下記である。
海底ステーション018    図７０
深海クレーン001          図４８
海底ステーション018は降下時に浮力が不足するために水素ガスを浮力タンク003に充填し
て降下するため下記運用が深海クレーン001と異なる。
（ａ）　Ｎｏ．６　降下準備（水素ガス充填）
（ｂ）　Ｎｏ．７　降下
（９）　Ｎｏ．９　降下後処理（浮力削減）
詳細は「５．流体構成制御」で記述する。
 
【０１４６】
５．流体構成制御
深海クレーン００１と共通の構成要素であるクレーンエンジン005内部の流体構成を入れ
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替えて、各運用モードに対応した内部状態を実現するように配管状態を制御して液体構成
を変更させる制御であるので、
原理は深海クレーン００１と同一である。
ただし運用が深海クレーン００１と異なるので図４８に替り図７０を適用する。図７０（
a）（ｃ）処理フロー１、２は図４８と同じである。運用モードの移行は図７９（ｂ）運
用モード一覧と各モードに対応した図７１から図８０の配管系統に従って、下記（１）～
（１０）の制御を行う。
 
（１） 浮上中　（運用モード１　図７１）
（ａ）海底ステーション018
深海クレーン００１と同じ制御を行う。
（ｂ）海上司令船
他系と配管接続はなく、独立運用。
 
【０１４７】
（２） 浮上終了　ＭＣＨ　Unload （運用モード２　図７２）
（ａ）海底ステーション018
深海クレーン００１と同じ制御を行う。
（ｂ）海上司令船
海底ステーション018と連接しMCH移送。
 
（３） 降下準備（トルエン充填） （運用モード３　図７３）
（ａ）海底ステーション18
深海クレーン００１と同じ制御を行う。
（ｂ）海上司令船
海底テーション018と連接しトルエンを移送。
 
（４） 降下準備（純水充填） （運用モード４　図７４）
（ａ）海底ステーション018
深海クレーン００１と同じ制御を行う。
（ｂ）海上司令船
海底ステーション018と連接し純水を移送
【０１４８】
（５） 降下中 （運用モード５　図７５）
（ａ）海底ステーション018
海底ステーション018は、海底より採集鉱石の替りに海底ステーションプラットフォーム0
27、水素ガス発生装置024、海底ブルドーザ　019を荷重として浮上しているので、海面で
積み下ろす荷重はない。海底ステーション018は、クレーンエンジン005の浮力タンク003
に1気圧の水素ガスが存在する状態で海水と同じ比重を維持しているので、浮力タンク003
に液体を充填すると海底ステーション018は海水より比重が大きくなり、海底への軟着陸
が不可能となる。
海底ステーション018全体が海面で海水と同じ比重（実際は若干大きくなるように設定す
る）となるように、降下開始にあたって浮力タンク003に1気圧の水素ガスを充填し、海底
ステーション０１８全体の比重を１．０とする。この状態で降下を開始する。
降下中は水素ガス発生装置024で水素ガスを発生させて浮力を維持しつつ降下させる。図
７７の配管接続で、図６６海底ステーションの制御系のブロックダイアグラムにおける水
素ガス発生制御系268と異なり降下中に外部との弁を閉鎖して沈下させる。
（ｂ）海上司令船
他系と配管接続はなく、独立運用。
【０１４９】
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（６） 海底移動中 （運用モード６　図７６）
（ａ）海底ステーション018
（１）移動準備として海底ステーション018の全体の比重が１．０となるように浮力タン
ク003の水素ガスを水素ガス発生装置により増量し、図１６（ａ）上昇開始の状態にする
。水素ガス増量に伴い、余剰の海水は排出する。
（２）クレーンエンジン005を密閉状態にして大型推進装置２００、中型推進装置２０１
により上昇し、その後、大型推進装置２００、中型推進装置２０１の推進方向を変更して
海底と平行移動して所定位置上で下降し着床する。
着床後は、水素ガスをトルエンに吸着するか放出することにより減容し比重を１．０より
大きくする。
図１５（ａ）は通常運転時の状態を示しており、海底ブルドーザ019用のランプウェイ025
は展開された状態であり、クレーンエンジン005内の水素ガスは海底ステーション018の比
重が１．０より大きくなるように減容されている。
図１５（ｂ）は移動に備えて海底ブルドーザ019を搭載し、ランプウェイ025を収容し、電
気分解により水素ガスを増量し、海底ステーション018の比重を１．０とする。
海底ステーション018は大型推進装置２００、中型推進装置２０１により上昇、水平移動
、下降をおこない着床する。
図１５（ｄ）は水素ガスを減容して海底ステーション018の比重を１．０より大きくした
状態である。
（ｂ）海上司令船
他系と配管接続はなく、独立運用。
【０１５０】
（７） 下降後　浮力削減処理(水素ガス削減）（運用モード７　図７７）
（ａ）海底ステーション018
海底ステーション018の浮力タンク003に蓄積された水素ガスを水素ガス吸収反応器００９
に導きトルエンに吸収させてMCHに変え、V１２,P２経由で液体タンク00４に区画３に送出
する。
水素ガスの減容に対応してV2,V8,P1経由で海水を浮力タンク００３に注入する。
（ｂ）海上司令船
他系と配管接続はなく、独立運用。
 
（８）　浮上準備　浮力増加　（運用モード８　図７８）
（ａ）海底ステーション018
水素ガス発生装置０２４を起動して、浮力タンク003内の水素ガスを増容し海底ステーシ
ョン０１８全体の比重を１．０にして浮上可能とする。
（ｂ）海上司令船
他系と配管接続はなく、独立運用。
 

 
【０１５１】
VIＩ　水素ガス発生装置
海底ステーション 018には図６で示されるように浮力発生を目的として、水素ガス発生装
置024が設置される。水素ガス発生装置の構造は図８0に示す通りで、本発明の実施例では
、海底ステーション 018に4セットのクレーンエンジン0～３が搭載されていることに対応
して４セットの水素発生ユニット0～３　３５１～３５４が設置される。海底ステーショ
ン018の各海中昇降ユニットは図７１～７８に示すようにバルブ６、１３（V6,V13）経由
でポンプ４（P4）により純水を水素ガス発生装置024に送出することができ、図７９のク
レーンエンジン0～３   0050～0053の対応する海中昇降ユニットから調節弁361を経由し
て水電気分解積層ユニット359に導かれる。電気分解用の電気は海底ステーション 018の
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分電盤482より水素発生ユニット0～３　351～354 の分電盤である水素ガス発生ユニット
分電盤480に供給され、安全遮断スイッチ 360を介して水電気分解積層ユニット359に供給
される。水電気分解積層ユニット359は定格連続運転が通常の運用であるが、水素ガス発
生ユニット制御盤482を介して個別水電気分解積層ユニット359ごとに安全遮断スイッチ 3
60のON/OFF、調節弁 361による水流量の調節ができる。水素ガス発生ユニット制御盤482
は、海底ステーション制御システム　431の水素ガス発生制御装置インターフェイス464を
介して海底ステーション監視制御システム　446に制御される。水電気分解積層ユニット3
59で発生した水素ガスは図７１～７８の海中昇降ユニットのバルブ０（V０）経由でポン
プ０（P０）により、浮力タンク 003に蓄積される。
【０１５２】
各海中昇降ユニットに対応する水電気分解積層ユニット359は複数のユニットから構成さ
れている。各水電気分解積層ユニット359は図８０の構造をしており、固体高分子型積層
燃料電池／電気分解装置として公知である。
水素ガス燃料電池は水素ガスと酸素を与えて水を生成しその時発電する装置であるが、同
一構造の装置を逆運転して、水と電力を与えて水を電気分解して酸素ガスと水素ガスを発
生できることが広く知られている。図８０は水電気分解積層ユニットの構造を示しており
公然実施されているものである。水素ガス燃料電池はすでに自動車用として小型耐久性の
あるものが商品化されており、トヨタ自動車MIRAI用では積層370枚、発電能力１１４ｋｗ
、体積３７リットル重量５６ｋｇである。
同等レベルの技術を適用して水電気分解による水素ガス発生装置として構成した場合、海
中昇降ユニット１台あたり5000m海底の500気圧で１日280 m3の水素ガスを発生するために
は、10時間/日　運転する場合、MIRAIレベルの水電気分解積層ユニット1000台、重量で５
６トン、３７m3となる。海底ステーション 018としては、水電気分解積層ユニット４000
台となるが、海底ステーション 018の重量要求からは余裕をもって搭載できる範囲である
。
【０１５３】
コスト面では、運用深度を5000mと想定したが、深度を1/3として1700m、回収鉱石量を1/4
の２５０トン/日とすれば、水電気分解積層ユニットは１４０台に削減できる。水電気分
解積層ユニット/燃料電池の今後の低コスト化と併せて対応すればよい。
水電気分解の性能低下要因は、電極に発生する分解ガスの気泡により電流が妨げられ効率
が低下することが挙げられており、これを防止するために加圧環境で電気分解を行う装置
も商品化されている。このことから、海底の高圧環境は電気分解には好適であり、構造的
にも高圧環境での動作を妨げる要因はない。
積層１層に印加する電圧は電気化学的に決まっており１．４～２Vである。MIRAIの場合、
３７０層で６００Vであるので1層１．６Vである。電気分解用電力は海上母船　016より海
中電力ケーブルで供給するので、海底ステーション 018、深海クレーン001の動特性に影
響を与えないよう水中重量の軽量化、水抵抗の削減が求められるので積層数を増加して高
圧送電に対応することが望ましい。
 
【０１５４】
VIIＩ　電力発生装置
本発明になる海底資源揚収装置では、水素ガス発生のため電力を必要とする。
海上母船　016は洋上の定点に停泊する運用のため、
海面を利用した太陽光発電または搭載発電機による発電を行えば、
発電電力をＭＣＨ（メチルシクロヘキサン）として水素エネルギーとして回収し運搬でき
るため
エネルギー効率向上が図れ、送電と用地確保の必要性も発生しない。
太陽電池を電源として採用する場合、フィルム型のものが急速に進歩しており、マイクロ
インバータの進歩と併せて本発明になる洋上発電装置が実現できる段階となった。
１．潮流と波浪条件
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本発明になる海底資源揚収装置は図５に示す太平洋海域を対象としており、とくに赤道以
北、小笠原近辺までの海域を対象と想定している。図８１（ａ）に示すように、この地域
の海象は気象庁により波高が予報され、図８１（ｂ）に示すように海上保安庁により海流
分布が示される。
海流は０．５～１．５ノットであり、波高は台風、低気圧海域を除いて３ｍ以下である。
【０１５５】
２．電源装置の要件
（１）耐環境性
　　　海面での運用のため防水が不可欠であり、年オーダーの長時間運用であるため耐久
性が必要である。海面での波動、展開・撤収時の曲げ応力がかかるのでフィルム上である
必要がある。
台風時を除いて３ｍまでの波高に耐えられるためには、図８１（ｃ）で海面の挙動を分析
すると、波高０ｍに比して波高３ｍの場合の海面長は０．０５％増えるので、このレベル
の伸縮に耐えればよい。
（２）発電面積
対象海域での日射量は年間2000kWh/m2 とされているので1日では　5.5 kWh//m2 となる。
発電効率10%（２０２０年）で　0.55 kWh/m2となる。
海底５０００ｍから日量１０００トン揚収するとすると 500atmの水素を１０００ｍ３発
生する必要がある。所要電力は2500MWhであるので、発電面積は４．５ｋｍ２となる。
海底5000mからの揚収を1/3として1700mとし、回収鉱石量を1/4の２５０トン/日に削減す
れば、発電面積は０．３８ｋｍ２となる。
（３）展開および撤収
台風時には破損を避けるために撤収し、通過後展開する。少人数の関与で２～３時間で展
開、撤収を完了する。
（４）保守性
　　　大面積となるため、部分的に不具合を検出して船上で交換可能でなくてはならない
。
【０１５６】
３．洋上太陽光発電装置
　　「２．電源装置の要件」に合致する実施例を図８２～８９に示す。なお、洋上太陽光
発電装置は海上司令船０１８に搭載される発電機で代替することができる。
（１）太陽電池の構造
図８２（ａ）に太陽電池の展開状態を示す。海上母船016より、海流 410の下流側に向け
てストリップ上の太陽電池を複数展開する。海上母船016は定点停止しているので、０．
５～１．５ノットの海流に流されて展開する形となる。牽引索 403により太陽電池ストリ
ップは海上母船016に連繋される。
図８２（ｂ）は太陽電池ストリップ401を図示したもので、先端に自走式太陽電池展開装
置404を設け、展開時には太陽電池ストリップ401を巻出しながら前進展開し、撤収時には
太陽電池ストリップ401を巻取りながら後退撤収する。海上母船016側は相互に連接された
太陽電池ストリップ牽引板390が牽引索 403で牽引される構造となっており、太陽電池ス
トリップ 401の端にある太陽電池ストリップ終端棒391が太陽電池ストリップ牽引板390に
連接される。
太陽電池ストリップ401は帯状に連接された太陽電池ユニット412で、一定長の太陽電池フ
ィルム 400を発泡プラスティックス 407シートに張り付け保護膜 402で密封し覆って太陽
電池ユニット412を構成している。太陽電池ユニット412は自重で海面に浮かぶ。
保護膜 402は太陽電池フィルム 400を海水等の環境から防護するほか、太陽電池ユニット
412の強度強化を担う。マイクロインバータ 405は太陽電池フィルム 400が発生した直流
電圧を交流に変換して、ACケーブル 406に集電するための半導体回路であり、太陽電池ユ
ニット412毎に設けられる。
【０１５７】
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太陽電池ストリップ401は自走式太陽電池展開装置404の回転ドラム415（図８４）に巻き
取って収納するが、太陽電池ユニット412の厚さが５ｍｍである場合、半径０．５ｍの回
転ドラム415に半径２ｍになるまで巻き取ることにより約５ｋｍの太陽電池ストリップ401
を収納できる。マイクロインバータ 405は近年進歩が進んでいるが半導体回路であるため
厚さ４ｍｍで構成することに本質的障害はなく、太陽電池ユニット412の内部に埋め込む
構造とする。
太陽電池ユニット412は隣接する太陽電池ユニット412とジッパージョイント 408で連接す
る。これは、太陽電池ユニット412が故障したとき、海上母船016上で交換保守可能とする
ものである。さらにジッパージョイント 408部に弾性を持たすことにより太陽電池ストリ
ップ401に対する波動等による応力を吸収する役目も持たせる。
太陽電池ストリップ401の側辺には乗り上げ防止フィン 409を設け、隣接の太陽電池スト
リップ401に乗り上げないようにする。乗り上げ防止フィン 409は巻取時には平坦になる
ように弾性を持たせる。
【０１５８】
太陽電池ストリップ401は図８６の巻取ホイール414の回転ドラム415に巻き取った状態で
海上母船016に収納され、目標海域で展開される。台風近接時には展開していた太陽電池
ストリップ401を短時間（２～３時間）に少数の関与人員で撤収し、海象回復後は再展開
する必要があり、撤収と再展開を可能とする方式と構造を有しなくてはならない。図８４
は太陽電池ストリップ401の展開および撤収用に用いる自航式太陽電池展開装置の構造を
示す。
牽引クレードル411は中央部に巻取ホイール414を収納して洋上を航走して太陽電池ストリ
ップ401を巻出しまたは巻取を行う浮上体で、全部両舷に推進モーター420を設け水流ジェ
ットにより前進、後退および変針が可能である。牽引クレードル411中央部には巻取ホイ
ール414を収納する穴があり、巻取ホイール414の中心コア413の固定装置　417により牽引
クレードル411に固定される。固定装置417および中心軸425、巻取モーター416、回転伝達
装置　418 は固定装置４１７に固着され、牽引クレードル411に固定される。
回転ドラム415は、回転軸受424を介して中心軸425と接し、巻取モーター416の回転を回転
伝達装置418により伝達される。巻取モーター416により、回転ドラム415は正転または逆
転をして、太陽電池ストリップ401の巻出しまたは巻取をおこなう。牽引クレードル４１
１の前部海中にオッターボード（トロール漁業の網展開に用いられる）と呼ばれる水中翼
を設け、位置制御モータードライブ装置４２９により方向を調整することにより、展開後
、潮流により太陽電池ストリップ４０１の方向を推進モーター４２０によらずに制御する
ことができる。位置制御モータードライブ装置４２９は太陽電池ストリップ自航式展開制
御システム４２８ (図. 87)により制御する。
図８５は自航式太陽電池展開装置の上面図および側面図である。牽引クレードル411は自
己形状保持が可能で、巻取ホイール414の中心コア413の回転を防止できるだけの浮力があ
れば樹脂製の空洞体でも、空気膨張のゴムボートでもよい。牽引クレードル411の移動速
度は
太陽電池ストリップ401の展開撤収速度より秒速１ｍ近辺である。
【０１５９】
（２）太陽電池の展開と撤収
図８３は太陽電池ストリップ401の展開および撤収の手順を示したものである。
図８３（１）（２）（３）は順次、自走式太陽電池展開装置404を牽引索 403に連続して
繋ぎ、潮流の下流に向かって流している図である。図８３（４）（５）は牽引索 403を伸
展させて自走式太陽電池展開装置404を海流 410に直角となるようにする手順を示す。
図８６を用いて太陽電池ストリップ401の展開時の太陽電池ストリップ牽引板390の動作を
示す。
太陽電池ストリップ牽引板390は相互に太陽電池ストリップ牽引板ジョイント 392で接続
され牽引索 403で海上母船016に牽引される（図８３（ａ４））。各太陽電池ストリップ
牽引板390には牽引クレードル411が牽引クレードル把持アーム 393で接続される。太陽電
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池ストリップ牽引板　390には太陽電池ストリップ 401の末端となる太陽電池ストリップ
終端棒391が太陽電池ストリップ終端棒把持アーム 395 で把持される。
牽引クレードル把持アーム 393 および太陽電池ストリップ終端棒把持アーム 395はそれ
ぞれ、牽引クレードル把持アーム駆動機構 394および太陽電池ストリップ終端棒把持アー
ム駆動機構 396により把持と解放を制御できる。（図８６（ｂ）） 
図８３（１）～（３）では、牽引クレードル411に太陽電池ストリップ 401を巻き取って
ある巻取ホイール414を投入設定し、太陽電池ストリップ終端棒391を太陽電池ストリップ
終端棒把持アーム 395で把持する。
太陽電池ストリップ401が太陽電池ストリップ牽引板390に接続され、集電ケーブル 397が
太陽電池ストリップ401に接続される。 
図８３（５）で牽引クレードル把持アーム 393 を解放して推進モーター　420、421を駆
動して自走式太陽電池展開装置404を前進させる（図８３（６））。太陽電池ストリップ4
01の撤収は展開と逆の手順を行う。
【０１６０】
（３）太陽電池ストリップ自航式展開制御システム
自走式太陽電池展開装置404は図８７の太陽電池ストリップ自航式展開制御システム467に
より制御される。GPS　419により自走式太陽電池展開装置404の位置を知る、光インター
フェイス453を介して電源装置監視制御システム450（図９０）より展開／撤収指令を受け
る。演算装置442は回転数制御モータート゛ライフ゛装置 423を介して回転ドラム415の巻
取モーター416および右舷推進器モーター420、左舷推進器モーター 421を制御する。位置
制御モータードライブ装置４２９は展開後、潮流による展開方向制御のためオッターボー
ド４２６の方向を制御する。
太陽電池ストリップ自航式展開制御システム467の目的は、太陽電池ストリップ401の展開
／撤収速度を指定値（一定値）に制御すること、太陽電池フィルム400にかかる張力を一
定に制御すること、および自走式太陽電池展開装置404の進行方向を指定の方向にするこ
とである。
図８８、８９に太陽電池ストリップ自航式展開制御システムの動作を示す。
電源装置監視制御システム450からの指令を受信し（処理ブロック700）指令内容と現在状
態
により分岐する（処理ブロック701,702）。初期状態で展開前準備指令を受けると（処理
ブロック703）太陽電池ストリップ 401の展開方位および展開ラインを設定し（処理ブロ
ック７０７）、展開方位と現在方位が一致していない場合には左舷および右舷推進器モー
ターにより現在方位修正する（処理ブロック710）。
電源装置監視制御システム450からの指令が「展開」の場合には左舷および右舷推進器モ
ーターを制御してクレードル進行方位と進行速度を指定値に制御する（処理ブロック７１
１）。さらに太陽電池ストリップ 401の張力を一定値に制御する（処理ブロック７１２）
。展開完了位置を達成すると処理を終了する（処理ブロック713,714）。電源装置監視制
御システム450から「運用（発電）」の指令を受けるとオッターボードを制御して太陽電
池ストリップ４０１の展開方向を指定値に制御する。必要に応じて左舷および右舷推進器
モーターを制御し、太陽電池ストリップ 401の張力を一定値に制御する（処理ブロック71
5,716）。電源装置監視制御システム450から「撤収」の指令を受けると展開と逆方向の制
御を行う。速度および張力の制御は、製紙、圧延などで古くからモーター制御として実施
されている技術である。
【０１６１】
IX　監視制御システム
１．システム構成
図９０に海底資源採集装置全体の監視制御システム構成を示す。各システムの機能は、こ
こまでに述べてきた機能を計算機で実現するものであるが、海上母船016以外は無人であ
るので、海上母船016ですべての監視制御を行う。　
深海クレーンコンソール441は各深海クレーン001の監視制御を各深海クレーン001ごとに
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設置されている深海クレーン制御システム430を介して行う。
海底ステーションコンソール442は海底ステーション018の監視制御を各海底ステーション
018ごとに設置されている海底ステーション制御システム431を介して行う。　海底ブルド
ーザ 019は海底ステーションコンソール442より海底ステーション監視制御システム４４
８、光ケーブル４５２を介して遠隔操作で運転する。電源装置コンソール443は電源装置
制御システム432を介して各太陽電池ストリップ展開制御システムを制御する。
２．電源システム
図９１に全体構成を示す。
水素ガスの発生にもっとも電力を消費するが、洋上での太陽光発電は1つの供給源例であ
る。海上母船016上に発電機を設置してもよい。充電装置483を設置すると太陽光発電電力
を充電し水素ガス発生を時間的に平準化することにより水素ガス発生装置を削減すること
ができる。
 
【０１６２】
X　運転方法
１．　連続運用の要件
本発明になる海底資源採収装置の運用においては、海上母船０１６より継続的にトルエン
と純水と電力を供給して、深海クレーン００１より継続的に採集鉱物とMCHを継続的に回
収し、さらに、海底ステーション０１８の海底深度の変更を含む設置位置の変更を行いな
がら継続卯的に運用する必要がある。運用の手順は、下記である。
（１）対象海域の海底に海底ステーション０１８を海上母船０１６より降下させて着床さ
せる。
（２）海底ステーション０１８の比重を海水より大きくして、海底に定位し、海底ブルド
ーザ０１９を海底に展開する。
（３）海上母船016より、深海クレーン００１を海底ステーション０１８に向けて降下さ
せ、鉱物収集装置０２０が採集集積した鉱物を深海クレーン００１に搭載し、水素ガスを
充填して　海上母船０１６に向けて浮上させる。（（３）は海底ブルドーザ 019が海底ス
テーション０１８周辺の鉱物を採集し終わるまで繰り返す）
【０１６３】
（４）海底ステーション０１８を海底より離床させ着床位置を変更する。この時、深度を
変更しないで水平位置のみ移動する場合、より深度の大きい地点へ移動する場合、より深
度が小さい地点へ移動する場合がある。移動した地点で（３）の運用を繰り返す。着床位
置の変更には、鉱物収集装置０２０を海底ステーション０１８に回収して、海底ステーシ
ョン０１８の比重を水素ガス発生により周囲海水と同一としてから海底より離床させ、目
的地点で着床させて、（２）と同様の操作を行う。
（５）上記の（２）（３）（４）の運用は海底ステーション０１８を海上母船０１６に回
収して保守・整備を行うまで繰り返す。
（６）海底ステーション０１８を海底から離床させて海上母船０１６に回収する。
深海クレーン００１と海底ステーション０１８を、トルエン、純水、MCH、採集鉱物の周
囲海水との比重と圧力のバランスを維持しながら、海底と海面間で継続的に往復させる必
要がある。このため、深海クレーン００１と海底ステーション０１８のトルエン、純水、
MCH、採集鉱物の配分と量的な制約を明確にして、継続的運用を行うための条件を以下に
示す。
 
【０１６４】
１．１　略号と諸元の定義
（１）物理定数は表０１（ａ）に従う。
（２）深海クレーン００１と海底ステーション０１８の機器重量と寸法は、以下の例では
「Ｉ　概念と実現性　４．実現性」で述べた諸元の体積重量レベルで０．４倍を想定して
いる。
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深海クレーン００１の諸元は表０１（ｂ）であり、海底ステーション０１８の諸元は表０
１（ｃ）である。

 
【０１６５】
【表０１】

【０１６６】
１．２　構成物の物性
海底資源採収装置を構成する流体（気体、液体）の物性は下記である。水素ガスのみが気
相であり、その他は液相である。モル数は圧力によらず一定であること、流体の出入りは
緊急事態対応を除いて海面と海底以外ではないので、上昇・下降・移動過程ではモル数は
一定としてよい        ことから流体はモル数を基準に表現し分析する。              
             
（１）水素ガス　　　
ａ. モル数(10E6)　　MＨ
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b. 重量(ton)　　　　　WＨ　＝　MＨ＊mH
c. 体積(m3)　　　　　VＨ　＝　（MＨ／Ｐ）＊Ｍｏｌ＊１０００
（２）トルエン
a. モル数(10E6)　　 MＴ 
b. 重量(ton)　　　　　WＴ ＝　MＴ＊mT
c. 体積(m3)　　　　　VＴ　＝　MＴ＊mT／ρT

【０１６７】
（３）MCH
a. モル数(10E6)　　 MＭ
b. 重量(ton)　　　　 WＭ　＝　MＭ＊mM 
c. 体積(m3)　　　　　VＭ　＝　MＭ＊mM／ρM

 
（４）純水
a. モル数(10E6)　　 MＷ 
b. 重量(ton)　　　　　WＷ　＝　MＷ＊mW
c. 体積(m3)　　　　　VＷ　＝　MＷ＊mW
 
【０１６８】
１．３　上昇・下降・移動過程での反応
上昇・下降・移動過程で周囲海水と同一比重、同一圧力を実現するために下記反応を行う
。
（ａ）上昇　　　浮力を得るために必ず気相の水素ガスを含むため、有機ハイドライド反
応を行う。
（ｂ）下降　　　気相の水素ガスを含む場合　　　水電気分解による水素ガス発生反応
　　　　　　　　気相の水素ガスを含まず、すべて液相である場合　　反応を行わない
 
（１）有機ハイドライド反応
以下で添え字０は初期値、Δは初期値からの変化分を示す。
MＨ＝MＨ０＋ΔMＨ
MＴ＝MＴ０＋ΔMＴ
MＭ＝MＭ０＋ΔMＭ
反応条件より、
ΔMＴ＝　　ΔMＨ／３
ΔMＭ＝－ΔMＨ／３
このとき、浮力Ｆ（上向きが正）は下記となる。
Ｆ＝（VＨ－WＨ）＋（VＴ－WＭ）＋（VＴ－WＴ）－（XB ＋XL）
モル数で表現するよう変形して
Ｆ＋（XB ＋XL）＝MＨ（１０００＊Ｍｏｌ／Ｐ－mH）＋（１／ρT－１）MＴ＊mT＋（１／
ρM－１）MＭ＊mM
が成り立つ。
【０１６９】
異なる深度の圧力　Ｐ０　，Ｐ０＋ΔＰ　に対応する浮力をＦ０，Ｆ１とすると
Ｆ０＋（XB ＋XL）＝MＨ０（１０００＊Ｍｏｌ／Ｐ０－mH）＋（１／ρT－１）MＴ０＊mT
＋（１／ρM－１）MＭ０＊mM
Ｆ１＋（XB ＋XL）＝（MＨ０＋ΔMＨ）（１０００＊Ｍｏｌ／（Ｐ０＋ΔＰ）－mH）
＋（１／ρT－１）（MＴ０＋ΔMＴ）＊mT
＋（１／ρM－１）（MＭ０＋ΔMＭ）＊mM
が成り立つ。
有機ハイドライド反応条件を組み込んで次式を得る。
【０１７０】
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（数０３８）              
ΔMＨ＝（（１０００＊Ｍｏｌ＊ΔＰ＊MＨ０）／（Ｐ０＊（Ｐ０＋ΔＰ））＋（Ｆ１－Ｆ

０））
　／（　　－（１０００＊Ｍｏｌ／（Ｐ０＋ΔＰ）＋mH）
＋（１／ρT－１）＊mT／３
＋（１／ρM－１）＊mM／３　　）
 
Ｐ０， MＨ０　は初期値として与えられ、ΔＰは深度差に対応した圧力差，Ｆ０とＦ１は
初期位置と移動先での浮力であり、浮上および降下過程ではいずれも０に設定する。
 
【０１７１】
（２）水電気分解
以下で添え字０は初期値、Δは初期値からの変化分を示す。
異なる深度の圧力　Ｐ０　，Ｐ０＋ΔＰ　に対応する浮力をＦ０，Ｆ１とすると、有機ハ
イドライド反応と同様に下記が成り立つ。
Ｆ０＋（XB ＋XL）＝MＨ０（１０００＊Ｍｏｌ／Ｐ０－mH）＋（１／ρT－１）MＴ０＊mT
＋（１／ρM－１）MＭ０＊mM
Ｆ１＋（XB ＋XL）＝（MＨ０＋ΔMＨ）（１０００＊Ｍｏｌ／（Ｐ０＋ΔＰ）－mH）
＋（１／ρT－１）（MＴ０＋ΔMＴ）＊mT
＋（１／ρM－１）（MＭ０＋ΔMＭ）＊mM
水の電気分解の反応条件である、
ΔMＴ＝０
ΔMＭ＝０
MＷ＝MＷ０―ΔMＷ
MＨ＝MＨ０＋ΔMＨ
を組み込んで次式を得る。
（数０３９）
ΔMＨ＝（（１０００＊Ｍｏｌ＊ΔＰ＊MＨ０）／（Ｐ０＊（Ｐ０＋ΔＰ））＋（Ｆ０－Ｆ

１））
　　　　　／（（１０００＊Ｍｏｌ／（Ｐ０＋ΔＰ）－mH））
初期値として
（数０４０）
MＨ０＝（Ｆ０＋（XB ＋XL）－（１／ρT－１）MＴ０＊mT－（１／ρM－１）MＭ０＊mM）
／（１０００＊Ｍｏｌ／Ｐ０－mH）
Ｐ０， MＨ０　は初期値として与えられ、ΔＰは深度差に対応した圧力差，Ｆ０とＦ１は
初期位置と移動先での浮力であり、浮上および降下過程ではいずれも０に設定する。
 
【０１７２】
２．　連続運用の構成
（数０３８）（数０３９）（数０４０）で規定される拘束条件のもとで、１．　連続運用
の要件　（１）～（６）に従い連続的に深海クレーンと海底ステーションを運用して海底
から鉱物を揚収する運用を構成する。図９２～９４はこの運用例を図示し、表０２～表０
９は対応する数値を示したものである。
図９２は海底ステーション０１８の移動先が同一深度の場合（１５００ｍ－＞１５００ｍ
）であり、
図９３は海底ステーション０１８の移動先がより浅い深度である場合（１５００ｍ－＞１
２００ｍ）であり、図９４は海底ステーション０１８の移動先がより深い深度である場合
（１５００ｍ－＞１８００ｍ）である。図９２から図９４の表記するところの意味を以下
に概説する。横軸は時間の推移を示し、横軸の上側は;海中深度を示し、横軸の上側が海
底深度である。横軸の下側は海底着床状態での浮力を示す。浮力が負であるとは海底で水
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中重量が正であり、重力で着床していることを意味する。海底ステーション０１８は比重
が周囲海水より大きくないと海底に固定できないので、着床時には負の浮力に維持する必
要がある。スケールのＸとは－１．０Ｘで深海クレーン００１の定格負荷荷重相当を表す
。深海クレーン００１への水素ガス充填、鉱石の積載で浮力がそれぞれ約１．０Ｘ変動す
るので、海底ステーション０１８の浮力を－０．２Ｘからー１．５Ｘ　（水中重量として
は０．２Ｘから１．５Ｘ）の範囲で変動するように運用する。水中重量が大きくなると浮
上するときの所要エネルギーが増大し、海底地盤の保持力に問題が生じる可能性があるた
めである。
【０１７３】
深海クレーン００１の浮上と海底ステーション０１８の浮上には水素ガスの発生が必要で
、純水が電気分解用に必要となる。このことから、海底ステーション０１８では常時、必
要な純水とトルエンを保持し、発生したＭＣＨは深海クレーン００１の上昇時に洋上に回
収する。海底において余剰の純水は投棄できても、トルエンとＭＣＨは環境汚染防止のた
め投棄は許されない。
図９２～９４で深海クレーン００１の１号機から４号機（図中、○印に１から４））は、
図中横座標軸（時間軸）の上側で時間に対する深度の変化として挙動が実線で示され、海
底ステーション０１８と海上母船０１６の間を往復しランデブー＆ドッキング（図中、○
印に　Ｉ）の期間、海底ステーション０１８の位置にとどまる。
図９２～９４で海底ステーション０１８は、図中横座標軸（時間軸）の上側で時間に対す
る深度の変化として挙動が太点線で示され、（１）Ｐｈ０“降下”で海底に着床後は、“
移動”の期間（（６－Ｕ）Ｐｈ５－Ｕ“移動Ｕｐ”、（６）Ｐｈ５“移動”および（６－
Ｕ）Ｐｈ５－Ｄ“移動Ｄｏｗｎ”）以外は、（１１）Ｐｈ６“浮上”まで水中重量が正（
負の浮力）の状態で海底に静止している。
水中重量（負の浮力）の時間推移を時間軸の下側に表示している。
以下、「１．連続運用の要件　（１）～（６）」の実現方法を図９２～９４と表０２～０
９を参照しながら（１）Ｐｈ０～（１１）Ｐｈ６までに分割して説明する。
 
【０１７４】
２．１　深海クレーン
図９２～９４で深海クレーン００１の１号機から４号機（図中、○印に１から４））は、
図中横座標軸（時間軸）の上側で時間に対する深度の変化として挙動が実線で示される。
次の（１）から（５）の動作を繰り返して、海底より鉱石を揚収する。
表０２は深度１５００ｍの海底に対する運用、
表０３は深度１２００ｍの海底に対する運用、
表０４は深度１８００ｍの海底に対する運用、
の各場合についての海面よりの下降開始時点、海底より浮上時点、海面到着時の気体・液
体構成を示す。
（１）“深海クレーン降下前準備”（図中、○印にＪ）
トルエンは浮上時に有機ハイドライド反応で消費するので、その分を降下時に補給する。
純水は深海クレーン001および海底ステーション018の浮上時に使用する水素発生用に補給
する。トルエン、純水、MCHの配分は全体の比重が海水と同じとなるように決め、海上母
船016で降下前準備（図中、○印にＪ）で充填する。
（２）“降下”　利用する反応なし（図中、○印にＣ）
深海クレーンには気体を含めず液体のみを充填する。従って降下時水圧により比重はほと
んど変化しないので、有機ハイドライド反応、水素発生を行わずに同一組成で海底に着床
する。
【０１７５】
（３）“ランデブー＆ドッキング”（図中、○印にＩ）
深海クレーン001が海底ステーション018とランデブーしドッキングした時点で、降下時に
搭載していた純水を海底ステーション018に全部移送し、トルエンを一部移送する。
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MCHは海底ステーション018の移動時と浮力調整時に蓄積されるので浮上時に深海クレーン
001に可能な限り充填し、揚収鉱物を積荷として搭載し、さらに水素を充填して浮力を得
て深海クレーン001全体の比重を海水と同一にして浮上開始できる状態とする。
“浮上開始”時の気体・液体構成は浮上過程で有機ハイドライド反応により周囲海水と等
圧、同比重を（数０３８）により満足させられれば良く、下記（ａ）～（ｈ）はいずれも
この条件を満足させることができる実施例である。
（ａ）表０２　深度１５００ｍ　積荷重量１００ｔｏｎ　通常モード　“浮上開始”
（ｂ）表０２　深度１５００ｍ　積荷重量１００ｔｏｎ　ＭＣＨ回収モード“浮上開始”
（ｃ）表０３　深度１２００ｍ　積荷重量１００ｔｏｎ　通常モード“浮上開始”
（ｄ）表０３　深度１２００ｍ　積荷重量１００ｔｏｎ　ＭＣＨ回収モード“浮上開始”
（ｅ）表０４　深度１８００ｍ　積荷重量１００ｔｏｎ　通常モード“浮上開始”
（ｆ）表０４　深度１８００ｍ　積荷重量１００ｔｏｎ　ＭＣＨ回収モード“浮上開始”
（ｇ）表０５　深度１５００ｍ　積荷重量１１．６２ｔｏｎ　トルエン全回収モード“浮
上開始”
（ｈ）表０５　深度１５００ｍ　積荷重量３１．００ｔｏｎ　ＭＣＨ全回収モー“浮上開
始”
【０１７６】
（ａ）（ｃ）（ｅ）はトルエンとＭＣＨを消費量・生成量見合いで設定した比率であり、
（ｂ）（ｄ）（ｆ）は海底にＭＣＨが過剰に蓄積されないよう揚収量を最大限近くに設定
した比率で、通常の運用では（ａ）（ｃ）（ｅ）と（ｂ）（ｄ）（ｆ）の中間値を選択し
て連続運用を行う。
（ｇ）は積荷重量を犠牲にして水素を含まない全液体の構成でトルエンを最大容量である
２００ｍ３揚収する運用であり、（h）は積荷重量を犠牲にして水素を含まない全液体の
構成でＭＣＨを最大容量である２００ｍ３揚収する運用である。いずれも気体を含まない
ため、有機ハイドライド反応および電気分解による水素発生を行わずに余剰トルエンまた
はＭＣＨを海底から回収できる例で数値は中間値に設定することも可能である。これによ
り連続運用の過程で発生する液体種別の偏り修正が可能となる
【０１７７】
（４）浮上　有機ハイドライド反応（図中、○印にＡ）
深海クレーン００１は海底の海底ステーション０１８より有機ハイドライド反応を行いな
がら周囲海水と同一圧力、同一比重の条件を維持しながら海面に到達する。深海クレーン
００１の気体・液体構成は下記に従う。
（ａ）表０２　深度１５００ｍ　積荷重量１００ｔｏｎ　通常モード　“浮上開始”―＞
“海面到着”
（ｂ）表０２　深度１５００ｍ　積荷重量１００ｔｏｎ　ＭＣＨ回収モード“浮上開始”
 ―＞“海面到着”
（ｃ）表０３　深度１２００ｍ　積荷重量１００ｔｏｎ　通常モード“浮上開始” ―＞
“海面到着”
（ｄ）表０３　深度１２００ｍ　積荷重量１００ｔｏｎ　ＭＣＨ回収モード“浮上開始”
 ―＞“海面到着”
（ｅ）表０４　深度１８００ｍ　積荷重量１００ｔｏｎ　通常モード“浮上開始” ―＞
“海面到着”
（ｆ）表０４　深度１８００ｍ　積荷重量１００ｔｏｎ　ＭＣＨ回収モード“浮上開始”
 ―＞“海面到着”
（ｇ）表０５　深度１５００ｍ　積荷重量１１．６２ｔｏｎトルエン全回収モード
“浮上開始” ―＞“海面到着”
（ｈ）表０５　深度１５００ｍ　積荷重量３１．００ｔｏｎ　ＭＣＨ全回収モード
“浮上開始” ―＞“海面到着”
（５）深海クレーン浮上後処理（図中、○印にＫ）
海上母船０１６に深海クレーン００１が到着すると揚収鉱物の積荷とＭＣＨを積降し、運
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８に向け降下させる。
連続運用では上記（１）～（５）を繰り返し実行する。
【０１７８】
【表０２】

【０１７９】
【表０３】

【０１８０】
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【表０４】

【０１８１】
【表０５】

【０１８２】
２．２　海底ステーション
海底ステーション０１８の海中での挙動は図９２～９４（１）Ｐｈ０“降下”から（１１
）Ｐｈ６“浮上”　までを太点線で示す。
（１）　Ｐｈ０　“降下”
図９２～９４　（１）Ｐｈ０　“降下”　部分では海底ステーション０１８は水分解反応
（図中、○印にＢ）を実施しながら海面から海底へ降下し着床する。海底ステーション０
１８はすべてのタンクを液体で充填しても海水比重より大きいので、海面で浮力タンクに
水素ガスを充填して全体の比重を海水と同じとしたうえで降下せざるを得ない。このため
、降下中に海底ステーション018の内部圧力と比重を周囲海水と等しくするために電気分
解で水素ガスを発生させる。
表０６　において、（１）Ｐｈ０　“下降開始”　の気体・液体構成から（１）　Ｐｈ０
“海底到着” の気体・液体構成に変化する。
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（２）　Ｐｈ１　“展開“
図９２～９４　（２）Ｐｈ１　“展開”　部分（図中、○印にＡ、Ｄ）に対応する。海底
ステーション018は海底着床後、海底ブルドーザ０１９を積下すが、この間安定的に着床
している必要がある。着床時には周囲海水と同一比重であるので、海底ブルドーザ０１９
を積下しても海底ステーション018が浮上しないように、必要な大きさの水中重量（負の
浮力）を与えておく必要がある。この目的で浮力タンク中の水素ガスを有機ハイドライド
反応で吸収させる。（ＭＣＨが発生）
表０６　（１）Ｐｈ０の “海底到着” の気体・液体構成から、（２）Ｐｈ１の“浮力削
減” の気体・液体構成に変化する。図９２～９４　（２）Ｐｈ１　“展開”　部分（図
中、○印にＤ）で海底ブルドーザ０１９を海底ステーション018より自力走行させて海底
に下す。（“ブルドーザ展開”）
表０６　（２）Ｐｈ１の“ブルドーザ展開”で海底ステーション018の総重量が海底ブル
ドーザ０１９の分軽くなる。
【０１８３】
（３）　Ｐｈ２　“鉱石採集と積載・送出（初回）”　
図９２～９４　（３）Ｐｈ２　“鉱石採集と積載・送出（初回）”　部分（図中、○印に
Ｃ、Ｇ、Ｈ）に対応し、○印にＧの部分では、海底ステーション018の水中重量は海底ブ
ルドーザ０１９が海底ステーション018に設置された貨物ユニット００７に鉱石を投入す
るため太実線で示すように採集鉱石の水中重量の分増大する。
表０６　（３）Ｐｈ２において　“鉱石積載”から“深海クレーン到着”に、海底ステー
ション018の状態が移行するが、ここでは気体・液体構成に変化はない。
図中、○印にＨの部分では、採集鉱石を搭載した貨物ユニット００７にクレーンエンジン
００５がドッキングすることにより深海クレーン001への採集鉱石の積載が行われ、荷重
が海底ステーション018から深海クレーン001に移行する。、○印にＨの部分の水中重量変
動はこのことを示す。
図ii○印に　Ｆの部分では、海底ステーション018に蓄積されている水素ガスを深海クレ
ーン001に充填することにより深海クレーン001の比重が周囲海水と同一となり浮上への発
進準備が完了する。 一方、海底ステーション018は水素の浮力を失うので、○印にＦの部
分で“水素ガス充填”により水中重量が増大する。
図９２～９４　（３）Ｐｈ２では、深海クレーン001に充填する水素ガスは（１）Ｐｈ０
で降下時に発生した水素ガスを使用する点が（４）Ｐｈ３との相違であり、海底着床後1
回目のみの運用である。表０６　（３）Ｐｈ２において“到着”から“水素充填／発進”
までは到着した深海クレーン001に対して鉱石を積載し、純水を積下し、水素の充填等、
気体・液体充填を実施する。
この間の気体・液体構成の変化を示す。
【０１８４】
（４）　Ｐｈ３　　“鉱石採集と積載・送出（繰返し）”　
図９２～９４　（５）Ｐｈ３　“鉱石採集と積載・送出（繰返し）”　部分（図中、○印
にＢ、Ｇ、Ｈ）に対応する。水電気分解（図中、○印にＢ）により海底ステーション018
に水素ガスを蓄積する以外は「（３）　Ｐｈ２　“鉱石採集と積載・送出（初回）”」と
同一である。深海クレーン001への充填用水素ガスを深海クレーン001到着ごとに供給する
必要があることに対応する。（４）Ｐｈ３は海底ステーション０１８の位置を変える必要
がない限り繰り返し実施する。海底での位置を変更して鉱物収集を行う場合は「（５）Ｐ
ｈ４　“移動準備”」へ移行する。海面に浮上して海上母船016に海底ステーション018を
収容する場合は 、「（１０）Ｐｈ４　“浮上準備”」へ移行する。
【０１８５】
（５）　Ｐｈ４　“移動準備”
図９２～９４　（５）Ｐｈ４　“移動準備”部分（図中、○印にＢ、Ｅ、Ｂ）に対応し、
「（２）Ｐｈ１　“展開“」と逆の運用を行う。すなわち、海底ステーション018を海底
に固定するために増大させていた水中重量を水素ガス発生により減少させ（図中、○印に
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図中、○印にＥ　鉱物収集装置収容）。海底ブルドーザ０１９を海底ステーション018に
搭載すると海底ステーション018の水中重量が増加するので、再度水素ガスを発生させて
海底ステーション018全体の比重と内部圧力が周囲海水と等しくなるようにする。
表０６　（５）Ｐｈ４　の“浮力増加”は水素ガス発生により水中重量が減少し、“ブル
ドーザ収容”で水中重量が増加し、再度“浮力増加” で水素ガス発生により水中重量が
０になり移動準備が完了している。
（６－Ｕ）　Ｐｈ５－Ｕ　“移動　Ｕｐ”
現在深度より浅い海底に移動する場合のみに実施する。
図９３　（６－Ｕ）Ｐｈ５－Ｕ　“移動　Ｕｐ”部分（図中、○印にＡ）に対応し、海底
より有機ハイドライド反応を行いつつ周囲海水と同一圧力、同一比重の条件を維持し、目
的の深度に上昇する。
表０８　（６－Ｕ）Ｐｈ５－Ｕ　“移動開始”から“移動Ｕｐ”へ気体・液体構成が変化
する。
【０１８６】
（６）　Ｐｈ５　移動
図９２～９４　（６）Ｐｈ５　“移動”　部分（図中、○印にＣ）に対応する。同一深度
での移動であり、有機ハイドライド反応および水素ガス発生は行わず、海底ステーション
018の推進装置で目的地点に移動する。
表０７～０９　（６）Ｐｈ５　　“移動”では気体・液体構成の変化を伴わない。
【０１８７】
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【０１８８】



(71) JP 6630876 B2 2020.1.15

10

20

30

【表０７】

【０１８９】
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【表０８】

【０１９０】
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【表０９】

【０１９１】
（６－Ｄ）　Ｐｈ５―Ｄ　移動　Ｄｏｗｎ
現在深度より浅い海底に移動する場合のみに実施する。
図９４　（６－Ｄ）Ｐｈ５－Ｄ　“移動Ｄｏｗｎ”　部分（図中、○印にＢ）に対応し、
水電気分解による発生水素により周囲海水と同一圧力、同一比重の条件を維持しながら目
的の深度に降下する。
表０９　（６）Ｐｈ５　“移動”　から　（６－Ｄ）Ｐｈ５－Ｄ “移動Ｄｏｗｎ” への
移行が気体・液体構成の変化である。
（７）　Ｐｈ１　“展開“
図９２～９４　（２）Ｐｈ１　“展開”　（図中、○印に　Ａ、Ｄ）に対応する。
「（２）　Ｐｈ１　“展開“」と同様の操作を行う。
表０７～０９　（７）Ｐｈ１　“浮力削減”、“ブルドーザ展開“では気体・液体構成の
変化を伴わない。
（８）　Ｐｈ２　“鉱石採集と積載・送出（初回）”　
図９２～９４　（３）Ｐｈ２　“鉱石採集と積載・送出（初回）”　（図中、○印に　Ｃ
、Ｇ）に対応する。
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「（３）　Ｐｈ２　“鉱石採集と積載・送出（初回）”」　と同様の操作を行う。
表０７～０９　（８）Ｐｈ２“鉱石積載” “到着”“水素充填／発進”に対応する。
【０１９２】
（９）　Ｐｈ３　　“鉱石採集と積載・送出（繰返し）”　
図９２～９４　（４）Ｐｈ３　“鉱石採集と積載・送出（繰返し）”　（図中、○印に　
Ｂ、Ｇ、Ｈ）に対応する。
「（４）　Ｐｈ３　　“鉱石採集と積載・送出（繰返し）”」　と同様の操作を行う。
表０７～０９　（９）Ｐｈ３　“鉱石積載／水素発生” “到着”“水素充填／発進”に
対応する。
（１０）　Ｐｈ４　“浮上準備”
図９２～９４　Ｐｈ４　“浮上準備”　（図中、○印に　Ｂ、Ｅ、Ｂ）に対応する。
「（５）　Ｐｈ４　“移動準備”」　と同様の操作を行う。
表０７～０９　（１０）“浮力増加”“ブルドーザ収容”“浮力増加” に対応する。
（１１）　Ｐｈ６　浮上
図９２～９４　Ｐｈ６　“浮上”　（図中、○印に　Ａ）に対応し、海底より有機ハイド
ライド反応を行いながら周囲海水と同一圧力、同一比重の条件を維持しながら海面に上昇
する。
表０７～０９　（１０）Ｐｈ４　“浮力増加”から　（１１）Ｐｈ６“浮上”への変化が
気体・液体構成の変化である。
【０１９３】
２．　連続運用の効率化
海底資源採収装置では、１機の海底ステーション018に対して複数の深海クレーン001を割
り当てて運用することにより、全体の運用効率が向上する。深海クレーン001の運用では
有機ハイドライド反応の反応時間の制約から海底から海面への上昇に比較的時間を要する
。深海クレーン001を鉱石の揚収に繰返し使用する場合、深海クレーン001の運用を時間的
に区分して、複数の深海クレーン001の運用を時間区分をずらせて実施すると、リソース
が競合することなく並列運用することができる（パイプライン制御）。
深海クレーンが順次実行する運用を図９５（ａ）に示すように、下記のように（１）～（
４）に区分する。
（１）積荷荷下し・降下準備（第一段階）
揚収鉱石とMCHの海上司令船への荷下ろし、トルエンおよび純水の充填、
（２）降下（第二段階）
海面から前記海底ステーションへの移動
（３）浮上準備（ドッキング・鉱石積載・水素充填（第三段階）
集荷ポートへの接続、水素ガス充填、海底ステーションへの荷下ろしを含む浮上準備、
（４）浮上（第四段階）
海底から海面への移動
図９５（ｂ）は深度５０００ｍから揚収の例であり、図９５（ｃ）は深度１０００ｍから
揚収の例である。
深度が深いと降下および浮上に時間を要するため図９５（ａ）の各段階が図９５（ｃ）の
深度１０００ｍに対比して図９５（ｂ）の深度５０００ｍでは長い時間を要する。いずれ
の場合も海底ステーション０１８ 　１機に対して深海クレーン００１を４機割り当てて
時間をずらせてリソースが競合することなく並列運用する例を示している。
 
【産業上の利用可能性】
【０１９４】
　本発明の海底資源揚収装置は海底に分布する鉱物資源を収集して揚収することができる
が、高圧機構を持たず、また流体の圧送を含まないため機構的な制約がなく、深度１００
０未満から５０００ｍを超える深度まで運用することができる。海底で浮力用に充填する
水素は海底の水圧と同じであり、浮上にともない海水圧と同一圧力を維持するので圧力に
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よる応力の問題がない。同一揚収量で異なった海底深度に対応するためには、海底におけ
る水素浮力を等しくする必要があるので充填する水素のモル数と水素吸収用トルエンを増
減させることにより行う。最大揚収量の限度内で揚収量を増減させるためには海底で充填
する水素の容積を増減させて対応する。
このように運用に柔軟性があるため、高品位の鉱物のある海域を選択的に移動して揚収す
ることができ採算効果が大きい。
浮上用の水素ガスは海底で電気分解により発生するが、水素ガスはMCHとして回収される
ので水素燃料として販売でき発電コストは大幅に削減できる。
海面に浮体として設置した太陽電池で発電することも可能で、その場合は、海底資源回収
と水素エネルギー生成が同時に行え、経済性の高いプラントとして利用できる。
実施例中で示した数値は実現可能性を示すためのものであり、規模を拡大または縮小する
ことができる。
 
【図面の簡単な説明】
【０１９５】
【図１】本発明の深海クレーンの構成例を示す図である。
【図２】本発明の深海クレーンの運用モードを示す図である。
【図３】マッコウクジラの海中沈降と浮上を示す図である。
【図４】本発明の海底資源採集装置の全体運用形態を示す図である。
【図５】海底資源の状況を示す図と写真である。
【図６】本発明の海底ステーションの構成例を示す図である。
【図７】本発明の深海クレーンと海底ステーションの運用を示す図である。
【図８】本発明の深海クレーンの外部構造を示す図である。
【図９】本発明の深海クレーンの内部構造を示す図である。
【図１０】本発明のクレーンエンジンの液体タンクの構造を示す図である。
【図１１】本発明のクレーンエンジンの液体タンクの構造を示すもう一つの図である。
【図１２】本発明のクレーンエンジンの水素ガス吸収反応器の構造を示す図である。
【図１３】本発明の深海クレーンの配管系統図である。
【図１４】本発明の海底ステーションの構造を示す図である。
【図１５】本発明の海底ステーションの移動の運用シーケンスを示す図である。
【図１６】本発明の海底ステーションの移動運用シーケンス中の海中昇降ユニットの状態
を示す図である。
【図１７】本発明の海底ステーションの配管系統図である。
【図１８】本発明の海底ステーションの深海クレーンとの連接運用時の配管系統図である
。
【図１９】本発明の海上司令船の概念図である。
【図２０】本発明の揚収制御の特性を示すグラフである。
【図２１】本発明の揚収制御系のブロックダイアグラムを示す図である。
【図２２】本発明の揚収制御系の統括制御ブロックダイアグラム（１）を示す図である。
【図２３】本発明の揚収制御系の統括制御ブロックダイアグラム（２）を示す図である。
【図２４】本発明の深海クレーンの推進装置を示す図である。
【図２５】本発明の深海クレーンの位置・速度動特性を示す図である。
【図２６】本発明の深海クレーンの姿勢動特性（その１）を示す図である。
【図２７】本発明の深海クレーンの姿勢動特性（その２）を示す図である。
【図２８】本発明の深海クレーンの推進装置の制御ベクトルを示す図である。
【図２９】本発明の深海クレーンの運行制御系のブロックダイアグラムを示す図である。
【図３０】本発明の深海クレーンの航法制御の全容を示す図である。
【図３１】海中の音波伝搬特性を示す図である。
【図３２】本発明の深海クレーンの制御系全体構成を示す図である。
【図３３】本発明の深海クレーンの航法制御系の動作を示すフローチャートである。
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【図３４】本発明の深海クレーンの慣性航法系の動作を示すフローチャートである。
【図３５】本発明の深海クレーンの音響測距の原理と実現方法を示す図である。
【図３６】本発明の深海クレーンの音響測距の原理と動作を示す図である。
【図３７】本発明の深海クレーンの音響航法系の動作を示すフローチャートである。
【図３８】本発明の深海クレーンの音響測距の原理（その２）を示す図である。
【図３９】本発明の深海クレーンの光学測距の原理（１）を示す図である。
【図４０】本発明の深海クレーンの光学測距の原理（２）を示す図である。
【図４１】本発明の深海クレーンの光学航法系の動作を示すフローチャートである。
【図４２】本発明の深海クレーンの発光素子の識別方式をを示す図である。
【図４３】本発明の深海クレーンのドッキング装置の構造を示す図である。
【図４４】本発明の深海クレーンのドッキング装置の把持機構の動作を示す図である。
【図４５】本発明の深海クレーンのドッキング装置の把持機構の構造を示す図である。
【図４６】本発明の深海クレーンのドッキング航法系の動作を示すフローチャートである
。
【図４７】本発明の深海クレーンのドッキング航法系の制御量計出の原理を示す図である
。
【図４８】本発明の深海クレーンの運転モード制御の動作を示すフローチャートである。
【図４９】本発明の深海クレーンの浮上時の配管接続と運用を示す図である。
【図５０】本発明の深海クレーンの浮上終了水素ガスパージ時の配管接続と運用を示す図
である。
【図５１】本発明の深海クレーンの浮上終了ＭＣＨ Unload時の配管接続と運用を示す図
である。
【図５２】本発明の深海クレーンの下降準備（トルエン充填）時の配管接続と運用を示す
図である。
【図５３】本発明の深海クレーンの下降準備（純水充填）時の配管接続と運用を示す図で
ある。
【図５４】本発明の深海クレーンの下降時の配管接続と運用を示す図である。
【図５５】本発明の深海クレーンの貨物ユニットの交換・移動時の配管接続と運用を示す
図である。
【図５６】本発明の深海クレーンの下降後処理(水素ガス充填、純水移送）時の配管接続
と運用を示す図である。
【図５７】本発明の深海クレーンの下降後処理(水素ガス充填  　純水移送　完　）時の
配管接続と運用を示す図である。
【図５８】本発明の深海クレーンの浮上準備(海水注水　浮力調整完）時の配管接続と運
用を示す図である。
【図５９】本発明の海底ステーションの姿勢制御推進機構を示す図である。
【図６０】本発明の海底ステーションの姿勢動特性を示す図である。
【図６１】本発明の海底ステーションの位置・速度動特性を示す図である。
【図６２】本発明の海底ステーションの推進装置の制御ベクトルを示す図である。
【図６３】本発明の海底ステーションの航法制御の全容を示す図である。
【図６４】本発明の海底ステーションの制御系全体構成を示す図である。
【図６５】本発明の海底ステーションの航法制御系の動作を示すフローチャートである。
【図６６】本発明の海底ステーションの制御系のブロックダイアグラムを示す図である。
【図６７】本発明の海底ステーションの降下時の浮力制御の特性を示す図である。
【図６８】本発明の海底ステーションの音響航法の原理と実現方法を示す図である。
【図６９】本発明の海底ステーションの慣性航法系の動作を示すフローチャートである。
【図７０】本発明の海底ステーションの運転モード制御の動作を示すフローチャートであ
る。
【図７１】本発明の海底ステーションの浮上中の配管接続と運用を示す図である。
【図７２】本発明の海底ステーションの浮上終了時のＭＣＨ　Unloadの配管接続と運用を
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示す図である。
【図７３】本発明の海底ステーションの降下準備（トルエン充填）の配管接続と運用を示
す図である。
【図７４】本発明の海底ステーションの降下準備（純水充填）の配管接続と運用を示す図
である。
【図７５】本発明の海底ステーションの降下中の配管接続と運用を示す図である。
【図７６】本発明の海底ステーションの海底移動の配管接続と運用を示す図である。
【図７７】本発明の海底ステーションの下降後　浮力削減処理(水素ガス吸収）の配管接
続と運用を示す図である。
【図７８】本発明の海底ステーションの浮上準備　（浮力増加）時の配管接続と運用を示
す図である。
【図７９】本発明の海底ステーションの水素発生装置の構造を示す図である。
【図８０】本発明の海底ステーションの水素発生装置の水電気分解積層ユニットの構造を
示す図である。
【図８１】本発明の海底資源採集装置の運用想定海域の海象を示す図である。
【図８２】本発明の海底資源採集装置の太陽電池ストリップの構造を示す図である。
【図８３】本発明の海底資源採集装置の太陽電池ストリップの展開・撤収方法を示す図で
ある。
【図８４】本発明の海底資源採集装置の太陽電池ストリップの自航式太陽電池展開装置の
構造を示す図である。
【図８５】本発明の海底資源採集装置の太陽電池ストリップの自航式太陽電池展開装置の
構造を示す図である。
【図８６】本発明の海底資源採集装置の太陽電池ストリップ牽引板の構造を示す図である
。
【図８７】本発明の海底資源採集装置の太陽電池ストリップの自航式太陽電池展開装置の
展開制御システムを示す図である。
【図８８】本発明の海底資源採集装置の太陽電池ストリップの自航式太陽電池展開装置の
展開制御システムの動作を示すフローチャートである。
【図８９】本発明の海底資源採集装置の太陽電池ストリップの自航式太陽電池展開装置の
展開制御システムの動作を示すフローチャートである。
【図９０】本発明の海底資源採集装置総合監視制御システム構成を示す図である。
【図９１】本発明の海底資源採集装置電源システム構成を示す図である。
【図９２】本発明の海底資源採集装置の同一深度での位置変更を伴う連続運用を示す図で
ある。
【図９３】本発明の海底資源採集装置のより浅い深度への位置変更を伴う連続運用を示す
図である。
【図９４】本発明の海底資源採集装置のより深い深度への位置変更を伴う連続運用を示す
図である。
【図９５】本発明の海底資源採集装置の複数の深海クレーンによる並列運用を示す図であ
る。。
【符号の説明】
【０１９６】
001　深海クレーン
002 仕切り壁
003 浮力タンク
004　液体タンク
005　クレーンエンジン
0050　クレーンエンジン 0
0051　クレーンエンジン 1
0052　クレーンエンジン 2
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0053　クレーンエンジン 3
006　機器室 
007　貨物ユニット 
008 外壁
009　水素ガス吸収反応器
010　採集鉱物
011　水素ガス
012　トルエン
013　ＭＣＨ（メチルシクロヘキサン）
014　純水
015　海水
016　海上母船
017 運搬船
018海底ステーション
019 海底ブルドーザ
020 電源信号ケーブル
021 海面
022 海底
023貨物ユニットポート
024 水素ガス発生装置　
025 ランプウェイ
026　着床用脚
027　海底ステーションプラットフォーム
028　海底ブルドーザ輸送ポート
029　注入排出口
030　隔膜
031 液体区画１
032 液体区画2
033 液体区画3
034 液体区画4
035 MCHドレイン
036 多管式固定床型触媒反応器
037 熱交換器
038 冷却器
039 冷却管
040 配管1
041 配管2
042 配管3
043 配管4
044 配管5
045 配管6
046 配管7
047 浮力の中心Cと推進装置間距離Ｌｔ
048 中心軸Ｚ
049 重心と浮力の中心間距離Lg
050 浮力F
051 浮力の中心C
052 重力W
053 重心G
054 推力方向



(79) JP 6630876 B2 2020.1.15

10

20

30

40

50

055　推進装置
056　スクリュー
057　モーター
 
059　上部推進面
060 下部推進面
061 軸長　2L
062 推進面距離 Lt
062　上部推進面合成移動推力TU
063 下部推進面合成移動推力TL
064 合成移動推力
065 水抵抗力
066 基準座標x軸
067 基準座標y軸
068 基準座標z軸
069深海クレーン中心軸
070 姿勢座標x軸
071 姿勢座標y軸        
072 姿勢座標z軸
073 ピッチ角
074 ヨー角
075 ロール角
076 上部推進面ピッチ・ヨー推力
077 下部推進面ピッチ・ヨー推力
078 上部推進面ロール推力
079 下部推進面ロール推力
080～087　推力TU0～TU7
088～095 推力TL0～TL7
096 推進面合成推力
097 上部推進面合成推力
098 下部推進面合成推力
【０１９７】
100深海クレーンポート100
101 下降経路
102　浮上経路
103　慣性航法区間
104 音響航法区間
105 光学航法区間
106 音響航法
107 光学航法
108 慣性航法
109 ドッキング航法
110 航法制御系
 
112 運用モード制御
113 流体構成制御
114 
115 航法センサ
 
117深海クレーン動特性
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118 下降目標経路
119 下降実際経路
120 浮上目標経路
121 浮上実際経路
122 音響航法範囲
123 感音素子間距離 ｒｓ
124 伝搬距離差 dp
 
130 感音素子
131　発音素子
132　感音素子A
133 感音素子B
134 感音素子C
135 感音素子D
136 トランスポンダ
137　音波伝達面１
138　音波伝達面2
139　トランスポンダ方位ベクトル
140 進行方向曲面
141 音響航法装置
150　撮像装置
151　発光素子A
152　発光素子B
153　発光素子C
154　発光素子D
155 焦点距離Lf
156 撮像面
157 目標方位ベクトル
159 視点P
160 目標距離R
170 把持体
171　把持子
172 クレーンエンジン005側　把持子
173 貨物ユニットポート023側　把持子
174 キー機構
175 回転機構
176 支持機構
177　嵌合部
【０１９８】
200 大型推進装置
201 中型推進装置
202海底ステーションの重心Ｗｓ
 
250 姿勢センサ
251 圧力センサ
252 揚収制御系
253 推進器個別制御量計算論理
254　統括制御
255　統括制御
256 緊急制御系  
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257 個別推進機制御系  
258 水素ガス吸収反応制御系
259 推進機特性
260 水素ガス吸収反応器
261 運動特性
262 圧力特性
263 水圧特性
264 航法指令
265 位置速度制御系
266 姿勢制御系
267 H2放出/バラスト投下制御系
268 水素ガス発生ユニット制御盤
269 弁・ポンプ（V0,P0）制御系
270 水素ガス吸収抑制制御
【０１９９】
300 発電機
301 モーター
302 クレーン
303 トルエンタンク
304 MCHタンク
305 純水タンク
306 鉱石船倉
307 ムーン・プール
308 液体輸送ホースおよびクレーン
309 展開型ベルトコンベアおよびクレーン
310 発電機
350 分電盤
351～354 水素ガス発生ユニット0～3
355～358 交直変換装置0～3
359 水電気分解積層ユニット
360 安全遮断スイッチ
360　調節弁
361 
370 セパレータ
371 流路
372 集電体
373 膜
374 電極
375 触媒
376 積層
377 電源
378 水素ガス
379 酸素ガス
380 水
381 冷却水
 
390 太陽電池ストリップ牽引板
391 太陽電池ストリップ終端棒
392 太陽電池ストリップ牽引板ジョイント
393 牽引クレードル把持アーム



(82) JP 6630876 B2 2020.1.15

10

20

30

40

50

394 牽引クレードル把持アーム駆動機構
395 太陽電池ストリップ終端棒把持アーム
396 太陽電池ストリップ終端棒把持アーム駆動機構
397 集電ケーブル
【０２００】
400 太陽電池フィルム
401 太陽電池ストリップ
402 保護膜
403 牽引索
404 自走式太陽電池展開装置
405 マイクロインバータ
406 ACケーブル
407 発泡プラスティックス
408 ジッパージョイント
409 乗り上げ防止フィン
410 海流
411 牽引クレードル
412　 
413 中心コア
414 巻取ホイール
415 回転ドラム
416 巻取モーター
417 固定装置
418 回転伝達装置
419　GPSアンテナ
420　右舷推進器モーター
421　左舷推進器モーター
422 モーター制御インターフェイス
423 回転数制御モータードライブ装置
424 回転軸受
425 中心軸
426 オッターボード
427 オッターボード駆動機構
428 太陽電池ストリップ自航式展開制御システム
429 位置制御モータードライブ装置
430深海クレーン制御システム
431海底ステーション制御システム
432 電源装置制御システム
440 総合監視制御コンソール
441深海クレーンコンソール
442海底ステーションコンソール
443 電源装置コンソール
444 海底資源採集総合監視制御システム
446深海クレーン監視制御システム
447深海クレーン制御指令/状態データ 
448海底ステーション監視制御システム
449海底ステーション制御指令/状態データ
450 電源装置監視制御システム
451 電源装置制御指令/状態データ
452 光ケーブル
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453 光インターフェイス
454 演算装置
455 航法センサ
456 音響測距装置
457 光学測距装置
458 光学マーカー制御装置
459 反応制御装置
460 弁・ポンプ制御装置
461 推進装置制御装置
462 鉱物収集装置インターフェイス
463 反応制御装置
464 水素発生制御装置
465 展開制御装置
466 電源制御装置
467 太陽電池ストリップ展開制御システム
470 発電機
471 電源制御盤
472 昇圧制御盤
473 海中電源ケーブル
474 降圧交直変換分電盤
475 水素吸収反応装置
476 推進装置
477 弁・ポンプ
478 情報機器
479 水素ガス吸収反応装置
480 水素ガス発生ユニット分電盤
481 洋上電源ケーブル
482 水素ガス発生ユニット制御盤
483 充電装置
484 海底資源採集装置総合監視制御システム
485 分電盤
 
500～721 処理ブロック
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